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栃 木 県 規 則 第 二 十 一 号

と ち ぎ ス ポ ー ツ 医 科 学 セ ン タ ー の 開 館 日 を 定 め る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

と ち ぎ ス ポ ー ツ 医 科 学 セ ン タ ー の 開 館 日 を 定 め る 規 則

と ち ぎ ス ポ ー ツ 医 科 学 セ ン タ ー 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 （ 令 和 元 年 栃 木 県 条 例 第 十 一 号 ） 附 則 第 二 項 の 規

則 で 定 め る 日 は 、 令 和 二 年 五 月 六 日 と す る 。
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○とちぎスポツ医科学センタ設置管理及び使用料条例施行規則の制定ー ー 、

栃 木 県 規 則 第 二 十 二 号

と ち ぎ ス ポ ー ツ 医 科 学 セ ン タ ー 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 施 行 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

と ち ぎ ス ポ ー ツ 医 科 学 セ ン タ ー 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 施 行 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 と ち ぎ ス ポ ー ツ 医 科 学 セ ン タ ー 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 （ 令 和 元 年 栃 木 県 条 例 第 十 一

号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） に 基 づ き 、 と ち ぎ ス ポ ー ツ 医 科 学 セ ン タ ー （ 以 下 「 セ ン タ ー 」 と い う 。 ） の 管

理 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 休 館 日 ）

第 二 条 セ ン タ ー の 休 館 日 は 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 知 事 が 必 要 が あ る と 認 め た と き 又 は 条 例 第 十 一 条

第 一 項 に 規 定 す る 指 定 管 理 者 （ 以 下 「 指 定 管 理 者 」 と い う 。 ） が 必 要 が あ る と 認 め た 場 合 で あ ら か じ め 知 事

の 承 認 を 得 た と き は 、 こ れ を 変 更 し 、 又 は 臨 時 に 休 館 す る こ と が で き る 。

一 毎 週 火 曜 日 （ そ の 日 が 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 七 十 八 号 ） に 規 定 す る 休 日 （ 以

下 「 休 日 」 と い う 。 ） に 当 た る と き は 、 そ の 日 後 の そ の 日 に 最 も 近 い 休 日 以 外 の 日 ）

二 十 二 月 二 十 九 日 か ら 翌 年 一 月 三 日 ま で の 日

（ 利 用 時 間 ）

第 三 条 セ ン タ ー の 利 用 時 間 は 、 正 午 （ 日 曜 日 、 土 曜 日 及 び 休 日 に あ っ て は 、 午 前 九 時 ） か ら 午 後 九 時 ま で と

す る 。 た だ し 、 知 事 が 必 要 が あ る と 認 め た と き 又 は 指 定 管 理 者 が 必 要 が あ る と 認 め た 場 合 で あ ら か じ め 知 事

の 承 認 を 得 た と き は 、 こ れ を 変 更 す る こ と が で き る 。

（ 許 可 の 申 請 等 ）

第 四 条 条 例 第 四 条 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 は 、 利 用 許 可 申 請 書 （ 別 記 様 式 第 一 号 ） を 指 定 管 理 者 に 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。

２ 前 項 の 利 用 許 可 申 請 書 の 提 出 期 間 は 、 セ ン タ ー を 利 用 し よ う と す る 日 （ 以 下 「 利 用 日 」 と い う 。 ） の 六 月

前 の 日 の 属 す る 月 の 初 日 か ら 利 用 日 の 七 日 前 ま で と す る 。 た だ し 、 指 定 管 理 者 が 必 要 が あ る と 認 め る と き

は 、 こ の 限 り で な い 。

３ 指 定 管 理 者 は 、 条 例 第 四 条 の 許 可 を す る と き は 、 利 用 許 可 書 （ 別 記 様 式 第 二 号 ） を 第 一 項 の 申 請 者 に 交 付

す る も の と す る 。

（ 許 可 の 変 更 等 ）

第 五 条 条 例 第 四 条 の 許 可 を 受 け た 者 （ 以 下 「 利 用 者 」 と い う 。 ） は 、 許 可 を 受 け た 事 項 を 変 更 し よ う と す る

と き は 、 利 用 変 更 許 可 申 請 書 （ 別 記 様 式 第 三 号 ） を 指 定 管 理 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

２ 指 定 管 理 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 変 更 を 許 可 す る と き は 、 利 用 変 更 許 可 書 （ 別 記 様 式 第 四 号 ） を 同 項 の 申

請 者 に 交 付 す る も の と す る 。

３ 利 用 者 は 、 セ ン タ ー の 利 用 を 取 り 消 す と き は 、 利 用 取 消 届 出 書 （ 別 記 様 式 第 五 号 ） を 指 定 管 理 者 に 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。

（ 遵 守 事 項 ）

第 六 条 条 例 第 九 条 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。

一 許 可 な く 火 気 を 使 用 し な い こ と 。

二 許 可 な く セ ン タ ー 内 に お い て 広 告 、 宣 伝 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 行 為 、 寄 附 金 の 募 集 又 は 物 品 若 し く は 飲

食 物 の 販 売 を 行 わ な い こ と 。

三 セ ン タ ー の 施 設 （ 附 属 設 備 及 び 物 品 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） を 損 傷 し 、 又 は 汚 損 し な い こ と 。

四 セ ン タ ー 内 に 危 険 な 物 品 を 持 ち 込 ま な い こ と 。

五 そ の 他 指 定 管 理 者 の 指 示 事 項 に 従 う こ と 。

（ 職 員 の 立 入 り ）

第 七 条 指 定 管 理 者 は 、 セ ン タ ー の 管 理 の た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 現 に 利 用 さ れ て い る 施 設 に 職 員 を

立 ち 入 ら せ る こ と が で き る 。

（ 破 損 等 の 報 告 ）

第 八 条 セ ン タ ー の 施 設 を 破 損 し 、 汚 損 し 、 又 は 紛 失 し た 者 は 、 そ の 旨 を 指 定 管 理 者 に 報 告 し な け れ ば な ら な
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○とちぎスポツ医科学センタ設置管理及び使用料条例施行規則の制定ー ー 、

栃 木 県 規 則 第 二 十 二 号

と ち ぎ ス ポ ー ツ 医 科 学 セ ン タ ー 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 施 行 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

と ち ぎ ス ポ ー ツ 医 科 学 セ ン タ ー 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 施 行 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 と ち ぎ ス ポ ー ツ 医 科 学 セ ン タ ー 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 （ 令 和 元 年 栃 木 県 条 例 第 十 一

号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） に 基 づ き 、 と ち ぎ ス ポ ー ツ 医 科 学 セ ン タ ー （ 以 下 「 セ ン タ ー 」 と い う 。 ） の 管

理 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 休 館 日 ）

第 二 条 セ ン タ ー の 休 館 日 は 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 知 事 が 必 要 が あ る と 認 め た と き 又 は 条 例 第 十 一 条

第 一 項 に 規 定 す る 指 定 管 理 者 （ 以 下 「 指 定 管 理 者 」 と い う 。 ） が 必 要 が あ る と 認 め た 場 合 で あ ら か じ め 知 事

の 承 認 を 得 た と き は 、 こ れ を 変 更 し 、 又 は 臨 時 に 休 館 す る こ と が で き る 。

一 毎 週 火 曜 日 （ そ の 日 が 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 七 十 八 号 ） に 規 定 す る 休 日 （ 以

下 「 休 日 」 と い う 。 ） に 当 た る と き は 、 そ の 日 後 の そ の 日 に 最 も 近 い 休 日 以 外 の 日 ）

二 十 二 月 二 十 九 日 か ら 翌 年 一 月 三 日 ま で の 日

（ 利 用 時 間 ）

第 三 条 セ ン タ ー の 利 用 時 間 は 、 正 午 （ 日 曜 日 、 土 曜 日 及 び 休 日 に あ っ て は 、 午 前 九 時 ） か ら 午 後 九 時 ま で と

す る 。 た だ し 、 知 事 が 必 要 が あ る と 認 め た と き 又 は 指 定 管 理 者 が 必 要 が あ る と 認 め た 場 合 で あ ら か じ め 知 事

の 承 認 を 得 た と き は 、 こ れ を 変 更 す る こ と が で き る 。

（ 許 可 の 申 請 等 ）

第 四 条 条 例 第 四 条 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 は 、 利 用 許 可 申 請 書 （ 別 記 様 式 第 一 号 ） を 指 定 管 理 者 に 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。

２ 前 項 の 利 用 許 可 申 請 書 の 提 出 期 間 は 、 セ ン タ ー を 利 用 し よ う と す る 日 （ 以 下 「 利 用 日 」 と い う 。 ） の 六 月

前 の 日 の 属 す る 月 の 初 日 か ら 利 用 日 の 七 日 前 ま で と す る 。 た だ し 、 指 定 管 理 者 が 必 要 が あ る と 認 め る と き

は 、 こ の 限 り で な い 。

３ 指 定 管 理 者 は 、 条 例 第 四 条 の 許 可 を す る と き は 、 利 用 許 可 書 （ 別 記 様 式 第 二 号 ） を 第 一 項 の 申 請 者 に 交 付

す る も の と す る 。

（ 許 可 の 変 更 等 ）

第 五 条 条 例 第 四 条 の 許 可 を 受 け た 者 （ 以 下 「 利 用 者 」 と い う 。 ） は 、 許 可 を 受 け た 事 項 を 変 更 し よ う と す る

と き は 、 利 用 変 更 許 可 申 請 書 （ 別 記 様 式 第 三 号 ） を 指 定 管 理 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

２ 指 定 管 理 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 変 更 を 許 可 す る と き は 、 利 用 変 更 許 可 書 （ 別 記 様 式 第 四 号 ） を 同 項 の 申

請 者 に 交 付 す る も の と す る 。

３ 利 用 者 は 、 セ ン タ ー の 利 用 を 取 り 消 す と き は 、 利 用 取 消 届 出 書 （ 別 記 様 式 第 五 号 ） を 指 定 管 理 者 に 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。

（ 遵 守 事 項 ）

第 六 条 条 例 第 九 条 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。

一 許 可 な く 火 気 を 使 用 し な い こ と 。

二 許 可 な く セ ン タ ー 内 に お い て 広 告 、 宣 伝 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 行 為 、 寄 附 金 の 募 集 又 は 物 品 若 し く は 飲

食 物 の 販 売 を 行 わ な い こ と 。

三 セ ン タ ー の 施 設 （ 附 属 設 備 及 び 物 品 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） を 損 傷 し 、 又 は 汚 損 し な い こ と 。

四 セ ン タ ー 内 に 危 険 な 物 品 を 持 ち 込 ま な い こ と 。

五 そ の 他 指 定 管 理 者 の 指 示 事 項 に 従 う こ と 。

（ 職 員 の 立 入 り ）

第 七 条 指 定 管 理 者 は 、 セ ン タ ー の 管 理 の た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 現 に 利 用 さ れ て い る 施 設 に 職 員 を

立 ち 入 ら せ る こ と が で き る 。

（ 破 損 等 の 報 告 ）

第 八 条 セ ン タ ー の 施 設 を 破 損 し 、 汚 損 し 、 又 は 紛 失 し た 者 は 、 そ の 旨 を 指 定 管 理 者 に 報 告 し な け れ ば な ら な
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い 。
（ 原 状 回 復 の 報 告 ）

第 九 条 条 例 第 十 条 の 規 定 に よ り 利 用 に 係 る 施 設 を 原 状 に 回 復 し た 者 は 、 そ の 旨 を 指 定 管 理 者 に 報 告 し な け れ

ば な ら な い 。

（ 使 用 料 ）

第 十 条 利 用 者 は 、 第 四 条 第 三 項 の 利 用 許 可 書 又 は 第 五 条 第 二 項 の 利 用 変 更 許 可 書 の 交 付 を 受 け た と き は 、 知

事 が 別 に 定 め る 納 期 限 ま で に 使 用 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。

（ 使 用 料 の 免 除 ）

第 十 一 条 条 例 第 十 四 条 の 規 定 に よ り 使 用 料 の 免 除 を 受 け よ う と す る 者 は 、 使 用 料 免 除 申 請 書 （ 別 記 様 式 第 六

号 ） を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

（ 使 用 料 の 還 付 ）

第 十 二 条 条 例 第 十 五 条 た だ し 書 の 規 定 に よ り 知 事 が 還 付 す る こ と が で き る 使 用 料 の 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 額 と す る 。

一 利 用 者 の 責 め に よ ら な い 理 由 に よ り セ ン タ ー の 利 用 が で き な く な っ た 場 合 既 に 納 付 し た 使 用 料 の 全 額

二 利 用 者 が 利 用 日 の 七 日 前 ま で に 第 五 条 第 一 項 の 利 用 変 更 許 可 申 請 書 又 は 同 条 第 三 項 の 利 用 取 消 届 出 書 を

提 出 し た 場 合 使 用 料 の 過 納 額 全 額

２ 条 例 第 十 五 条 た だ し 書 の 規 定 に よ り 使 用 料 の 還 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 使 用 料 還 付 申 請 書 （ 別 記 様 式 第

七 号 ） を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

（ 委 任 ）

第 十 三 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 セ ン タ ー の 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 定 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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い 。
（ 原 状 回 復 の 報 告 ）

第 九 条 条 例 第 十 条 の 規 定 に よ り 利 用 に 係 る 施 設 を 原 状 に 回 復 し た 者 は 、 そ の 旨 を 指 定 管 理 者 に 報 告 し な け れ

ば な ら な い 。

（ 使 用 料 ）

第 十 条 利 用 者 は 、 第 四 条 第 三 項 の 利 用 許 可 書 又 は 第 五 条 第 二 項 の 利 用 変 更 許 可 書 の 交 付 を 受 け た と き は 、 知

事 が 別 に 定 め る 納 期 限 ま で に 使 用 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。

（ 使 用 料 の 免 除 ）

第 十 一 条 条 例 第 十 四 条 の 規 定 に よ り 使 用 料 の 免 除 を 受 け よ う と す る 者 は 、 使 用 料 免 除 申 請 書 （ 別 記 様 式 第 六

号 ） を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

（ 使 用 料 の 還 付 ）

第 十 二 条 条 例 第 十 五 条 た だ し 書 の 規 定 に よ り 知 事 が 還 付 す る こ と が で き る 使 用 料 の 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 額 と す る 。

一 利 用 者 の 責 め に よ ら な い 理 由 に よ り セ ン タ ー の 利 用 が で き な く な っ た 場 合 既 に 納 付 し た 使 用 料 の 全 額

二 利 用 者 が 利 用 日 の 七 日 前 ま で に 第 五 条 第 一 項 の 利 用 変 更 許 可 申 請 書 又 は 同 条 第 三 項 の 利 用 取 消 届 出 書 を

提 出 し た 場 合 使 用 料 の 過 納 額 全 額

２ 条 例 第 十 五 条 た だ し 書 の 規 定 に よ り 使 用 料 の 還 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 使 用 料 還 付 申 請 書 （ 別 記 様 式 第

七 号 ） を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

（ 委 任 ）

第 十 三 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 セ ン タ ー の 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 定 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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別記様式第１号（第４条関係）

とちぎスポツ医科学センタ利用許可申請書ー ー

年月日

指定管理者 様

申請者住所

氏名

法人その他の団体にあっては主たる事務所の、

所在地及び名称並びに代表者の氏名

担当者

電話番号

次のとおりとちぎスポツ医科学センタを利用したいので申請しますー ー 。

利用人員（ 人）

利用区分利 用 日 時
高校生その他

計
等以下の者

年 月 日 時から

年 月 日 時まで

年 月 日 時から

年 月 日 時まで

年 月 日 時から

年 月 日 時まで

年 月 日 時から

年 月 日 時まで

年 月 日 時から

年 月 日 時まで

利用目的

その他

（ 特記事項）
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別記様式第２号（第４条関係）

とちぎスポツ医科学センタ利用許可書ー ー

第 号

年月日

様

年月日付けで申請のあったとちぎスポツ医科学センタの利用を次のとおり許可しまー ー

す。

指定管理者 印

利用人員（ 人）

利用区分利 用 日 時
高校生その他

計
等以下の者

年 月 日 時から

年 月 日 時まで

年 月 日 時から

年 月 日 時まで

年 月 日 時から

年 月 日 時まで

年 月 日 時から

年 月 日 時まで

年 月 日 時から

年 月 日 時まで

利用目的

使用料 円納付期限 年月日

許可の条件

１とちぎスポツ医科学センタ設置管理及び使用料条例及びとちぎスポツー ー 、 ー

利用上の注意医科学センタ設置管理及び使用料条例施行規則に従うことー 、 。

２利用当日は本許可書を受付の係員に提示すること、 。
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別記様式第３号（第５条関係）

とちぎスポツ医科学センタ利用変更許可申請書ー ー

年月日

指定管理者 様

申請者住所

氏名

法人その他の団体にあっては主たる事務所の、

所在地及び名称並びに代表者の氏名

担当者

電話番号

年月日付け第号で許可を受けたとちぎスポツ医科学センタの利用について次のー ー

とおり変更したいので申請します。

変更事項変 更 前変 更 後

変

更

理

由
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別記様式第４号（第５条関係）

とちぎスポツ医科学センタ利用変更許可書ー ー

第 号

年月日

様

年月日付け第号で許可をしたとちぎスポツ医科学センタの利用に関し年ー ー 、

月日付けで申請のあった変更については次のとおり許可します、 。

指定管理者 印

変更事項変 更 前変 更 後

変更前の使用料 円変更後の使用料 円

この許可により納付
円納付期限 年月日

すべき使用料

許可の条件

１とちぎスポツ医科学センタ設置管理及び使用料条例及びとちぎスポツー ー 、 ー

利用上の注意医科学センタ設置管理及び使用料条例施行規則に従うことー 、 。

２利用当日は本許可書を受付の係員に提示すること、 。



（8） 栃 木 県 公 報 号外第25号令和２（2020）年３月31日　火曜日

-
5

-

別記様式第５号（第５条関係）

とちぎスポツ医科学センタ利用取消届出書ー ー

年月日

指定管理者 様

申請者住所

氏名

法人その他の団体にあっては主たる事務所の、

所在地及び名称並びに代表者の氏名

担当者

電話番号

年月日付け第号で許可を受けたとちぎスポツ医科学センタの利用について次のー ー

理由により取り消すこととしたので届け出ます。

取消理由

備考利用許可書（変更の許可を受けている場合には利用許可書及び利用変更許可書）を添付すること、 。
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別記様式第６号（第11条関係）

とちぎスポツ医科学センタ使用料免除申請書ー ー

年月日

栃木県知事 様

申請者住所

氏名

法人その他の団体にあっては主たる事務所の、

所在地及び名称並びに代表者の氏名

担当者

電話番号

次のとおり使用料の免除を受けたいので申請します。

許可年月日等 年 月 日第 号

利用人員（ 人）

利用区分利 用 日 時
高校生その他

計
等以下の者

年 月 日 時から

年 月 日 時まで

年 月 日 時から

年 月 日 時まで

年 月 日 時から

年 月 日 時まで

年 月 日 時から

年 月 日 時まで

年 月 日 時から

年 月 日 時まで

利用目的

使用料 円

免除申請額 円

免除を受けよ

うとする理由
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別記様式第７号（第12条関係）

とちぎスポツ医科学センタ使用料還付申請書ー ー

年月日

栃木県知事 様

申請者住所

氏名

法人その他の団体にあっては主たる事務所の、

所在地及び名称並びに代表者の氏名

担当者

電話番号

年月日付け第号で許可を受け納付したとちぎスポツ医科学センタの使用料の、 ー ー

還付を受けたいので申請します。

利用人員（ 人）

利用区分利 用 日 時
高校生その他

計
等以下の者

年 月 日 時から

年 月 日 時まで

年 月 日 時から

年 月 日 時まで

年 月 日 時から

年 月 日 時まで

年 月 日 時から

年 月 日 時まで

年 月 日 時から

年 月 日 時まで

利用目的

納 付 済 額 円還付申請額 円

支
金融機関

本・支店名

払口座振替
口座番号普通・当座

方
預金口座名義

法
そ の 他

還付を受けよ

うとする理由

-
3

-
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栃 木 県 規 則 第 二 十 三 号

栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則 を 次 の よ う

に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則

栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 元 年 栃 木 県 条 例 第 十 六 号 ） 附 則 第 一

項 第 一 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 期 日 は 、 令 和 二 年 五 月 六 日 と す る 。

栃 木 県 規 則 第 二 十 四 号

栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア の 一 部 の 開 館 日 を 定 め る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア の 一 部 の 開 館 日 を 定 め る 規 則

栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 元 年 栃 木 県 条 例 第 十 六 号 ） 附 則 第 二

項 の 規 則 で 定 め る 日 は 、 令 和 二 年 五 月 六 日 と す る 。

-
1

-

○栃木県体育施設設置管理及び使用料条例施行規則の一部改正、

栃 木 県 規 則 第 二 十 五 号

栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 五 年 栃 木 県 規 則 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 許 可 の 申 請 等 ） （ 許 可 の 申 請 等 ）

第 五 条 略 第 五 条 略

２ 前 項 の 利 用 許 可 申 請 書 の 提 出 期 間 は 、 条 例 別 表 ２ 前 項 の 利 用 許 可 申 請 書 の 提 出 期 間 は 、 条 例 別 表

に 掲 げ る 施 設 、 附 属 設 備 及 び 器 具 （ 以 下 「 施 設 に 掲 げ る 施 設 、 附 属 設 備 及 び 器 具 （ 以 下 「 施 設

等 」 と い う 。 ） を 利 用 し よ う と す る 日 （ 以 下 「 利 等 」 と い う 。 ） を 利 用 し よ う と す る 日 （ 以 下 「 利

用 日 」 と い う 。 ） の 三 箇 月 前 の 日 の 属 す る 月 の 初 用 日 」 と い う 。 ） の 三 箇 月 前 の 日 の 属 す る 月 の 初

日 か ら 末 日 ま で と す る 。 た だ し 、 栃 木 県 総 合 運 動 日 か ら 末 日 ま で と す る 。 た だ し 、

公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア の 施 設 等 を 専 用 利 用 し よ う と

す る と き 又 は 指 定 管 理 者 が 必 要 が あ る と 認 め る と 指 定 管 理 者 が 必 要 が あ る と 認 め る と

き は 、 こ の 限 り で な い 。 き は 、 こ の 限 り で な い 。

３ 略 ３ 略

（ 利 用 券 の 交 付 ） （ 利 用 券 の 交 付 ）

第 七 条 条 例 第 三 条 に 規 定 す る 特 定 施 設 を 普 通 利 用 第 七 条 条 例 第 三 条 に 規 定 す る 特 定 施 設 を 普 通 利 用

し よ う と す る 者 は 、 条 例 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ し よ う と す る 者 は 、

り 使 用 料 を 納 付 し 、 又 は 条 例 第 十 三 条 第 一 項 の 規 条 例 第 十 三 条 第 一 項 の 規

定 に よ り 利 用 料 金 を 指 定 管 理 者 に 支 払 い 、 利 用 券 定 に よ り 利 用 料 金 を 指 定 管 理 者 に 支 払 い 、 利 用 券

の 交 付 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 の 交 付 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

（ 附 属 施 設 及 び 器 具 の 使 用 料 ） （ 附 属 施 設 及 び 器 具 の 使 用 料 ）

第 十 三 条 条 例 別 表 ３ 栃 木 県 グ リ ー ン ス タ ジ ア ム 使 第 十 三 条 条 例 別 表 ３ 栃 木 県 グ リ ー ン ス タ ジ ア ム 使

用 料 の 部 及 び 同 表 ８ 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 用 料 の 部

エ リ ア 使 用 料 の 部 に 規 定 す る 附 属 設 備 及 び 器 具 の に 規 定 す る 附 属 設 備 及 び 器 具 の

使 用 料 は 、 別 表 第 三 の と お り と す る 。 使 用 料 は 、 別 表 第 三 の と お り と す る 。

（ 使 用 料 の 納 付 ） （ 使 用 料 の 納 付 ）

第 十 四 条 栃 木 県 グ リ ー ン ス タ ジ ア ム の 許 可 利 用 者 第 十 四 条 栃 木 県 グ リ ー ン ス タ ジ ア ム の 許 可 利 用 者

及 び 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア の 利 用 者

は 、 第 五 条 第 三 項 の 利 用 許 可 書 又 は 第 六 条 第 二 項 は 、 第 五 条 第 三 項 の 利 用 許 可 書 又 は 第 六 条 第 二 項

の 利 用 変 更 許 可 書 の 交 付 を 受 け た と き は 、 知 事 が の 利 用 変 更 許 可 書 の 交 付 を 受 け た と き は 、 知 事 が

定 め る 納 期 限 ま で に 使 用 料 を 納 付 し な け れ ば な ら 定 め る 納 期 限 ま で に 使 用 料 を 納 付 し な け れ ば な ら

な い 。 な い 。

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係）

体育施設名 休館日 体育施設名 休館日

二 十 六

二 十 七

二 十 八
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○栃木県体育施設設置管理及び使用料条例施行規則の一部改正、

栃 木 県 規 則 第 二 十 五 号

栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 五 年 栃 木 県 規 則 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 許 可 の 申 請 等 ） （ 許 可 の 申 請 等 ）

第 五 条 略 第 五 条 略

２ 前 項 の 利 用 許 可 申 請 書 の 提 出 期 間 は 、 条 例 別 表 ２ 前 項 の 利 用 許 可 申 請 書 の 提 出 期 間 は 、 条 例 別 表

に 掲 げ る 施 設 、 附 属 設 備 及 び 器 具 （ 以 下 「 施 設 に 掲 げ る 施 設 、 附 属 設 備 及 び 器 具 （ 以 下 「 施 設

等 」 と い う 。 ） を 利 用 し よ う と す る 日 （ 以 下 「 利 等 」 と い う 。 ） を 利 用 し よ う と す る 日 （ 以 下 「 利

用 日 」 と い う 。 ） の 三 箇 月 前 の 日 の 属 す る 月 の 初 用 日 」 と い う 。 ） の 三 箇 月 前 の 日 の 属 す る 月 の 初

日 か ら 末 日 ま で と す る 。 た だ し 、 栃 木 県 総 合 運 動 日 か ら 末 日 ま で と す る 。 た だ し 、

公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア の 施 設 等 を 専 用 利 用 し よ う と

す る と き 又 は 指 定 管 理 者 が 必 要 が あ る と 認 め る と 指 定 管 理 者 が 必 要 が あ る と 認 め る と

き は 、 こ の 限 り で な い 。 き は 、 こ の 限 り で な い 。

３ 略 ３ 略

（ 利 用 券 の 交 付 ） （ 利 用 券 の 交 付 ）

第 七 条 条 例 第 三 条 に 規 定 す る 特 定 施 設 を 普 通 利 用 第 七 条 条 例 第 三 条 に 規 定 す る 特 定 施 設 を 普 通 利 用

し よ う と す る 者 は 、 条 例 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ し よ う と す る 者 は 、

り 使 用 料 を 納 付 し 、 又 は 条 例 第 十 三 条 第 一 項 の 規 条 例 第 十 三 条 第 一 項 の 規

定 に よ り 利 用 料 金 を 指 定 管 理 者 に 支 払 い 、 利 用 券 定 に よ り 利 用 料 金 を 指 定 管 理 者 に 支 払 い 、 利 用 券

の 交 付 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 の 交 付 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

（ 附 属 施 設 及 び 器 具 の 使 用 料 ） （ 附 属 施 設 及 び 器 具 の 使 用 料 ）

第 十 三 条 条 例 別 表 ３ 栃 木 県 グ リ ー ン ス タ ジ ア ム 使 第 十 三 条 条 例 別 表 ３ 栃 木 県 グ リ ー ン ス タ ジ ア ム 使

用 料 の 部 及 び 同 表 ８ 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 用 料 の 部

エ リ ア 使 用 料 の 部 に 規 定 す る 附 属 設 備 及 び 器 具 の に 規 定 す る 附 属 設 備 及 び 器 具 の

使 用 料 は 、 別 表 第 三 の と お り と す る 。 使 用 料 は 、 別 表 第 三 の と お り と す る 。

（ 使 用 料 の 納 付 ） （ 使 用 料 の 納 付 ）

第 十 四 条 栃 木 県 グ リ ー ン ス タ ジ ア ム の 許 可 利 用 者 第 十 四 条 栃 木 県 グ リ ー ン ス タ ジ ア ム の 許 可 利 用 者

及 び 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア の 利 用 者

は 、 第 五 条 第 三 項 の 利 用 許 可 書 又 は 第 六 条 第 二 項 は 、 第 五 条 第 三 項 の 利 用 許 可 書 又 は 第 六 条 第 二 項

の 利 用 変 更 許 可 書 の 交 付 を 受 け た と き は 、 知 事 が の 利 用 変 更 許 可 書 の 交 付 を 受 け た と き は 、 知 事 が

定 め る 納 期 限 ま で に 使 用 料 を 納 付 し な け れ ば な ら 定 め る 納 期 限 ま で に 使 用 料 を 納 付 し な け れ ば な ら

な い 。 な い 。

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係）

体育施設名 休館日 体育施設名 休館日

-
2

-

略 略

栃木県体育館分館略 栃木県体育館分館略

12月29日から翌年１月３

日まで（水泳場にあって

栃木県総合運動公園は４月１日から６月30日

北・中央エリアまで及び９月１日から３

月31日まで武道館に、

あっては年末年始）

備考略 備考略

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係）

体育
利用日区分

普通利用の専用利用の体育
利用日区分

普通利用の専用利用の

施設名 利用時間利用時間施設名 利用時間利用時間

略 略

栃木県 略 略 栃木県 略 略

体育館 体育館

分館 分館

午前８時30 午前８時30

分から午後分から午後

６時まで６時まで

（陸上競技（陸上競技

場トレ場トレ、 ー 、 ー

ニング室並ニング室並

びに陸上競びに陸上競

技場の会議技場の会議

室及びラウ室及びラウ

ンジにあっンジにあっ

ては午前８ては午前８

時30分から時30分から

午後９時ま午後９時ま

で武道館で武道館、 、

栃木県 並びに武道並びに武道

総合運 館の会議館の会議

動公園 室師範室室師範室、 、

北・ 及び控室に及び控室に

中央 あっては午あっては午

エリア 前９時から前９時から

午後９時ま午後９時ま

で合宿所で合宿所、 、

にあってはにあっては

午前０時か午前０時か

ら午後12時ら午後12時

まで（１月まで（１月
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略 略

栃木県体育館分館略 栃木県体育館分館略

12月29日から翌年１月３

日まで（水泳場にあって

栃木県総合運動公園は４月１日から６月30日

北・中央エリアまで及び９月１日から３

月31日まで武道館に、

あっては年末年始）

備考略 備考略

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係）

体育
利用日区分

普通利用の専用利用の体育
利用日区分

普通利用の専用利用の

施設名 利用時間利用時間施設名 利用時間利用時間

略 略

栃木県 略 略 栃木県 略 略

体育館 体育館

分館 分館

午前８時30 午前８時30

分から午後分から午後

６時まで６時まで

（陸上競技（陸上競技

場トレ場トレ、 ー 、 ー

ニング室並ニング室並

びに陸上競びに陸上競

技場の会議技場の会議

室及びラウ室及びラウ

ンジにあっンジにあっ

ては午前８ては午前８

時30分から時30分から

午後９時ま午後９時ま

で武道館で武道館、 、

栃木県 並びに武道並びに武道

総合運 館の会議館の会議

動公園 室師範室室師範室、 、

北・ 及び控室に及び控室に

中央 あっては午あっては午

エリア 前９時から前９時から

午後９時ま午後９時ま

で合宿所で合宿所、 、

にあってはにあっては

午前０時か午前０時か

ら午後12時ら午後12時

まで（１月まで（１月

-
3

-

４日にあっ４日にあっ

ては午後１ては午後１

時から午後時から午後

12時まで12時まで、 、

12月28日に12月28日に

あっては午あっては午

前０時から前０時から

午前10時ま午前10時ま

で） ） で） ）

別 表 第 三 を 次 の よ う に 改 め る 。

別表第３（第13条関係）

体育施設名附属設備及び器具名使用単位使用料

大型映像装置 １時間につき 5,540円

可搬型映像装置 １時間につき 640円

１／４灯１時間につき 16,700円

照

栃木県グリンスタジアム メイン
１／３灯１時間につき 18,000円

ー
明

グラウンド
１／２灯１時間につき 27,900円

設

全灯１時間につき 49,100円

備

サブグラウンド１時間につき 9,320円

午前８時30分から

正午までの時間１ 650円

回につき

正午から午後６時

までの時間１回に 840円

つき

陸上競技場

午前８時30分から

午後６時までの時1,460円

間１回につき

午後６時から午後

９時までの時間１ 420円

回につき

午前８時30分から

正午までの時間１ 650円

回につき
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４日にあっ４日にあっ

ては午後１ては午後１

時から午後時から午後

12時まで12時まで、 、

12月28日に12月28日に

あっては午あっては午

前０時から前０時から

午前10時ま午前10時ま

で） ） で） ）

別 表 第 三 を 次 の よ う に 改 め る 。

別表第３（第13条関係）

体育施設名附属設備及び器具名使用単位使用料

大型映像装置 １時間につき 5,540円

可搬型映像装置 １時間につき 640円

１／４灯１時間につき 16,700円

照

栃木県グリンスタジアム メイン
１／３灯１時間につき 18,000円

ー
明

グラウンド
１／２灯１時間につき 27,900円

設

全灯１時間につき 49,100円

備

サブグラウンド１時間につき 9,320円

午前８時30分から

正午までの時間１ 650円

回につき

正午から午後６時

までの時間１回に 840円

つき

陸上競技場

午前８時30分から

午後６時までの時1,460円

間１回につき

午後６時から午後

９時までの時間１ 420円

回につき

午前８時30分から

正午までの時間１ 650円

回につき

-
4

-

正午から午後６時

第２陸上競技場までの時間１回に 840円

つき

午前８時30分から

午後６時までの時1,460円

間１回につき

午前８時30分から

正午までの時間１ 650円

回につき

放 正午から午後６時

野球場（本球場） までの時間１回に 840円

つき

午前８時30分から

午後６時までの時1,460円

間１回につき

送

午前８時30分から

正午までの時間１ 650円

回につき

正午から午後６時

サッカ・ラグビ場までの時間１回に 840円ー ー

設 つき

午前８時30分から

午後６時までの時1,460円

間１回につき

備 午前８時30分から

午前10時までの時 280円

間１回につき

午前10時から正午

までの時間１回に 360円

つき

正午から午後２時

までの時間１回に 360円

つき

午後２時から午後

テニスコト４時までの時間１ 360円ー

回につき

午後４時から午後

５時までの時間１ 180円
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正午から午後６時

第２陸上競技場までの時間１回に 840円

つき

午前８時30分から

午後６時までの時1,460円

間１回につき

午前８時30分から

正午までの時間１ 650円

回につき

放 正午から午後６時

野球場（本球場） までの時間１回に 840円

つき

午前８時30分から

午後６時までの時1,460円

間１回につき

送

午前８時30分から

正午までの時間１ 650円

回につき

正午から午後６時

サッカ・ラグビ場までの時間１回に 840円ー ー

設 つき

午前８時30分から

午後６時までの時1,460円

間１回につき

備 午前８時30分から

午前10時までの時 280円

間１回につき

午前10時から正午

までの時間１回に 360円

つき

正午から午後２時

までの時間１回に 360円

つき

午後２時から午後

テニスコト４時までの時間１ 360円ー

回につき

午後４時から午後

５時までの時間１ 180円

-
5

-

回につき

午後５時から午後

６時までの時間１ 180円

栃木県総合運動公園 回につき

北・中央エリア

午前８時30分から

午後６時までの時1,460円

間１回につき

第１道場１日１回につき 5,610円

武道館
第２道場１日１回につき 1,020円

弓道場（近
１日１回につき 1,020円

的射場）

フ 第１道場１日１回につき 3,210円

ロ

ア
武道館

第２道場１日１回につき 2,000円

シ

ー 弓道場（近
１日１回につき 50円

ト 的射場）

大型映像装置１時間につき 5,540円

午前８時30分から

正午までの時間１2,710円

回につき

正午から午後６時

電光掲示板までの時間１回に2,930円

つき

午前８時30分から

午後６時までの時5,430円

間１回につき

移動式電光掲示板１時間につき 250円

１／５灯１時間につき 1,210円

１／４灯１時間につき 2,000円

１／３灯１時間につき 2,430円

陸上競技場

１／２灯１時間につき 3,990円

４／５灯１時間につき 6,380円
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回につき

午後５時から午後

６時までの時間１ 180円

栃木県総合運動公園 回につき

北・中央エリア

午前８時30分から

午後６時までの時1,460円

間１回につき

第１道場１日１回につき 5,610円

武道館
第２道場１日１回につき 1,020円

弓道場（近
１日１回につき 1,020円

的射場）

フ 第１道場１日１回につき 3,210円

ロ

ア
武道館

第２道場１日１回につき 2,000円

シ

ー 弓道場（近
１日１回につき 50円

ト 的射場）

大型映像装置１時間につき 5,540円

午前８時30分から

正午までの時間１2,710円

回につき

正午から午後６時

電光掲示板までの時間１回に2,930円

つき

午前８時30分から

午後６時までの時5,430円

間１回につき

移動式電光掲示板１時間につき 250円

１／５灯１時間につき 1,210円

１／４灯１時間につき 2,000円

１／３灯１時間につき 2,430円

陸上競技場

１／２灯１時間につき 3,990円

４／５灯１時間につき 6,380円

-
6

-

全灯１時間につき 7,480円

照

２／５灯１時間につき 6,820円

明
野球場

（本球場）

２／３灯１時間につき 7,940円

設

全灯１時間につき 12,200円

備

テニスコト１面１時間につき 410円ー

１／３灯１時間につき 100円

第１
武

道場
２／３灯１時間につき 200円

道 全灯１時間につき 310円

館第２道場１時間につき 200円

弓道場（近的射場） １時間につき 20円

冷 第１道場１時間につき 4,840円

房

設
武道館

備 第２道場１時間につき 1,410円

暖 第１道場１時間につき 5,550円

房

設
武道館

備 第２道場１時間につき 1,770円

備考

１やむを得ない理由により午後６時後に栃木県総合運動公園北・中央エリアの野球場（本球場）の

放送設備を利用する場合の使用料は当該午後６時後の利用時間１時間につき200円とする、 、 。

２やむを得ない理由により午後６時後に栃木県総合運動公園北・中央エリアのテニスコトの放送ー

設備を利用する場合の使用料は当該午後６時後の利用時間１時間につき270円とする、 、 。

３やむを得ない理由により午後６時後に栃木県総合運動公園北・中央エリアの野球場（本球場）の

電光掲示板を利用する場合の使用料は当該午後６時後の利用時間１時間につき730円とする、 、 。

別 記 様 式 第 一 号 に 次 の よ う に 加 え る 。
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全灯１時間につき 7,480円

照

２／５灯１時間につき 6,820円

明
野球場

（本球場）

２／３灯１時間につき 7,940円

設

全灯１時間につき 12,200円

備

テニスコト１面１時間につき 410円ー

１／３灯１時間につき 100円

第１
武

道場
２／３灯１時間につき 200円

道 全灯１時間につき 310円

館第２道場１時間につき 200円

弓道場（近的射場） １時間につき 20円

冷 第１道場１時間につき 4,840円

房

設
武道館

備 第２道場１時間につき 1,410円

暖 第１道場１時間につき 5,550円

房

設
武道館

備 第２道場１時間につき 1,770円

備考

１やむを得ない理由により午後６時後に栃木県総合運動公園北・中央エリアの野球場（本球場）の

放送設備を利用する場合の使用料は当該午後６時後の利用時間１時間につき200円とする、 、 。

２やむを得ない理由により午後６時後に栃木県総合運動公園北・中央エリアのテニスコトの放送ー

設備を利用する場合の使用料は当該午後６時後の利用時間１時間につき270円とする、 、 。

３やむを得ない理由により午後６時後に栃木県総合運動公園北・中央エリアの野球場（本球場）の

電光掲示板を利用する場合の使用料は当該午後６時後の利用時間１時間につき730円とする、 、 。

別 記 様 式 第 一 号 に 次 の よ う に 加 え る 。
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（その８）
利用許可申請書

年月日
指定管理者 様

申請者
住所
氏名
法人にあっては主たる、
事務所の所在地及び名称
並びに代表者の氏名
担当者
電話（ ）

次のとおり栃木県総合運動公園北・中央エリアの利用をしたいので申請します。

行事等の名称

利用目的

年月日（ 曜日）

午前 午前
時から 時まで計時間

午後 午後

利用日時利用施設名 利用時間
内

時から 時まで計時間
訳

時から 時まで計時間

Ａ陸上競技場Ｂ第２陸上競技場Ｃ野球場（本球場） Ｄ野球場Ａ
Ｅ野球場ＢＦ野球場ＣＧウォムアップ場Ｈサッカ・ラグビ場ー ー ー

運動施設Ｉ相撲場Ｊトレニング室Ｋテニスコトー ー
Ｌ武道館ａ第１道場全部の利用ｂ第１道場２／３の利用

ｃ第１道場１／３の利用ｄ第２道場全部の利用
ｅ弓道場（近的射場）

Ｍ会議室ａ陸上競技場会議室１ ｂ陸上競技場会議室２
ｃ陸上競技場会議室３ ｄ陸上競技場会議室４
ｅ陸上競技場会議室５ ｆ陸上競技場会議室６
ｇ陸上競技場会議室７ ｈ陸上競技場会議室８

会議室、
ｉ陸上競技場会議室９ ｊ陸上競技場会議室10

ラウンジ、
ｋ第２陸上競技場会議室 ｌ野球場（本球場）会議室

師範室
ｍサッカ・ラグビ場会議室ｎテニスコト会議室ー ー ー

及び控室
ｏ武道館会議室１ ｐ武道館会議室２
ｑ武道館会議室３ ｒ武道館会議室４

Ｎラウンジａラウンジ１ｂラウンジ２ｃラウンジ３

利
ｄラウンジ４ｅラウンジ５ｆマロニエラウンジ

Ｏ師範室（ａ師範室１ｂ師範室２）

用
Ｐ控室（ａ控室ｂ役員控室）

施
Ｑ放送設備ａ陸上競技場 ｂ第２陸上競技場

ｃ野球場（本球場） ｄサッカ・ラグビ場ー ー

設
ｅテニスコトｆ武道館第１道場ー
ｇ武道館第２道場ｈ武道館弓道場（近的射場）

Ｒフロアシトａ武道館第１道場ｂ武道館第２道場ー
ｃ武道館弓道場（近的射場）

Ｓ大型映像装置Ｔ電光掲示板Ｕ移動式電光掲示板
Ｖ照明設備ａ陸上競技場１／５灯ｂ陸上競技場１／４灯

附属設備
ｃ陸上競技場１／３灯ｄ陸上競技場１／２灯

及び器具
ｅ陸上競技場４／５灯ｆ陸上競技場全灯
ｇ野球場（本球場）２／５灯
ｈ野球場（本球場）２／３灯
ｉ野球場（本球場）全灯ｊテニスコトー
ｋ武道館第１道場１／３灯ｌ武道館第１道場２／３灯
ｍ武道館第１道場全灯ｎ武道館第２道場
ｏ武道館弓道場（近的射場）

Ｗ冷房設備（ａ武道館第１道場ｂ武道館第２道場）

Ｘ暖房設備（ａ武道館第１道場ｂ武道館第２道場）

その他

ａ入場料を徴収しない場合
Ａアマチュアスポツー
に利用する場合ｂ入場料を徴収する場合

（入場料最高額 円）

利用区分
ａ入場料を徴収しない場合

Ｂアマチュアスポツー
以外に利用する場合ｂ入場料を徴収する場合

（入場料最高額 円）

利用者区分Ａ高校生等以下Ｂその他の者

内競技者 人
入場予定人員総人員 人 観覧者 人

訳その他の者 人

備考
１利用施設利用区分及び利用者区分の欄は該当する記号に〇を付けること、 、 。
２利用施設により利用時間が異なる場合は利用日時の内訳の欄にその内容を記入すること、 。
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（その９）
利用許可申請書

年月日

指定管理者 様

申請者
住所

氏名

法人にあっては主たる、

事務所の所在地及び名称

並びに代表者の氏名

担当者

電話（ ）

次のとおり栃木県総合運動公園北・中央エリア（合宿所）の利用をしたいので申請します。

行事等の名称

利用目的

年 月 日到着 時分

利用日時 泊日

年 月 日退所 時分

利用区分県内に居住する者が利用する場合県外に居住する者が利用する場合

利用者区分高校生等以下その他の者高校生等以下その他の者

男 人男 人男 人男 人

宿泊人員女 人女 人女 人女 人

計 人計 人計 人計 人

利用中の責任者
市 氏名

の住所及び氏名
住所 県 町 町 番地

村



（20） 栃 木 県 公 報 号外第25号令和２（2020）年３月31日　火曜日

-
7

-

別 記 様 式 第 二 号 に 次 の よ う に 加 え る 。
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（その８）

利用許可書
第 号
年月日

様

指定管理者 印

年月日付けで申請のあった栃木県総合運動公園北・中央エリアの利用を次のとおり許
可します。

行事等の名称

利用目的

年月日（ 曜日）

午前 午前
時から 時まで計時間

午後 午後

利用日時利用施設名 利用時間
内

時から 時まで計時間
訳

時から 時まで計時間

Ａ陸上競技場Ｂ第２陸上競技場Ｃ野球場（本球場） Ｄ野球場Ａ
Ｅ野球場ＢＦ野球場ＣＧウォムアップ場Ｈサッカ・ラグビ場ー ー ー

運動施設
Ｉ相撲場Ｊトレニング室Ｋテニスコトー ー
Ｌ武道館ａ第１道場全部の利用ｂ第１道場２／３の利用

ｃ第１道場１／３の利用ｄ第２道場全部の利用
ｅ弓道場（近的射場）

Ｍ会議室ａ陸上競技場会議室１ ｂ陸上競技場会議室２
ｃ陸上競技場会議室３ ｄ陸上競技場会議室４
ｅ陸上競技場会議室５ ｆ陸上競技場会議室６
ｇ陸上競技場会議室７ ｈ陸上競技場会議室８

会議室、
ｉ陸上競技場会議室９ ｊ陸上競技場会議室10

ラウンジ、
ｋ第２陸上競技場会議室 ｌ野球場（本球場）会議室

師範室
ｍサッカ・ラグビ場会議室ｎテニスコト会議室ー ー ー

及び控室
ｏ武道館会議室１ ｐ武道館会議室２
ｑ武道館会議室３ ｒ武道館会議室４

Ｎラウンジａラウンジ１ｂラウンジ２ｃラウンジ３

利
ｄラウンジ４ｅラウンジ５ｆマロニエラウンジ

Ｏ師範室（ａ師範室１ｂ師範室２）

用
Ｐ控室（ａ控室ｂ役員控室）

施
Ｑ放送設備ａ陸上競技場 ｂ第２陸上競技場

ｃ野球場（本球場） ｄサッカ・ラグビ場ー ー

設
ｅテニスコトｆ武道館第１道場ー
ｇ武道館第２道場ｈ武道館弓道場（近的射場）

Ｒフロアシトａ武道館第１道場ｂ武道館第２道場ー
ｃ武道館弓道場（近的射場）

Ｓ大型映像装置Ｔ電光掲示板Ｕ移動式電光掲示板
Ｖ照明設備ａ陸上競技場１／５灯ｂ陸上競技場１／４灯

附属設備
ｃ陸上競技場１／３灯ｄ陸上競技場１／２灯

及び器具
ｅ陸上競技場４／５灯ｆ陸上競技場全灯
ｇ野球場（本球場）２／５灯
ｈ野球場（本球場）２／３灯
ｉ野球場（本球場）全灯ｊテニスコトー
ｋ武道館第１道場１／３灯ｌ武道館第１道場２／３灯
ｍ武道館第１道場全灯ｎ武道館第２道場
ｏ武道館弓道場（近的射場）

Ｗ冷房設備（ａ武道館第１道場ｂ武道館第２道場）

Ｘ暖房設備（ａ武道館第１道場ｂ武道館第２道場）

その他

使用料 円納付期限年月日

許可の条件

１栃木県体育施設設置管理及び使用料条例及び栃木県体育施設設置管理及び、 、

利用上の注意
使用料条例施行規則を遵守すること。

２利用の方法については事前に十分打合せをすること、 。
３利用当日は本許可書を提示すること、 。
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（その９）

利用許可書

第 号

年月日

様

指定管理者 印

年月日付けで申請のあった栃木県総合運動公園北・中央エリア（合宿所）の利用を次

のとおり許可します。

行事等の名称

利用目的

年 月 日到着 時分

利用日時 泊日

年 月 日退所 時分

利用区分県内に居住する者が利用する場合県外に居住する者が利用する場合

利用者区分高校生等以下その他の者高校生等以下その他の者

男 人男 人男 人男 人

宿泊人員女 人女 人女 人女 人

計 人計 人計 人計 人

使用料 円納付期限年月日

許可の条件

１栃木県体育施設設置管理及び使用料条例及び栃木県体育施設設置管理及び、 、

利用上の注意
使用料条例施行規則を遵守すること。

２利用の方法については事前に十分打合せをすること、 。

３利用当日は本許可書を提示すること、 。
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附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 栃 木 県 都 市 公 園 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

２ 栃 木 県 都 市 公 園 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 九 年 栃 木 県 規 則 第 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 有 料 公 園 施 設 の 利 用 の 許 可 の 申 請 書 ） （ 有 料 公 園 施 設 の 利 用 の 許 可 等 の 申 請 書 ）

第 六 条 条 例 第 七 条 第 三 項 に 規 定 す る 申 請 書 の 名 称 第 六 条 条 例 第 七 条 第 三 項 に 規 定 す る 申 請 書 の 名 称

及 び 様 式 は 次 の 表 に 掲 げ る と お り と す る 。 及 び 様 式 は 次 の 表 に 掲 げ る と お り と す る 。

申 請 書 の 名 称 様 式 申 請 書 の 名 称 様 式

有 料 公 園 施 設 利 用 許 可 申 請 書 略 有 料 公 園 施 設 利 用 （ 使 用 ） 許 略

可 申 請 書

有 料 公 園 施 設 （ 合 宿 所 ） 使 用 様 式 第 九 号

許 可 申 請 書

有 料 公 園 施 設 （ オ ー ト キ ャ ン 様 式 第 九 号 有 料 公 園 施 設 （ オ ー ト キ ャ ン 様 式 第 九 号 の 二

プ 場 ） 利 用 許 可 申 請 書 プ 場 ） 利 用 許 可 申 請 書

（ 許 可 証 の 交 付 ） （ 許 可 証 の 交 付 ）

第 八 条 略 第 八 条 略

２ 指 定 管 理 者 は 、 条 例 第 七 条 第 三 項 本 文 の 規 定 に ２ 指 定 管 理 者 は 、 条 例 第 七 条 第 三 項 本 文 の 規 定 に

よ り 、 有 料 公 園 施 設 の 利 用 の 許 可 を 受 け た 者 に 対 よ り 、 有 料 公 園 施 設 の 利 用 の 許 可 を 受 け た 者 に 対

し 有 料 公 園 施 設 利 用 許 可 証 （ 様 式 第 十 四 し 有 料 公 園 施 設 利 用 （ 使 用 ） 許 可 証 （ 様 式 第 十 四

号 ） 号 ） 、 有 料 公 園 施 設 （ 合 宿 所 ） 使 用 許 可 証 （ 様 式

又 は 有 料 公 園 施 設 （ オ ー ト キ ャ ン プ 第 十 五 号 ） 又 は 有 料 公 園 施 設 （ オ ー ト キ ャ ン プ

場 ） 利 用 許 可 証 （ 様 式 第 十 五 号 ） を 交 付 す る 場 ） 利 用 許 可 証 （ 様 式 第 十 五 号 の 二 ） を 交 付 す る

も の と し 、 同 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 個 人 で も の と し 、 同 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 個 人 で 陸 上

競 技 場 、 水 泳 場 、 相 撲 場 、 ト レ ー ニ ン グ セ ン

運 動 広 場 を 利 用 し よ う と す タ ー 、 武 道 館 若 し く は 運 動 広 場 を 利 用 し よ う と す

る 者 又 は フ ィ ー ル ド ア ス レ チ ッ ク 施 設 、 一 万 人 る 者 又 は フ ィ ー ル ド ア ス レ チ ッ ク 施 設 、 一 万 人

プ ー ル 、 水 上 ア ス レ チ ッ ク 施 設 、 ロ ー ラ ー ス ケ ー プ ー ル 、 水 上 ア ス レ チ ッ ク 施 設 、 ロ ー ラ ー ス ケ ー

ト 場 、 ハ ン グ ・ パ ラ グ ラ イ ダ ー 場 （ 附 属 設 備 を 含 ト 場 、 ハ ン グ ・ パ ラ グ ラ イ ダ ー 場 （ 附 属 設 備 を 含

む 。 ） 、 パ ー ク ゴ ル フ 場 、 グ ラ ウ ン ド ゴ ル フ 場 、 む 。 ） 、 パ ー ク ゴ ル フ 場 、 グ ラ ウ ン ド ゴ ル フ 場 、

デ ィ ス ク ゴ ル フ 場 、 遊 戯 施 設 、 教 養 施 設 、 展 望 施 デ ィ ス ク ゴ ル フ 場 、 遊 戯 施 設 、 教 養 施 設 、 展 望 施

設 、 園 内 移 動 用 施 設 若 し く は 駐 車 場 を 利 用 し よ う 設 、 園 内 移 動 用 施 設 若 し く は 駐 車 場 を 利 用 し よ う

と す る 者 に 対 し て は 、 利 用 券 を 交 付 す る も の と す と す る 者 に 対 し て は 、 利 用 券 を 交 付 す る も の と す

る 。 る 。

（ 使 用 料 の 減 免 手 続 ） （ 使 用 料 の 減 免 手 続 ）

第 十 二 条 条 例 第 十 三 条 の 規 定 に よ り 使 用 料 の 減 免 第 十 二 条 条 例 第 十 三 条 の 規 定 に よ り 使 用 料 の 減 免

を 受 け よ う と す る 者 は 、 使 用 料 減 免 申 請 書 （ 様 式 を 受 け よ う と す る 者 は 、 使 用 料 減 免 申 請 書 （ 様 式

第 二 十 一 号 ） を 知 事 又 は 所 長 に 提 出 し な け れ ば な 第 二 十 一 号 ） を 所 長 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。 ら な い 。
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（ 使 用 料 の 還 付 手 続 ） （ 使 用 料 の 還 付 手 続 ）

第 十 三 条 条 例 第 十 四 条 の 規 定 に よ り 使 用 料 の 還 付 第 十 三 条 条 例 第 十 四 条 の 規 定 に よ り 使 用 料 の 還 付

を 受 け よ う と す る 者 は 、 還 付 の 理 由 が 生 じ た 日 か を 受 け よ う と す る 者 は 、 還 付 の 理 由 が 生 じ た 日 か

ら 起 算 し て 十 四 日 以 内 に 使 用 料 還 付 申 請 書 （ 様 式 ら 起 算 し て 十 四 日 以 内 に 使 用 料 還 付 申 請 書 （ 様 式

第 二 十 二 号 ） を 知 事 又 は 所 長 に 提 出 し な け れ ば な 第 二 十 二 号 ） を 所 長 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。 ら な い 。

（ 遵 守 事 項 ） （ 遵 守 事 項 ）

第 十 四 条 都 市 公 園 の 利 用 者 は 、 知 事 、 所 長 及 び 指 第 十 四 条 都 市 公 園 の 利 用 者 は 、 所 長 及 び 指

定 管 理 者 の 定 め る 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な ら な 定 管 理 者 の 定 め る 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な ら な

い 。 い 。

（ 申 請 書 等 の 提 出 部 数 ） （ 申 請 書 等 の 提 出 部 数 ）

第 十 五 条 第 十 五 条 第 四 条 及 び 第 五 条 に 規 定 す る 申 請 書 で あ

第 九 条 に 規 定 つ て 知 事 に 対 し て 申 請 す る も の 又 は 第 九 条 に 規 定

す る 届 出 の 提 出 部 数 は 正 本 一 通 副 本 一 通 と し 、 他 す る 届 出 の 提 出 部 数 は 正 本 一 通 副 本 一 通 と し 、 他

の 申 請 書 又 は 届 出 に 係 る 提 出 部 数 は 正 本 一 通 と す の 申 請 書 又 は 届 出 に 係 る 提 出 部 数 は 正 本 一 通 と す

る 。 る 。
（ 申 請 書 等 の 経 由 ）

第 十 六 条 法 、 条 例 及 び こ の 規 則 の 規 定 に よ り 知 事

に 提 出 す る 申 請 書 又 は 届 出 は 、 所 長 を 経 由 し な け

れ ば な ら な い 。

別表第１（第10条関係） 別表第１（第10条関係）

施設名供用日供用時間施設名供用日供用時間

１栃木県総合１月４日から午前８時30分

運動公園の有12月28日までから午後６時

料公園施設 まで

（水泳場ト、

レニングセー

ンタ武道ー、

館及び合宿所

を除く)。

２水泳場７月１日から午前８時30分

８月31日までから午後６時

まで

３トレニン１月４日から午前８時30分ー

グセンタ12月28日までから午後９時ー

まで

４武道館１月５日から午前９時から

12月27日まで午後９時まで

５合宿所１月４日から午前零時から
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12月28日まで午後12時まで

（１月４日に

あつては午後

１時から午後

12時まで12、

月28日にあつ

ては午前零時

から午前10時

まで）

１21 略 ６26 略～ ～

様 式 第 三 号 か ら 様 式 第 七 号 ま で の 規 定 中 「 所長様」 を
「栃木県知事

様に 改 め る 。

所長」

様 式 第 八 号 中 「有料公園施設利用（使用）許可申請書」 を 「有料公園施設利用許可申請書」 に 、

「

「利用（使用）の許可」 を 「利用の許可」 に 、

使用料

を 「利用料金」 に 改 め る 。

利用料金

」

様 式 第 九 号 を 削 り 、 様 式 第 九 号 の 二 を 様 式 第 九 号 と す る 。

様 式 第 十 一 号 か ら 様 式 第 十 三 号 ま で の 規 定 中

「所長 印」 を
「知事

印に 改 め る 。

所長 」

様 式 第 十 四 号 中 「有料公園施設利用（使用）許可書」 を 「有料公園施設利用許可書」 に 、 「利用

「

（使用）を」 を 「利用を」 に 、

使用料

を 「利用料金」 に 改 め る 。

利用料金

」

様 式 第 十 五 号 を 削 り 、 様 式 第 十 五 号 の 二 を 様 式 第 十 五 号 と す る 。

様 式 第 二 十 号 か ら 様 式 第 二 十 二 号 ま で の 規 定 中 「 所長様」 を
「栃木県知事

様に 改 め る 。
所長」

（ 栃 木 県 都 市 公 園 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

３ こ の 規 則 の 施 行 前 に 前 項 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 栃 木 県 都 市 公 園 条 例 施 行 規 則 の 規 定 に よ り 調 製 さ れ た 諸 用

紙 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 残 存 す る も の に 限 り 、 当 分 の 間 、 所 要 の 補 正 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。

（ 教 育 委 員 会 事 務 局 ス ポ ー ツ 振 興 課 ）

-
1

-

○栃木県教育委員会事務局組織規程の一部改正

栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 一 号

栃 木 県 教 育 委 員 会 事 務 局 組 織 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 教 育 委 員 会 教 育 長 荒 川 政 利

栃 木 県 教 育 委 員 会 事 務 局 組 織 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 教 育 委 員 会 事 務 局 組 織 規 程 （ 昭 和 三 十 三 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 課 、 室 及 び 担 当 ） （ 課 、 室 及 び 担 当 ）

第 二 条 本 局 に 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 課 及 び 室 第 二 条 本 局 に 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 課 及 び 室

（ 以 下 「 課 及 び 室 」 と い う 。 ） を 置 き 、 課 及 び 室 （ 以 下 「 課 及 び 室 」 と い う 。 ） を 置 き 、 課 及 び 室

の 下 に そ れ ぞ れ 下 欄 に 掲 げ る 担 当 を 置 く 。 の 下 に そ れ ぞ れ 下 欄 に 掲 げ る 担 当 を 置 く 。

課 室 名 担 当 名 課 室 名 担 当 名

略 略

ス ポ ー ツ 振 興 課 総 務 担 当 、 ス ポ ー ツ 施 設 担 ス ポ ー ツ 振 興 課 総 務 担 当 、 施 設 整 備 担 当

当 、 生 涯 ス ポ ー ツ 担 当 、 生 涯 ス ポ ー ツ 担 当

略 略

２ 略 ２ 略

（ 施 設 課 の 分 掌 事 務 ） （ 施 設 課 の 分 掌 事 務 ）

第 四 条 施 設 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 第 四 条 施 設 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。

一 略 一 略

二 県 立 学 校 の 予 算 に 関 す る こ と （ 高 校 教 育 課 の 二 県 立 学 校 の 予 算 に 関 す る こ と （ 学 校 教 育 課 の

所 掌 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。 所 掌 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。

三 ・ 四 略 三 ・ 四 略

（ ス ポ ー ツ 振 興 課 の 分 掌 事 務 ） （ ス ポ ー ツ 振 興 課 の 分 掌 事 務 ）

第 十 条 ス ポ ー ツ 振 興 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り 第 十 条 ス ポ ー ツ 振 興 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り

と す る 。 と す る 。

一 ～ 十 二 略 一 ～ 十 二 略

十 三 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア に 関 す

る こ と 。

十 四 略 十 三 略

十 五 と ち ぎ ス ポ ー ツ 医 科 学 セ ン タ ー に 関 す る こ

と 。

十 六 ・ 十 七 略 十 四 ・ 十 五 略

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

証 証
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○栃木県教育委員会事務局組織規程の一部改正

栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 一 号

栃 木 県 教 育 委 員 会 事 務 局 組 織 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 教 育 委 員 会 教 育 長 荒 川 政 利

栃 木 県 教 育 委 員 会 事 務 局 組 織 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 教 育 委 員 会 事 務 局 組 織 規 程 （ 昭 和 三 十 三 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 課 、 室 及 び 担 当 ） （ 課 、 室 及 び 担 当 ）

第 二 条 本 局 に 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 課 及 び 室 第 二 条 本 局 に 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 課 及 び 室

（ 以 下 「 課 及 び 室 」 と い う 。 ） を 置 き 、 課 及 び 室 （ 以 下 「 課 及 び 室 」 と い う 。 ） を 置 き 、 課 及 び 室

の 下 に そ れ ぞ れ 下 欄 に 掲 げ る 担 当 を 置 く 。 の 下 に そ れ ぞ れ 下 欄 に 掲 げ る 担 当 を 置 く 。

課 室 名 担 当 名 課 室 名 担 当 名

略 略

ス ポ ー ツ 振 興 課 総 務 担 当 、 ス ポ ー ツ 施 設 担 ス ポ ー ツ 振 興 課 総 務 担 当 、 施 設 整 備 担 当

当 、 生 涯 ス ポ ー ツ 担 当 、 生 涯 ス ポ ー ツ 担 当

略 略

２ 略 ２ 略

（ 施 設 課 の 分 掌 事 務 ） （ 施 設 課 の 分 掌 事 務 ）

第 四 条 施 設 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。 第 四 条 施 設 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。

一 略 一 略

二 県 立 学 校 の 予 算 に 関 す る こ と （ 高 校 教 育 課 の 二 県 立 学 校 の 予 算 に 関 す る こ と （ 学 校 教 育 課 の

所 掌 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。 所 掌 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。

三 ・ 四 略 三 ・ 四 略

（ ス ポ ー ツ 振 興 課 の 分 掌 事 務 ） （ ス ポ ー ツ 振 興 課 の 分 掌 事 務 ）

第 十 条 ス ポ ー ツ 振 興 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り 第 十 条 ス ポ ー ツ 振 興 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り

と す る 。 と す る 。

一 ～ 十 二 略 一 ～ 十 二 略

十 三 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア に 関 す

る こ と 。

十 四 略 十 三 略

十 五 と ち ぎ ス ポ ー ツ 医 科 学 セ ン タ ー に 関 す る こ

と 。

十 六 ・ 十 七 略 十 四 ・ 十 五 略

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

-
1

-

○栃木県公立学校職員の初任給昇格昇給等の基準に関する規則の一部改正、 、

栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 二 号

栃 木 県 公 立 学 校 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め

る 。
令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 教 育 委 員 会 教 育 長 荒 川 政 利

栃 木 県 公 立 学 校 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 公 立 学 校 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 七

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別表第５（第５条関係） 別表第５（第５条関係）

学歴免許等資格区分表 学歴免許等資格区分表

学歴免許等の資格区分 学歴免許等の資格区分

学歴免許等の資格 学歴免許等の資格

基準学歴区分学歴区分 基準学歴区分学歴区分

略 略

２短大卒一短大⑴学校教育法によ２短大卒一短大⑴学校教育法によ

３卒る３年制の短期大 ３卒る３年制の短期大

学の卒業又は専門 学の卒業

職大学の修業年限

３年の前期課程の

修了

⑵⑷略 ⑵⑷略～ ～

二短大⑴学校教育法によ 二短大⑴学校教育法によ

２卒る２年制の短期大 ２卒る２年制の短期大

学の卒業又は専門 学の卒業

職大学の修業年限

２年の前期課程の

修了

⑵⑹略 ⑵⑹略～ ～

略 略 略 略

略 略

備考略 備考略

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。



（27）栃 木 県 公 報 号外第25号令和２（2020）年３月31日　火曜日

-
1

-

○栃木県公立学校職員の初任給昇格昇給等の基準に関する規則の一部改正、 、

栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 二 号

栃 木 県 公 立 学 校 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め

る 。
令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 教 育 委 員 会 教 育 長 荒 川 政 利

栃 木 県 公 立 学 校 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 公 立 学 校 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 七

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別表第５（第５条関係） 別表第５（第５条関係）

学歴免許等資格区分表 学歴免許等資格区分表

学歴免許等の資格区分 学歴免許等の資格区分

学歴免許等の資格 学歴免許等の資格

基準学歴区分学歴区分 基準学歴区分学歴区分

略 略

２短大卒一短大⑴学校教育法によ２短大卒一短大⑴学校教育法によ

３卒る３年制の短期大 ３卒る３年制の短期大

学の卒業又は専門 学の卒業

職大学の修業年限

３年の前期課程の

修了

⑵⑷略 ⑵⑷略～ ～

二短大⑴学校教育法によ 二短大⑴学校教育法によ

２卒る２年制の短期大 ２卒る２年制の短期大

学の卒業又は専門 学の卒業

職大学の修業年限

２年の前期課程の

修了

⑵⑹略 ⑵⑹略～ ～

略 略 略 略

略 略

備考略 備考略

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

-
1

-

○栃木県公立学校職員の寒冷地手当の支給の特例に関する規則の一部改正

栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 三 号

栃 木 県 公 立 学 校 職 員 の 寒 冷 地 手 当 の 支 給 の 特 例 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 教 育 委 員 会 教 育 長 荒 川 政 利

栃 木 県 公 立 学 校 職 員 の 寒 冷 地 手 当 の 支 給 の 特 例 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 公 立 学 校 職 員 の 寒 冷 地 手 当 の 支 給 の 特 例 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 五 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 二

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別表 別表

学 校 所在地 学 校 所在地

略 略

日光市立野口小学校日光市野口900

日光市立中宮祠小学校日光市中宮祠2478 日光市立中宮祠小学校日光市中宮祠2478

日光市立所野小学校日光市所野820

略 略

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。



（28） 栃 木 県 公 報 号外第25号令和２（2020）年３月31日　火曜日

-
1

-

○栃木県公立学校職員の寒冷地手当の支給の特例に関する規則の一部改正

栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 三 号

栃 木 県 公 立 学 校 職 員 の 寒 冷 地 手 当 の 支 給 の 特 例 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 教 育 委 員 会 教 育 長 荒 川 政 利

栃 木 県 公 立 学 校 職 員 の 寒 冷 地 手 当 の 支 給 の 特 例 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 公 立 学 校 職 員 の 寒 冷 地 手 当 の 支 給 の 特 例 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 五 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 二

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別表 別表

学 校 所在地 学 校 所在地

略 略

日光市立野口小学校日光市野口900

日光市立中宮祠小学校日光市中宮祠2478 日光市立中宮祠小学校日光市中宮祠2478

日光市立所野小学校日光市所野820

略 略

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

-
1

-

○教育職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正

栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 四 号

教 育 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 教 育 委 員 会 教 育 長 荒 川 政 利

教 育 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

教 育 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 （ 第 四 条 関 係 ） 別 表 （ 第 四 条 関 係 ）

給 料 表 職 員 加 算 割 合 給 料 表 職 員 加 算 割 合

略 略 略 略

略

百 分 の 十

略

百 分 の 十

（ 教 育 委 員

職 務 の 級 二 級 の 職 員 （ 百

会 が 人 事 委

職 務 の 級 二 級 の 職 員 （ 百

八 号 給 以 上 の 号 給 を 受

員 会 と 協 議

十 三 号 給 以 上 の 号 給 を 受

け て い る 職 員 並 び に 主 任

し て 別 に 定

け て い る 職 員 並 び に 主 任

実 習 助 手 及 び 主 任 寄 宿 舎

め る 職 員 に

実 習 助 手 及 び 主 任 寄 宿 舎

指 導 員 （ 二 級 在 級 二 年 以

あ っ て は 百

指 導 員 （ 二 級 在 級 二 年 以

上 の 職 員 に 限 る 。 ） に 限

分 の 五 ）

上 の 職 員 に 限 る 。 ） に 限

教 育 職

る 。 ）

教 育 職

る 。 ）

給 料 表 給 料 表

㈠

職 務 の 級 二 級 の 職 員 （ 三 略

㈠

職 務 の 級 二 級 の 職 員 （ 四 略

十 九 号 給 以 上 百 八 号 給 十 一 号 給 以 上 百 十 三 号 給

未 満 の 号 給 を 受 け て い る 未 満 の 号 給 を 受 け て い る

職 員 で あ っ て 、 か つ 、 本 職 員 で あ っ て 、 か つ 、 本

県 に お い て 教 育 職 員 （ 期 県 に お い て 教 育 職 員 （ 期

限 付 採 用 の 職 員 を 除 限 付 採 用 の 職 員 を 除

く 。 ） と し て 在 職 期 間 四 く 。 ） と し て 在 職 期 間 四

年 以 上 の 職 員 に 限 る 。 ） 年 以 上 の 職 員 に 限 る 。 ）

職 務 の 級 一 級 の 職 員 （ 九 職 務 の 級 一 級 の 職 員 （ 九

十 五 号 給 以 上 の 号 給 を 受 十 七 号 給 以 上 の 号 給 を 受

け て い る 職 員 に 限 る 。 ） け て い る 職 員 に 限 る 。 ）

略 略 略 略

略 百 分 の 十 略 百 分 の 十

（ 教 育 委 員

職 務 の 級 二 級 の 職 員 （ 百 会 が 人 事 委 職 務 の 級 二 級 の 職 員 （ 百

二 十 四 号 給 以 上 の 号 給 を 員 会 と 協 議 二 十 五 号 給 以 上 の 号 給 を

受 け て い る 職 員 に 限 し て 別 に 定 受 け て い る 職 員 に 限

る 。 ） め る 職 員 に る 。 ）



（29）栃 木 県 公 報 号外第25号令和２（2020）年３月31日　火曜日

-
1

-

○教育職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正

栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 四 号

教 育 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 教 育 委 員 会 教 育 長 荒 川 政 利

教 育 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

教 育 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 （ 第 四 条 関 係 ） 別 表 （ 第 四 条 関 係 ）

給 料 表 職 員 加 算 割 合 給 料 表 職 員 加 算 割 合

略 略 略 略

略

百 分 の 十

略

百 分 の 十

（ 教 育 委 員

職 務 の 級 二 級 の 職 員 （ 百

会 が 人 事 委

職 務 の 級 二 級 の 職 員 （ 百

八 号 給 以 上 の 号 給 を 受

員 会 と 協 議

十 三 号 給 以 上 の 号 給 を 受

け て い る 職 員 並 び に 主 任

し て 別 に 定

け て い る 職 員 並 び に 主 任

実 習 助 手 及 び 主 任 寄 宿 舎

め る 職 員 に

実 習 助 手 及 び 主 任 寄 宿 舎

指 導 員 （ 二 級 在 級 二 年 以

あ っ て は 百

指 導 員 （ 二 級 在 級 二 年 以

上 の 職 員 に 限 る 。 ） に 限

分 の 五 ）

上 の 職 員 に 限 る 。 ） に 限

教 育 職

る 。 ）

教 育 職

る 。 ）

給 料 表 給 料 表

㈠

職 務 の 級 二 級 の 職 員 （ 三 略

㈠

職 務 の 級 二 級 の 職 員 （ 四 略

十 九 号 給 以 上 百 八 号 給 十 一 号 給 以 上 百 十 三 号 給

未 満 の 号 給 を 受 け て い る 未 満 の 号 給 を 受 け て い る

職 員 で あ っ て 、 か つ 、 本 職 員 で あ っ て 、 か つ 、 本

県 に お い て 教 育 職 員 （ 期 県 に お い て 教 育 職 員 （ 期

限 付 採 用 の 職 員 を 除 限 付 採 用 の 職 員 を 除

く 。 ） と し て 在 職 期 間 四 く 。 ） と し て 在 職 期 間 四

年 以 上 の 職 員 に 限 る 。 ） 年 以 上 の 職 員 に 限 る 。 ）

職 務 の 級 一 級 の 職 員 （ 九 職 務 の 級 一 級 の 職 員 （ 九

十 五 号 給 以 上 の 号 給 を 受 十 七 号 給 以 上 の 号 給 を 受

け て い る 職 員 に 限 る 。 ） け て い る 職 員 に 限 る 。 ）

略 略 略 略

略 百 分 の 十 略 百 分 の 十

（ 教 育 委 員

職 務 の 級 二 級 の 職 員 （ 百 会 が 人 事 委 職 務 の 級 二 級 の 職 員 （ 百

二 十 四 号 給 以 上 の 号 給 を 員 会 と 協 議 二 十 五 号 給 以 上 の 号 給 を

受 け て い る 職 員 に 限 し て 別 に 定 受 け て い る 職 員 に 限

る 。 ） め る 職 員 に る 。 ）

-
2

-

教 育 職 あ っ て は 百 教 育 職

給 料 表 分 の 五 ） 給 料 表

㈡ ㈡

職 務 の 級 二 級 の 職 員 （ 五 略 職 務 の 級 二 級 の 職 員 （ 五 略

十 一 号 給 以 上 百 二 十 四 号 十 三 号 給 以 上 百 二 十 五 号

給 未 満 の 号 給 を 受 け て い 給 未 満 の 号 給 を 受 け て い

る 職 員 で あ っ て 、 か つ 、 る 職 員 で あ っ て 、 か つ 、

本 県 に お い て 教 育 職 員 本 県 に お い て 教 育 職 員

（ 期 限 付 採 用 の 職 員 を 除 （ 期 限 付 採 用 の 職 員 を 除

く 。 ） と し て 在 職 期 間 四 く 。 ） と し て 在 職 期 間 四

年 以 上 の 職 員 に 限 る 。 ） 年 以 上 の 職 員 に 限 る 。 ）

略 略

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

-
1

-

○ 会 計 年 度 任 用 学 校 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 規 則 の 制 定

栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 五 号

会 計 年 度 任 用 学 校 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 教 育 委 員 会 教 育 長 荒 川 政 利

会 計 年 度 任 用 学 校 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 会 計 年 度 任 用 学 校 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 （ 令 和 元 年 栃 木 県 条 例 第 十 号 。

以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、 会 計 年 度 任 用 学 校 職 員 の 給 与 の 額 並 び に 給 与 及 び 費 用 弁 償 の 支 給

方 法 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 月 額 に よ り 定 め る 報 酬 の 額 ）

第 二 条 条 例 第 三 条 第 二 項 の 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 は 、 採 用 に 係 る 第 一 号 職 員 （ 条 例 第 二 条 第 二 項 に 規 定

す る 第 一 号 職 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 職 務 の 複 雑 、 困 難 及 び 責 任 の 度 を 考 慮 し て こ れ と 同 一 又 は 類 似 の 職

務 に 従 事 す る 職 員 （ 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 一 号 。 以 下 「 給 与 条 例 」 と い

う 。 ） 第 五 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 行 政 職 給 料 表 （ 以 下 「 行 政 職 給 料 表 」 と い う 。 ） の 適 用 を 受 け る 職 員 で

そ の 職 務 の 級 が 一 級 で あ る も の を い う 。 ） （ 以 下 「 職 務 同 一 等 職 員 」 と い う 。 ） に 適 用 さ れ る 行 政 職 給 料 表

に 定 め る 号 給 の 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 を 基 礎 と し て 、 当 該 第 一 号 職 員 の 通 常 の 勤 務 時 間 に 応 じ て 教 育 委 員 会

が 定 め る 額 と す る 。

（ 日 額 又 は 時 間 額 に よ り 定 め る 報 酬 の 額 等 ）

第 三 条 条 例 第 三 条 第 三 項 の 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 は 、 職 務 同 一 等 職 員 に 適 用 さ れ る 行 政 職 給 料 表 に 定 め

る 号 給 の 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 と す る 。

２ 日 額 又 は 時 間 額 に よ り 定 め る 報 酬 の 額 は 、 同 一 又 は 類 似 の 職 務 に 従 事 す る 他 の 第 一 号 職 員 と の 権 衡 を 考 慮

し て 前 項 に 規 定 す る 額 を 教 育 委 員 会 が 定 め る 一 月 当 た り の 職 員 の 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 額 を 基 礎 と し て 、 教

育 委 員 会 が 定 め る と こ ろ に よ り 算 出 し た 額 と す る 。

（ 地 域 手 当 に 相 当 す る 報 酬 ）

第 四 条 第 一 号 職 員 に 対 す る 地 域 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の 支 給 に つ い て は 、 栃 木 県 公 立 学 校 職 員 給 与 条 例 （ 昭 和

三 十 二 年 栃 木 県 条 例 第 三 十 四 号 。 以 下 「 学 校 職 員 給 与 条 例 」 と い う 。 ） の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ る 。 た

だ し 、 地 域 手 当 に 相 当 す る 報 酬 を 支 給 す る 第 一 号 職 員 は 、 報 酬 が 月 額 に よ り 定 め ら れ る 第 一 号 職 員 と す る も

の と す る 。

（ 超 過 勤 務 手 当 に 相 当 す る 報 酬 ）

第 五 条 第 一 号 職 員 に 対 す る 超 過 勤 務 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の 支 給 に つ い て は 、 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 （ 学 校 職

員 給 与 条 例 第 七 条 の 二 に 規 定 す る 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 を い う 。 ） の 例 に よ る 。 た だ し 、 勤 務 一 時 間 に つ き

支 給 す る 超 過 勤 務 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 勤 務 一 時 間 当 た り の 報 酬 の 額 は 、 第 二 十 六 条

の 規 定 に よ り 算 出 し た 額 と す る も の と す る 。

（ 宿 日 直 手 当 に 相 当 す る 報 酬 ）

第 六 条 宿 日 直 手 当 に 相 当 す る 報 酬 は 、 第 一 号 職 員 に 対 し 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に 準 じ

て 教 育 委 員 会 が そ の 勤 務 の 内 容 に 応 じ て 定 め る 額 を 支 給 す る 。

（ 夜 勤 手 当 に 相 当 す る 報 酬 ）

第 七 条 第 一 号 職 員 に 対 す る 夜 勤 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の 支 給 に つ い て は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職

員 の 例 に よ る 。 た だ し 、 勤 務 一 時 間 に つ き 支 給 す る 夜 勤 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 勤 務 一

時 間 当 た り の 報 酬 の 額 は 、 第 二 十 六 条 の 規 定 に よ り 算 出 し た 額 と す る も の と す る 。

（ 休 日 給 に 相 当 す る 報 酬 ）

第 八 条 第 一 号 職 員 に 対 す る 休 日 給 に 相 当 す る 報 酬 の 支 給 に つ い て は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員

の 例 に よ る 。 た だ し 、 勤 務 一 時 間 に つ き 支 給 す る 休 日 給 に 相 当 す る 報 酬 の 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 勤 務 一 時 間

当 た り の 報 酬 の 額 は 、 第 二 十 六 条 の 規 定 に よ り 算 出 し た 額 と す る も の と す る 。

（ 期 末 手 当 を 支 給 し な い 第 一 号 職 員 ）

第 九 条 条 例 第 四 条 第 一 項 の 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 第 一 号 職 員 は 、 そ の 者 の 任 期 が 六 月 以 上 で あ り 、 か つ 、

一 週 間 当 た り の 通 常 の 勤 務 時 間 が 三 十 時 間 以 上 で あ る 第 一 号 職 員 （ 報 酬 が 月 額 に よ り 定 め ら れ る も の に 限

る 。 ） 以 外 の 第 一 号 職 員 と す る 。
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○ 会 計 年 度 任 用 学 校 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 規 則 の 制 定

栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 五 号

会 計 年 度 任 用 学 校 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 教 育 委 員 会 教 育 長 荒 川 政 利

会 計 年 度 任 用 学 校 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 会 計 年 度 任 用 学 校 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 （ 令 和 元 年 栃 木 県 条 例 第 十 号 。

以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、 会 計 年 度 任 用 学 校 職 員 の 給 与 の 額 並 び に 給 与 及 び 費 用 弁 償 の 支 給

方 法 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 月 額 に よ り 定 め る 報 酬 の 額 ）

第 二 条 条 例 第 三 条 第 二 項 の 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 は 、 採 用 に 係 る 第 一 号 職 員 （ 条 例 第 二 条 第 二 項 に 規 定

す る 第 一 号 職 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 職 務 の 複 雑 、 困 難 及 び 責 任 の 度 を 考 慮 し て こ れ と 同 一 又 は 類 似 の 職

務 に 従 事 す る 職 員 （ 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 一 号 。 以 下 「 給 与 条 例 」 と い

う 。 ） 第 五 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 行 政 職 給 料 表 （ 以 下 「 行 政 職 給 料 表 」 と い う 。 ） の 適 用 を 受 け る 職 員 で

そ の 職 務 の 級 が 一 級 で あ る も の を い う 。 ） （ 以 下 「 職 務 同 一 等 職 員 」 と い う 。 ） に 適 用 さ れ る 行 政 職 給 料 表

に 定 め る 号 給 の 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 を 基 礎 と し て 、 当 該 第 一 号 職 員 の 通 常 の 勤 務 時 間 に 応 じ て 教 育 委 員 会

が 定 め る 額 と す る 。

（ 日 額 又 は 時 間 額 に よ り 定 め る 報 酬 の 額 等 ）

第 三 条 条 例 第 三 条 第 三 項 の 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 は 、 職 務 同 一 等 職 員 に 適 用 さ れ る 行 政 職 給 料 表 に 定 め

る 号 給 の 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 と す る 。

２ 日 額 又 は 時 間 額 に よ り 定 め る 報 酬 の 額 は 、 同 一 又 は 類 似 の 職 務 に 従 事 す る 他 の 第 一 号 職 員 と の 権 衡 を 考 慮

し て 前 項 に 規 定 す る 額 を 教 育 委 員 会 が 定 め る 一 月 当 た り の 職 員 の 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 額 を 基 礎 と し て 、 教

育 委 員 会 が 定 め る と こ ろ に よ り 算 出 し た 額 と す る 。

（ 地 域 手 当 に 相 当 す る 報 酬 ）

第 四 条 第 一 号 職 員 に 対 す る 地 域 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の 支 給 に つ い て は 、 栃 木 県 公 立 学 校 職 員 給 与 条 例 （ 昭 和

三 十 二 年 栃 木 県 条 例 第 三 十 四 号 。 以 下 「 学 校 職 員 給 与 条 例 」 と い う 。 ） の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ る 。 た

だ し 、 地 域 手 当 に 相 当 す る 報 酬 を 支 給 す る 第 一 号 職 員 は 、 報 酬 が 月 額 に よ り 定 め ら れ る 第 一 号 職 員 と す る も

の と す る 。

（ 超 過 勤 務 手 当 に 相 当 す る 報 酬 ）

第 五 条 第 一 号 職 員 に 対 す る 超 過 勤 務 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の 支 給 に つ い て は 、 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 （ 学 校 職

員 給 与 条 例 第 七 条 の 二 に 規 定 す る 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 を い う 。 ） の 例 に よ る 。 た だ し 、 勤 務 一 時 間 に つ き

支 給 す る 超 過 勤 務 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 勤 務 一 時 間 当 た り の 報 酬 の 額 は 、 第 二 十 六 条

の 規 定 に よ り 算 出 し た 額 と す る も の と す る 。

（ 宿 日 直 手 当 に 相 当 す る 報 酬 ）

第 六 条 宿 日 直 手 当 に 相 当 す る 報 酬 は 、 第 一 号 職 員 に 対 し 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に 準 じ

て 教 育 委 員 会 が そ の 勤 務 の 内 容 に 応 じ て 定 め る 額 を 支 給 す る 。

（ 夜 勤 手 当 に 相 当 す る 報 酬 ）

第 七 条 第 一 号 職 員 に 対 す る 夜 勤 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の 支 給 に つ い て は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職

員 の 例 に よ る 。 た だ し 、 勤 務 一 時 間 に つ き 支 給 す る 夜 勤 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 勤 務 一

時 間 当 た り の 報 酬 の 額 は 、 第 二 十 六 条 の 規 定 に よ り 算 出 し た 額 と す る も の と す る 。

（ 休 日 給 に 相 当 す る 報 酬 ）

第 八 条 第 一 号 職 員 に 対 す る 休 日 給 に 相 当 す る 報 酬 の 支 給 に つ い て は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員

の 例 に よ る 。 た だ し 、 勤 務 一 時 間 に つ き 支 給 す る 休 日 給 に 相 当 す る 報 酬 の 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 勤 務 一 時 間

当 た り の 報 酬 の 額 は 、 第 二 十 六 条 の 規 定 に よ り 算 出 し た 額 と す る も の と す る 。

（ 期 末 手 当 を 支 給 し な い 第 一 号 職 員 ）

第 九 条 条 例 第 四 条 第 一 項 の 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 第 一 号 職 員 は 、 そ の 者 の 任 期 が 六 月 以 上 で あ り 、 か つ 、

一 週 間 当 た り の 通 常 の 勤 務 時 間 が 三 十 時 間 以 上 で あ る 第 一 号 職 員 （ 報 酬 が 月 額 に よ り 定 め ら れ る も の に 限

る 。 ） 以 外 の 第 一 号 職 員 と す る 。
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（ 第 一 号 職 員 の 期 末 手 当 の 額 ）

第 十 条 第 一 号 職 員 の 期 末 手 当 の 額 は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ り 算 出 し た 額 と す る 。

た だ し 、 第 一 号 職 員 の 期 末 手 当 に 係 る 在 職 期 間 （ 給 与 条 例 第 二 十 条 第 二 項 に 規 定 す る 在 職 期 間 を い う 。 第 二

十 四 条 に お い て 同 じ 。 ） は 、 条 例 の 適 用 を 受 け る 第 一 号 職 員 と し て 在 職 し た 期 間 （ 教 育 委 員 会 が 定 め る 期 間

に 限 る 。 ） と す る も の と す る 。

（ 給 料 の 額 ）

第 十 一 条 条 例 第 六 条 第 一 項 の 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 は 、 採 用 に 係 る 第 二 号 職 員 （ 条 例 第 二 条 第 二 項 に 規

定 す る 第 二 号 職 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 職 務 の 複 雑 、 困 難 及 び 責 任 の 度 を 考 慮 し て こ れ と 同 一 又 は 類 似 の

職 務 に 従 事 す る 職 員 （ 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 一 級 で あ る も の を い う 。 ） に 適 用

さ れ る 行 政 職 給 料 表 に 定 め る 号 給 の 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 を 基 礎 と し て 、 当 該 第 二 号 職 員 の 通 常 の 勤 務 時 間

に 応 じ て 教 育 委 員 会 が 定 め る 額 と す る 。

（ 地 域 手 当 ）

第 十 二 条 第 二 号 職 員 に 対 す る 地 域 手 当 （ 次 項 に お い て 「 地 域 手 当 」 と い う 。 ） の 支 給 に つ い て は 、 学 校 職 員

給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ る 。

２ 地 域 手 当 の 額 は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ り 算 出 し た 額 と す る 。

（ 通 勤 手 当 ）

第 十 三 条 第 二 号 職 員 に 対 す る 通 勤 手 当 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 通 勤 手 当 」 と い う 。 ） の 支 給 に つ い て は 、 学

校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ る 。 た だ し 、 通 勤 手 当 に 係 る 支 給 単 位 期 間 （ 給 与 条 例 第 十 二 条

第 七 項 に 規 定 す る 支 給 単 位 期 間 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） は 、 一 月 と し 、 通 勤 手 当 の 支 給 に つ い て は 、 第 二 号 職

員 と し て 採 用 さ れ た 日 の 属 す る 月 か ら 開 始 す る も の と し 、 通 勤 手 当 の 額 を 変 更 す べ き 事 実 が 生 ず る に 至 っ た

場 合 に あ っ て は 、 そ の 事 実 の 生 じ た 日 の 属 す る 月 か ら 支 給 額 を 改 定 す る も の と す る 。

２ 通 勤 手 当 の 額 は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ り 算 出 し た 額 と す る 。 た だ し 、 運 賃 等 相

当 額 （ 給 与 条 例 第 十 二 条 第 二 項 第 一 号 に 規 定 す る 運 賃 等 相 当 額 を い う 。 ） 及 び 自 動 車 等 （ 給 与 条 例 第 十 二 条

第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 自 動 車 等 を い う 。 ） に 係 る 通 勤 手 当 の 額 は 、 教 育 委 員 会 が 定 め る と こ ろ に よ り 算 出

し た 額 と す る も の と す る 。

（ へ き 地 手 当 ）

第 十 四 条 第 二 号 職 員 に 対 す る へ き 地 手 当 （ 次 項 に お い て 「 へ き 地 手 当 」 と い う 。 ） の 支 給 に つ い て は 、 学 校

職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ る 。

２ へ き 地 手 当 の 額 は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ り 算 出 し た 額 と す る 。

（ へ き 地 手 当 に 準 ず る 手 当 ）

第 十 五 条 第 二 号 職 員 に 対 す る へ き 地 手 当 に 準 ず る 手 当 （ 次 項 に お い て 「 へ き 地 手 当 に 準 ず る 手 当 」 と い

う 。 ） の 支 給 に つ い て は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ る 。

２ へ き 地 手 当 に 準 ず る 手 当 の 額 は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ り 算 出 し た 額 と す る 。

（ 超 過 勤 務 手 当 ）

第 十 六 条 第 二 号 職 員 に 対 す る 超 過 勤 務 手 当 （ 次 項 に お い て 「 超 過 勤 務 手 当 」 と い う 。 ） の 支 給 に つ い て は 、

学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ る 。

２ 超 過 勤 務 手 当 の 額 は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ り 算 出 し た 額 と す る 。 た だ し 、 勤 務

一 時 間 に つ き 支 給 す る 超 過 勤 務 手 当 の 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 勤 務 一 時 間 当 た り の 給 与 額 は 、 第 二 十 六 条 の 規

定 に よ り 算 出 し た 額 と す る も の と す る 。

（ 宿 日 直 手 当 ）

第 十 七 条 宿 日 直 手 当 は 、 第 二 号 職 員 に 対 し 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に 準 じ て 教 育 委 員 会

が そ の 勤 務 の 内 容 に 応 じ て 定 め る 額 を 支 給 す る 。

（ 夜 勤 手 当 ）

第 十 八 条 第 二 号 職 員 に 対 す る 夜 勤 手 当 （ 次 項 に お い て 「 夜 勤 手 当 」 と い う 。 ） の 支 給 に つ い て は 、 学 校 職 員

給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ る 。

２ 夜 勤 手 当 の 額 は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ り 算 出 し た 額 と す る 。 た だ し 、 勤 務 一 時

間 に つ き 支 給 す る 夜 勤 手 当 の 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 勤 務 一 時 間 当 た り の 給 与 額 は 、 第 二 十 六 条 の 規 定 に よ り

算 出 し た 額 と す る も の と す る 。

（ 休 日 給 ）

第 十 九 条 第 二 号 職 員 に 対 す る 休 日 給 （ 次 項 に お い て 「 休 日 給 」 と い う 。 ） の 支 給 に つ い て は 、 学 校 職 員 給 与
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（ 第 一 号 職 員 の 期 末 手 当 の 額 ）

第 十 条 第 一 号 職 員 の 期 末 手 当 の 額 は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ り 算 出 し た 額 と す る 。

た だ し 、 第 一 号 職 員 の 期 末 手 当 に 係 る 在 職 期 間 （ 給 与 条 例 第 二 十 条 第 二 項 に 規 定 す る 在 職 期 間 を い う 。 第 二

十 四 条 に お い て 同 じ 。 ） は 、 条 例 の 適 用 を 受 け る 第 一 号 職 員 と し て 在 職 し た 期 間 （ 教 育 委 員 会 が 定 め る 期 間

に 限 る 。 ） と す る も の と す る 。

（ 給 料 の 額 ）

第 十 一 条 条 例 第 六 条 第 一 項 の 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 は 、 採 用 に 係 る 第 二 号 職 員 （ 条 例 第 二 条 第 二 項 に 規

定 す る 第 二 号 職 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 職 務 の 複 雑 、 困 難 及 び 責 任 の 度 を 考 慮 し て こ れ と 同 一 又 は 類 似 の

職 務 に 従 事 す る 職 員 （ 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 一 級 で あ る も の を い う 。 ） に 適 用

さ れ る 行 政 職 給 料 表 に 定 め る 号 給 の 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 を 基 礎 と し て 、 当 該 第 二 号 職 員 の 通 常 の 勤 務 時 間

に 応 じ て 教 育 委 員 会 が 定 め る 額 と す る 。

（ 地 域 手 当 ）

第 十 二 条 第 二 号 職 員 に 対 す る 地 域 手 当 （ 次 項 に お い て 「 地 域 手 当 」 と い う 。 ） の 支 給 に つ い て は 、 学 校 職 員

給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ る 。

２ 地 域 手 当 の 額 は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ り 算 出 し た 額 と す る 。

（ 通 勤 手 当 ）

第 十 三 条 第 二 号 職 員 に 対 す る 通 勤 手 当 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 通 勤 手 当 」 と い う 。 ） の 支 給 に つ い て は 、 学

校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ る 。 た だ し 、 通 勤 手 当 に 係 る 支 給 単 位 期 間 （ 給 与 条 例 第 十 二 条

第 七 項 に 規 定 す る 支 給 単 位 期 間 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） は 、 一 月 と し 、 通 勤 手 当 の 支 給 に つ い て は 、 第 二 号 職

員 と し て 採 用 さ れ た 日 の 属 す る 月 か ら 開 始 す る も の と し 、 通 勤 手 当 の 額 を 変 更 す べ き 事 実 が 生 ず る に 至 っ た

場 合 に あ っ て は 、 そ の 事 実 の 生 じ た 日 の 属 す る 月 か ら 支 給 額 を 改 定 す る も の と す る 。

２ 通 勤 手 当 の 額 は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ り 算 出 し た 額 と す る 。 た だ し 、 運 賃 等 相

当 額 （ 給 与 条 例 第 十 二 条 第 二 項 第 一 号 に 規 定 す る 運 賃 等 相 当 額 を い う 。 ） 及 び 自 動 車 等 （ 給 与 条 例 第 十 二 条

第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 自 動 車 等 を い う 。 ） に 係 る 通 勤 手 当 の 額 は 、 教 育 委 員 会 が 定 め る と こ ろ に よ り 算 出

し た 額 と す る も の と す る 。

（ へ き 地 手 当 ）

第 十 四 条 第 二 号 職 員 に 対 す る へ き 地 手 当 （ 次 項 に お い て 「 へ き 地 手 当 」 と い う 。 ） の 支 給 に つ い て は 、 学 校

職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ る 。

２ へ き 地 手 当 の 額 は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ り 算 出 し た 額 と す る 。

（ へ き 地 手 当 に 準 ず る 手 当 ）

第 十 五 条 第 二 号 職 員 に 対 す る へ き 地 手 当 に 準 ず る 手 当 （ 次 項 に お い て 「 へ き 地 手 当 に 準 ず る 手 当 」 と い

う 。 ） の 支 給 に つ い て は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ る 。

２ へ き 地 手 当 に 準 ず る 手 当 の 額 は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ り 算 出 し た 額 と す る 。

（ 超 過 勤 務 手 当 ）

第 十 六 条 第 二 号 職 員 に 対 す る 超 過 勤 務 手 当 （ 次 項 に お い て 「 超 過 勤 務 手 当 」 と い う 。 ） の 支 給 に つ い て は 、

学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ る 。

２ 超 過 勤 務 手 当 の 額 は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ り 算 出 し た 額 と す る 。 た だ し 、 勤 務

一 時 間 に つ き 支 給 す る 超 過 勤 務 手 当 の 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 勤 務 一 時 間 当 た り の 給 与 額 は 、 第 二 十 六 条 の 規

定 に よ り 算 出 し た 額 と す る も の と す る 。

（ 宿 日 直 手 当 ）

第 十 七 条 宿 日 直 手 当 は 、 第 二 号 職 員 に 対 し 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に 準 じ て 教 育 委 員 会

が そ の 勤 務 の 内 容 に 応 じ て 定 め る 額 を 支 給 す る 。

（ 夜 勤 手 当 ）

第 十 八 条 第 二 号 職 員 に 対 す る 夜 勤 手 当 （ 次 項 に お い て 「 夜 勤 手 当 」 と い う 。 ） の 支 給 に つ い て は 、 学 校 職 員

給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ る 。

２ 夜 勤 手 当 の 額 は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ り 算 出 し た 額 と す る 。 た だ し 、 勤 務 一 時

間 に つ き 支 給 す る 夜 勤 手 当 の 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 勤 務 一 時 間 当 た り の 給 与 額 は 、 第 二 十 六 条 の 規 定 に よ り

算 出 し た 額 と す る も の と す る 。

（ 休 日 給 ）

第 十 九 条 第 二 号 職 員 に 対 す る 休 日 給 （ 次 項 に お い て 「 休 日 給 」 と い う 。 ） の 支 給 に つ い て は 、 学 校 職 員 給 与
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条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ る 。

２ 休 日 給 の 額 は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ り 算 出 し た 額 と す る 。 た だ し 、 勤 務 一 時 間

に つ き 支 給 す る 休 日 給 の 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 勤 務 一 時 間 当 た り の 給 与 額 は 、 第 二 十 六 条 の 規 定 に よ り 算 出

し た 額 と す る も の と す る 。

（ 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 ）

第 二 十 条 第 二 号 職 員 に 対 す る 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 （ 次 項 に お い て 「 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 」 と い

う 。 ） の 支 給 に つ い て は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ る 。

２ 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 の 額 は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 第 九 条 の 六 第 一 項 の 教 育 職 員 と の 権 衡 を 考 慮 し て 教 育

委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る と こ ろ に よ り 算 出 し た 額 と す る 。

（ 定 時 制 通 信 教 育 手 当 ）

第 二 十 一 条 第 二 号 職 員 に 対 す る 定 時 制 通 信 教 育 手 当 （ 次 項 に お い て 「 定 時 制 通 信 教 育 手 当 」 と い う 。 ） の 支

給 に つ い て は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ る 。

２ 定 時 制 通 信 教 育 手 当 の 額 は 、 栃 木 県 公 立 学 校 職 員 の へ き 地 手 当 、 へ き 地 手 当 に 準 ず る 手 当 、 定 時 制 通 信 教

育 手 当 及 び 産 業 教 育 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 五 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 二 十 一 号 。 次 条 に お い

て 「 へ き 地 手 当 等 支 給 規 則 」 と い う 。 ） 第 五 条 第 一 号 に 掲 げ る 額 を 超 え な い 範 囲 内 で 教 育 委 員 会 が 人 事 委 員

会 と 協 議 し て 定 め る と こ ろ に よ り 算 出 し た 額 と す る 。

（ 産 業 教 育 手 当 ）

第 二 十 二 条 第 二 号 職 員 に 対 す る 産 業 教 育 手 当 （ 次 項 に お い て 「 産 業 教 育 手 当 」 と い う 。 ） の 支 給 に つ い て

は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ る 。

２ 産 業 教 育 手 当 の 額 は 、 へ き 地 手 当 等 支 給 規 則 第 八 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 額 を 超 え な い 範 囲 内 で 教 育 委 員

会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る と こ ろ に よ り 算 出 し た 額 と す る 。

（ 期 末 手 当 を 支 給 し な い 第 二 号 職 員 ）

第 二 十 三 条 条 例 第 八 条 第 一 項 の 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 第 二 号 職 員 は 、 そ の 者 の 任 期 が 六 月 以 上 で あ る 第 二

号 職 員 以 外 の 第 二 号 職 員 と す る 。

（ 第 二 号 職 員 の 期 末 手 当 の 額 ）

第 二 十 四 条 第 二 号 職 員 の 期 末 手 当 の 額 は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ り 算 出 し た 額 と す

る 。 た だ し 、 第 二 号 職 員 の 期 末 手 当 に 係 る 在 職 期 間 は 、 条 例 の 適 用 を 受 け る 第 二 号 職 員 と し て 在 職 し た 期 間

（ 教 育 委 員 会 が 定 め る 期 間 に 限 る 。 ） と す る も の と す る 。

（ 給 与 の 減 額 ）

第 二 十 五 条 会 計 年 度 任 用 学 校 職 員 が 勤 務 し な い と き は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ り 、

そ の 勤 務 し な い 一 時 間 に つ き 次 条 の 規 定 の 例 に よ り 算 出 し た 勤 務 一 時 間 当 た り の 給 与 額 を 減 額 し て 給 与 を 支

給 す る 。

（ 勤 務 一 時 間 当 た り の 給 与 額 等 の 算 出 ）

第 二 十 六 条 条 例 第 三 条 第 六 項 の 規 定 に よ り 支 給 す る 超 過 勤 務 手 当 に 相 当 す る 報 酬 、 夜 勤 手 当 に 相 当 す る 報 酬

若 し く は 休 日 給 に 相 当 す る 報 酬 の 額 の 算 出 に 係 る 勤 務 一 時 間 当 た り の 報 酬 の 額 及 び 条 例 第 七 条 の 規 定 に よ り

支 給 す る 超 過 勤 務 手 当 、 夜 勤 手 当 若 し く は 休 日 給 の 額 の 算 出 に 係 る 勤 務 一 時 間 当 た り の 給 与 額 は 、 そ れ ぞ れ

第 一 号 職 員 又 は 第 二 号 職 員 に つ い て 、 第 二 条 若 し く は 第 三 条 第 二 項 又 は 第 十 一 条 に 規 定 す る 額 を 基 礎 と し

て 、 当 該 第 一 号 職 員 又 は 第 二 号 職 員 の 通 常 の 勤 務 時 間 に 応 じ て 勤 務 一 時 間 当 た り の 額 と し て 教 育 委 員 会 が 定

め る と こ ろ に よ り 算 出 し た 額 と す る 。

（ 支 給 方 法 ）

第 二 十 七 条 会 計 年 度 任 用 学 校 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 の 支 給 方 法 は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員

の 給 料 及 び 旅 費 支 給 の 例 に よ る 。 た だ し 、 会 計 年 度 任 用 学 校 職 員 の 給 与 （ 期 末 手 当 を 除 く 。 ） 及 び 通 勤 の た

め の 旅 行 に 要 す る 費 用 弁 償 の 支 給 日 は 、 そ の 月 の 翌 月 の 十 五 日 （ そ の 日 が 職 員 の 給 料 等 の 支 給 に 関 す る 規 則

（ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） 第 一 条 の 二 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る 場 合 に あ っ て は 、

そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 日 ） と す る も の と す る 。

（ 雑 則 ）

第 二 十 八 条 こ の 規 則 に よ り 難 い 事 情 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 教 育 委 員 会 は 、 あ ら か じ め 人 事 委 員 会 の 承

認 を 得 て 別 段 の 定 め を す る こ と が で き る 。

附 則

１ こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ る 。

２ 休 日 給 の 額 は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ り 算 出 し た 額 と す る 。 た だ し 、 勤 務 一 時 間

に つ き 支 給 す る 休 日 給 の 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 勤 務 一 時 間 当 た り の 給 与 額 は 、 第 二 十 六 条 の 規 定 に よ り 算 出

し た 額 と す る も の と す る 。

（ 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 ）

第 二 十 条 第 二 号 職 員 に 対 す る 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 （ 次 項 に お い て 「 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 」 と い

う 。 ） の 支 給 に つ い て は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ る 。

２ 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 の 額 は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 第 九 条 の 六 第 一 項 の 教 育 職 員 と の 権 衡 を 考 慮 し て 教 育

委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る と こ ろ に よ り 算 出 し た 額 と す る 。

（ 定 時 制 通 信 教 育 手 当 ）

第 二 十 一 条 第 二 号 職 員 に 対 す る 定 時 制 通 信 教 育 手 当 （ 次 項 に お い て 「 定 時 制 通 信 教 育 手 当 」 と い う 。 ） の 支

給 に つ い て は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ る 。

２ 定 時 制 通 信 教 育 手 当 の 額 は 、 栃 木 県 公 立 学 校 職 員 の へ き 地 手 当 、 へ き 地 手 当 に 準 ず る 手 当 、 定 時 制 通 信 教

育 手 当 及 び 産 業 教 育 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 五 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 二 十 一 号 。 次 条 に お い

て 「 へ き 地 手 当 等 支 給 規 則 」 と い う 。 ） 第 五 条 第 一 号 に 掲 げ る 額 を 超 え な い 範 囲 内 で 教 育 委 員 会 が 人 事 委 員

会 と 協 議 し て 定 め る と こ ろ に よ り 算 出 し た 額 と す る 。

（ 産 業 教 育 手 当 ）

第 二 十 二 条 第 二 号 職 員 に 対 す る 産 業 教 育 手 当 （ 次 項 に お い て 「 産 業 教 育 手 当 」 と い う 。 ） の 支 給 に つ い て

は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ る 。

２ 産 業 教 育 手 当 の 額 は 、 へ き 地 手 当 等 支 給 規 則 第 八 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 額 を 超 え な い 範 囲 内 で 教 育 委 員

会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る と こ ろ に よ り 算 出 し た 額 と す る 。

（ 期 末 手 当 を 支 給 し な い 第 二 号 職 員 ）

第 二 十 三 条 条 例 第 八 条 第 一 項 の 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 第 二 号 職 員 は 、 そ の 者 の 任 期 が 六 月 以 上 で あ る 第 二

号 職 員 以 外 の 第 二 号 職 員 と す る 。

（ 第 二 号 職 員 の 期 末 手 当 の 額 ）

第 二 十 四 条 第 二 号 職 員 の 期 末 手 当 の 額 は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ り 算 出 し た 額 と す

る 。 た だ し 、 第 二 号 職 員 の 期 末 手 当 に 係 る 在 職 期 間 は 、 条 例 の 適 用 を 受 け る 第 二 号 職 員 と し て 在 職 し た 期 間

（ 教 育 委 員 会 が 定 め る 期 間 に 限 る 。 ） と す る も の と す る 。

（ 給 与 の 減 額 ）

第 二 十 五 条 会 計 年 度 任 用 学 校 職 員 が 勤 務 し な い と き は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ り 、

そ の 勤 務 し な い 一 時 間 に つ き 次 条 の 規 定 の 例 に よ り 算 出 し た 勤 務 一 時 間 当 た り の 給 与 額 を 減 額 し て 給 与 を 支

給 す る 。

（ 勤 務 一 時 間 当 た り の 給 与 額 等 の 算 出 ）

第 二 十 六 条 条 例 第 三 条 第 六 項 の 規 定 に よ り 支 給 す る 超 過 勤 務 手 当 に 相 当 す る 報 酬 、 夜 勤 手 当 に 相 当 す る 報 酬

若 し く は 休 日 給 に 相 当 す る 報 酬 の 額 の 算 出 に 係 る 勤 務 一 時 間 当 た り の 報 酬 の 額 及 び 条 例 第 七 条 の 規 定 に よ り

支 給 す る 超 過 勤 務 手 当 、 夜 勤 手 当 若 し く は 休 日 給 の 額 の 算 出 に 係 る 勤 務 一 時 間 当 た り の 給 与 額 は 、 そ れ ぞ れ

第 一 号 職 員 又 は 第 二 号 職 員 に つ い て 、 第 二 条 若 し く は 第 三 条 第 二 項 又 は 第 十 一 条 に 規 定 す る 額 を 基 礎 と し

て 、 当 該 第 一 号 職 員 又 は 第 二 号 職 員 の 通 常 の 勤 務 時 間 に 応 じ て 勤 務 一 時 間 当 た り の 額 と し て 教 育 委 員 会 が 定

め る と こ ろ に よ り 算 出 し た 額 と す る 。

（ 支 給 方 法 ）

第 二 十 七 条 会 計 年 度 任 用 学 校 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 の 支 給 方 法 は 、 学 校 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員

の 給 料 及 び 旅 費 支 給 の 例 に よ る 。 た だ し 、 会 計 年 度 任 用 学 校 職 員 の 給 与 （ 期 末 手 当 を 除 く 。 ） 及 び 通 勤 の た

め の 旅 行 に 要 す る 費 用 弁 償 の 支 給 日 は 、 そ の 月 の 翌 月 の 十 五 日 （ そ の 日 が 職 員 の 給 料 等 の 支 給 に 関 す る 規 則

（ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） 第 一 条 の 二 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る 場 合 に あ っ て は 、

そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 日 ） と す る も の と す る 。

（ 雑 則 ）

第 二 十 八 条 こ の 規 則 に よ り 難 い 事 情 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 教 育 委 員 会 は 、 あ ら か じ め 人 事 委 員 会 の 承

認 を 得 て 別 段 の 定 め を す る こ と が で き る 。

附 則

１ こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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２ 栃 木 県 公 立 学 校 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第

七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 非 常 勤 職 員 の 給 与 ）

第 二 十 三 条 非 常 勤 職 員 の 給 与 に つ い て は 、 教 育 長

が 定 め る も の と す る 。

（ 総 務 課 ）

-
1

-

○栃木県警察本部及び警察署の警察職員の配置定員に関する規則の一部改正

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号

栃 木 県 警 察 本 部 及 び 警 察 署 の 警 察 職 員 の 配 置 定 員 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 蓬 田 勝 美

栃 木 県 警 察 本 部 及 び 警 察 署 の 警 察 職 員 の 配 置 定 員 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 警 察 本 部 及 び 警 察 署 の 警 察 職 員 の 配 置 定 員 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 四 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

別表（第１条関係）

警察職員定員表

階級等 警 察 官
警察官以

本部
外の職員

合計

警察署 警視警部警部補巡査部長巡査計

警察本部 72 136 502 352 143 1,205 316 1,521

警察署 46 113 471 655 939 2,224 148 2,372

合 計 118 249 973 1,007 1,082 3,429 464 3,893

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

蓬
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○栃木県警察本部及び警察署の警察職員の配置定員に関する規則の一部改正

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号

栃 木 県 警 察 本 部 及 び 警 察 署 の 警 察 職 員 の 配 置 定 員 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 蓬 田 勝 美

栃 木 県 警 察 本 部 及 び 警 察 署 の 警 察 職 員 の 配 置 定 員 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 警 察 本 部 及 び 警 察 署 の 警 察 職 員 の 配 置 定 員 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 四 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

別表（第１条関係）

警察職員定員表

階級等 警 察 官
警察官以

本部
外の職員

合計

警察署 警視警部警部補巡査部長巡査計

警察本部 72 136 502 352 143 1,205 316 1,521

警察署 46 113 471 655 939 2,224 148 2,372

合 計 118 249 973 1,007 1,082 3,429 464 3,893

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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○栃木県警察本部組織規則の一部改正

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号

栃 木 県 警 察 本 部 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 蓬 田 勝 美

栃 木 県 警 察 本 部 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 警 察 本 部 組 織 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 生 活 安 全 部 の 分 課 ） （ 生 活 安 全 部 の 分 課 ）

第 十 五 条 生 活 安 全 部 に 次 の 各 課 を 置 く 。 第 十 五 条 生 活 安 全 部 に 次 の 各 課 を 置 く 。

生 活 安 全 企 画 課 生 活 安 全 企 画 課

人 身 安 全 少 年 課 少 年 課

生 活 環 境 課 生 活 環 境 課

サ イ バ ー 犯 罪 対 策 課 サ イ バ ー 犯 罪 対 策 課

（ 生 活 安 全 企 画 課 ） （ 生 活 安 全 企 画 課 ）

第 十 六 条 生 活 安 全 企 画 課 に お い て は 、 次 の 事 務 を 第 十 六 条 生 活 安 全 企 画 課 に お い て は 、 次 の 事 務 を

つ か さ ど る 。 つ か さ ど る 。

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

四 酩 酊 者 、 迷 い 子 そ の 他 応 急 の 救 護 を 四 酩 酊 者 、 家 出 人 、 迷 い 子 そ の 他 応 急 の 救 護 を

め い て い

要 す る 者 の 保 護 に 関 す る こ と 。 要 す る 者 の 保 護 に 関 す る こ と 。

五 部 の 所 掌 に 属 す る 法 令 の 規 定 に よ る 許 可 そ の

他 の 規 制 に 関 す る 事 務 に 関 す る こ と 。

六 風 俗 営 業 、 古 物 営 業 、 質 屋 営 業 、 警 備 業 等 の

指 導 に 関 す る こ と 。

七 ス ト ー カ ー 対 策 に 関 す る こ と 。

八 配 偶 者 、 保 護 者 等 か ら の 暴 力 の 防 止 及 び 被 害

者 の 保 護 に 関 す る こ と 。

五 略 九 略

（ 人 身 安 全 少 年 課 ） （ 少 年 課 ）

第 十 七 条 人 身 安 全 少 年 課 に お い て は 、 次 の 事 務 を 第 十 七 条 少 年 課 に お い て は 、 次 の 事 務 を

つ か さ ど る 。 つ か さ ど る 。

一 子 ど も 及 び 女 性 を 被 害 者 と す る 性 犯 罪 等 の 防

止 に 関 す る こ と 。

二 行 方 不 明 者 発 見 活 動 に 関 す る こ と 。

三 ス ト ー カ ー 対 策 に 関 す る こ と 。

四 児 童 虐 待 、 高 齢 者 虐 待 、 障 害 者 虐 待 、 配 偶 者

か ら の 暴 力 等 の 防 止 及 び 被 害 者 の 保 護 に 関 す る

こ と 。

五 ～ 十 二 略 一 ～ 八 略

（ 生 活 環 境 課 ） （ 生 活 環 境 課 ）

第 十 八 条 生 活 環 境 課 に お い て は 、 次 の 事 務 を つ か 第 十 八 条 生 活 環 境 課 に お い て は 、 次 の 事 務 を つ か

さ ど る 。 さ ど る 。

一 ～ 八 略 一 ～ 八 略

蓬
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○栃木県警察本部組織規則の一部改正

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号

栃 木 県 警 察 本 部 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 蓬 田 勝 美

栃 木 県 警 察 本 部 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 警 察 本 部 組 織 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 生 活 安 全 部 の 分 課 ） （ 生 活 安 全 部 の 分 課 ）

第 十 五 条 生 活 安 全 部 に 次 の 各 課 を 置 く 。 第 十 五 条 生 活 安 全 部 に 次 の 各 課 を 置 く 。

生 活 安 全 企 画 課 生 活 安 全 企 画 課

人 身 安 全 少 年 課 少 年 課

生 活 環 境 課 生 活 環 境 課

サ イ バ ー 犯 罪 対 策 課 サ イ バ ー 犯 罪 対 策 課

（ 生 活 安 全 企 画 課 ） （ 生 活 安 全 企 画 課 ）

第 十 六 条 生 活 安 全 企 画 課 に お い て は 、 次 の 事 務 を 第 十 六 条 生 活 安 全 企 画 課 に お い て は 、 次 の 事 務 を

つ か さ ど る 。 つ か さ ど る 。

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

四 酩 酊 者 、 迷 い 子 そ の 他 応 急 の 救 護 を 四 酩 酊 者 、 家 出 人 、 迷 い 子 そ の 他 応 急 の 救 護 を

め い て い

要 す る 者 の 保 護 に 関 す る こ と 。 要 す る 者 の 保 護 に 関 す る こ と 。

五 部 の 所 掌 に 属 す る 法 令 の 規 定 に よ る 許 可 そ の

他 の 規 制 に 関 す る 事 務 に 関 す る こ と 。

六 風 俗 営 業 、 古 物 営 業 、 質 屋 営 業 、 警 備 業 等 の

指 導 に 関 す る こ と 。

七 ス ト ー カ ー 対 策 に 関 す る こ と 。

八 配 偶 者 、 保 護 者 等 か ら の 暴 力 の 防 止 及 び 被 害

者 の 保 護 に 関 す る こ と 。

五 略 九 略

（ 人 身 安 全 少 年 課 ） （ 少 年 課 ）

第 十 七 条 人 身 安 全 少 年 課 に お い て は 、 次 の 事 務 を 第 十 七 条 少 年 課 に お い て は 、 次 の 事 務 を

つ か さ ど る 。 つ か さ ど る 。

一 子 ど も 及 び 女 性 を 被 害 者 と す る 性 犯 罪 等 の 防

止 に 関 す る こ と 。

二 行 方 不 明 者 発 見 活 動 に 関 す る こ と 。

三 ス ト ー カ ー 対 策 に 関 す る こ と 。

四 児 童 虐 待 、 高 齢 者 虐 待 、 障 害 者 虐 待 、 配 偶 者

か ら の 暴 力 等 の 防 止 及 び 被 害 者 の 保 護 に 関 す る

こ と 。

五 ～ 十 二 略 一 ～ 八 略

（ 生 活 環 境 課 ） （ 生 活 環 境 課 ）

第 十 八 条 生 活 環 境 課 に お い て は 、 次 の 事 務 を つ か 第 十 八 条 生 活 環 境 課 に お い て は 、 次 の 事 務 を つ か

さ ど る 。 さ ど る 。

一 ～ 八 略 一 ～ 八 略
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九 部 の 所 掌 に 属 す る 法 令 の 規 定 に よ る 許 可 そ の

他 の 規 制 に 関 す る 事 務 に 関 す る こ と 。

十 風 俗 営 業 、 古 物 営 業 、 質 屋 営 業 、 警 備 業 等 の

指 導 に 関 す る こ と 。

十 一 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 部 の 所 掌 に 属 九 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 部 の 所 掌 に 属

す る 法 令 違 反 の 取 締 り に 関 す る こ と （ 人 身 安 全 す る 法 令 違 反 の 取 締 り に 関 す る こ と （ 生 活 安 全

少 年 課 及 び サ イ バ ー 犯 罪 対 策 課 の 所 掌 企 画 課 、 少 年 課 及 び サ イ バ ー 犯 罪 対 策 課 の 所 掌

に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。

（ 警 備 部 の 分 課 ） （ 警 備 部 の 分 課 ）

第 四 十 二 条 警 備 部 に 次 の 課 及 び 隊 を 置 く 。 第 四 十 二 条 警 備 部 に 次 の 課 及 び 隊 を 置 く 。

警 備 第 一 課 警 備 第 一 課

警 備 第 二 課 警 備 第 二 課

国 体 ・ 障 ス ポ 対 策 課

機 動 隊 機 動 隊

第 四 十 四 条 略 第 四 十 四 条 略

（ 国 体 ・ 障 ス ポ 対 策 課 ）

第 四 十 四 条 の 二 国 体 ・ 障 ス ポ 対 策 課 に お い て は 、

次 の 事 務 を つ か さ ど る 。

一 第 七 十 七 回 国 民 体 育 大 会 の 開 催 に 伴 う 警 察 事

務 に 関 す る こ と 。

二 第 二 十 二 回 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 の 開 催 に

伴 う 警 察 事 務 に 関 す る こ と 。

三 そ の 他 警 察 本 部 長 の 特 命 に 関 す る こ と 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

-
1
-

○栃木県公安委員会事務専決規程の一部改正

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五 号

栃 木 県 公 安 委 員 会 事 務 専 決 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 蓬 田 勝 美

栃 木 県 公 安 委 員 会 事 務 専 決 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 公 安 委 員 会 事 務 専 決 規 程 （ 昭 和 三 十 九 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 部 長 及 び 課 長 の 専 決 事 項 ） （ 部 長 及 び 課 長 の 専 決 事 項 ）

第 三 条 警 察 本 部 の 警 務 部 長 は 別 表 第 二 、 生 活 安 全 第 三 条 警 察 本 部 の 警 務 部 長 は 別 表 第 二 、 生 活 安 全

部 長 は 別 表 第 三 、 刑 事 部 長 は 別 表 第 四 、 交 通 部 長 部 長 は 別 表 第 三 、 刑 事 部 長 は 別 表 第 四 、 交 通 部 長

は 別 表 第 五 、 課 長 は 別 表 第 六 、 総 務 課 長 は 別 表 第 は 別 表 第 五 、 課 長 は 別 表 第 六 、 総 務 課 長 は 別 表 第

七 、 県 民 広 報 相 談 課 長 は 別 表 第 八 、 会 計 課 長 は 別 七 、 県 民 広 報 相 談 課 長 は 別 表 第 八 、 会 計 課 長 は 別

表 第 九 、 生 活 安 全 企 画 課 長 は 別 表 第 十 、 人 身 安 全 表 第 九 、 生 活 安 全 企 画 課 長 は 別 表 第 十 、 少 年 課 長

少 年 課 長 は 別 表 第 十 一 、 生 活 環 境 課 長 は 別 表 第 十 は 別 表 第 十 一

二 、 組 織 犯 罪 対 策 第 一 課 長 は 別 表 第 十 三 、 交 通 企 、 組 織 犯 罪 対 策 第 一 課 長 は 別 表 第 十 二 、 交 通 企

画 課 長 は 別 表 第 十 四 、 交 通 指 導 課 長 は 別 表 第 十 画 課 長 は 別 表 第 十 三 、 交 通 指 導 課 長 は 別 表 第 十

五 、 交 通 規 制 課 長 は 別 表 第 十 六 、 運 転 免 許 管 理 課 四 、 交 通 規 制 課 長 は 別 表 第 十 五 、 運 転 免 許 管 理 課

長 は 別 表 第 十 七 に 掲 げ る 事 務 を 専 決 す る こ と が で 長 は 別 表 第 十 六 に 掲 げ る 事 務 を 専 決 す る こ と が で

き る 。 き る 。

（ 警 察 署 長 の 専 決 事 項 ） （ 警 察 署 長 の 専 決 事 項 ）

第 四 条 警 察 署 長 は 、 別 表 第 十 八 に 掲 げ る 事 務 を 専 第 四 条 警 察 署 長 は 、 別 表 第 十 七 に 掲 げ る 事 務 を 専

決 す る こ と が で き る 。 決 す る こ と が で き る 。

（ 報 告 ） （ 報 告 ）

第 六 条 前 四 条 に よ り 処 理 し た 事 務 の う ち 、 別 表 第 第 六 条 前 四 条 に よ り 処 理 し た 事 務 の う ち 、 別 表 第

一 か ら 別 表 第 十 八 ま で の 各 表 中 公 安 委 員 会 へ の 報 一 か ら 別 表 第 十 七 ま で の 各 表 中 公 安 委 員 会 へ の 報

告 欄 に 「 要 」 の 記 載 が あ る も の に つ い て は 、 警 察 告 欄 に 「 要 」 の 記 載 が あ る も の に つ い て は 、 警 察

本 部 長 は 事 後 速 や か に 公 安 委 員 会 に 報 告 し な け れ 本 部 長 は 事 後 速 や か に 公 安 委 員 会 に 報 告 し な け れ

ば な ら な い 。 ば な ら な い 。

別 表 第 十 （ 第 三 条 、 第 六 条 関 係 ） 生 活 安 全 企 画 課 長 別 表 第 十 （ 第 三 条 、 第 六 条 関 係 ） 生 活 安 全 企 画 課 長

専 決 事 項 専 決 事 項

事 務 内 容 及 び 根 拠 （ 関 係 ） 規 定

公 安 委 員 会

事 務 内 容 及 び 根 拠 （ 関 係 ） 規 定

公 安 委 員 会

へ の 報 告 へ の 報 告

一 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 五 条 第

二 項 の 規 定 に よ る 風 俗 営 業 の 許

可 証 の 交 付

二 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 五 条 第

蓬
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○栃木県公安委員会事務専決規程の一部改正

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五 号

栃 木 県 公 安 委 員 会 事 務 専 決 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 蓬 田 勝 美

栃 木 県 公 安 委 員 会 事 務 専 決 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 公 安 委 員 会 事 務 専 決 規 程 （ 昭 和 三 十 九 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 部 長 及 び 課 長 の 専 決 事 項 ） （ 部 長 及 び 課 長 の 専 決 事 項 ）

第 三 条 警 察 本 部 の 警 務 部 長 は 別 表 第 二 、 生 活 安 全 第 三 条 警 察 本 部 の 警 務 部 長 は 別 表 第 二 、 生 活 安 全

部 長 は 別 表 第 三 、 刑 事 部 長 は 別 表 第 四 、 交 通 部 長 部 長 は 別 表 第 三 、 刑 事 部 長 は 別 表 第 四 、 交 通 部 長

は 別 表 第 五 、 課 長 は 別 表 第 六 、 総 務 課 長 は 別 表 第 は 別 表 第 五 、 課 長 は 別 表 第 六 、 総 務 課 長 は 別 表 第

七 、 県 民 広 報 相 談 課 長 は 別 表 第 八 、 会 計 課 長 は 別 七 、 県 民 広 報 相 談 課 長 は 別 表 第 八 、 会 計 課 長 は 別

表 第 九 、 生 活 安 全 企 画 課 長 は 別 表 第 十 、 人 身 安 全 表 第 九 、 生 活 安 全 企 画 課 長 は 別 表 第 十 、 少 年 課 長

少 年 課 長 は 別 表 第 十 一 、 生 活 環 境 課 長 は 別 表 第 十 は 別 表 第 十 一

二 、 組 織 犯 罪 対 策 第 一 課 長 は 別 表 第 十 三 、 交 通 企 、 組 織 犯 罪 対 策 第 一 課 長 は 別 表 第 十 二 、 交 通 企

画 課 長 は 別 表 第 十 四 、 交 通 指 導 課 長 は 別 表 第 十 画 課 長 は 別 表 第 十 三 、 交 通 指 導 課 長 は 別 表 第 十

五 、 交 通 規 制 課 長 は 別 表 第 十 六 、 運 転 免 許 管 理 課 四 、 交 通 規 制 課 長 は 別 表 第 十 五 、 運 転 免 許 管 理 課

長 は 別 表 第 十 七 に 掲 げ る 事 務 を 専 決 す る こ と が で 長 は 別 表 第 十 六 に 掲 げ る 事 務 を 専 決 す る こ と が で

き る 。 き る 。

（ 警 察 署 長 の 専 決 事 項 ） （ 警 察 署 長 の 専 決 事 項 ）

第 四 条 警 察 署 長 は 、 別 表 第 十 八 に 掲 げ る 事 務 を 専 第 四 条 警 察 署 長 は 、 別 表 第 十 七 に 掲 げ る 事 務 を 専

決 す る こ と が で き る 。 決 す る こ と が で き る 。

（ 報 告 ） （ 報 告 ）

第 六 条 前 四 条 に よ り 処 理 し た 事 務 の う ち 、 別 表 第 第 六 条 前 四 条 に よ り 処 理 し た 事 務 の う ち 、 別 表 第

一 か ら 別 表 第 十 八 ま で の 各 表 中 公 安 委 員 会 へ の 報 一 か ら 別 表 第 十 七 ま で の 各 表 中 公 安 委 員 会 へ の 報

告 欄 に 「 要 」 の 記 載 が あ る も の に つ い て は 、 警 察 告 欄 に 「 要 」 の 記 載 が あ る も の に つ い て は 、 警 察

本 部 長 は 事 後 速 や か に 公 安 委 員 会 に 報 告 し な け れ 本 部 長 は 事 後 速 や か に 公 安 委 員 会 に 報 告 し な け れ

ば な ら な い 。 ば な ら な い 。

別 表 第 十 （ 第 三 条 、 第 六 条 関 係 ） 生 活 安 全 企 画 課 長 別 表 第 十 （ 第 三 条 、 第 六 条 関 係 ） 生 活 安 全 企 画 課 長

専 決 事 項 専 決 事 項

事 務 内 容 及 び 根 拠 （ 関 係 ） 規 定

公 安 委 員 会

事 務 内 容 及 び 根 拠 （ 関 係 ） 規 定

公 安 委 員 会

へ の 報 告 へ の 報 告

一 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 五 条 第

二 項 の 規 定 に よ る 風 俗 営 業 の 許

可 証 の 交 付

二 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 五 条 第

-
2
-

三 項 の 規 定 に よ る 同 法 第 三 条 第 要

一 項 の 風 俗 営 業 の 許 可 を し な い

場 合 の 通 知

三 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 五 条 第

要

四 項 の 規 定 に よ る 風 俗 営 業 の 許

可 証 の 再 交 付

四 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 七 条 第

五 項 の 規 定 に よ る 風 俗 営 業 の 許

可 証 の 書 換 え

五 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 七 条 第

六 項 の 規 定 に よ る 同 法 第 七 条 第

一 項 の 風 俗 営 業 の 相 続 を 承 認 し

な い 場 合 の 通 知

六 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 七 条 の

二 第 一 項 の 規 定 に よ る 風 俗 営 業

者 た る 法 人 の 合 併 の 承 認 を し な

い 場 合 の 通 知

七 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 七 条 の

二 第 三 項 に お い て 準 用 す る 同 法

第 七 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 風 俗

営 業 の 許 可 証 の 書 換 え

八 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 七 条 の

三 第 一 項 の 規 定 に よ る 風 俗 営 業

者 た る 法 人 の 分 割 の 承 認 を し な

い 場 合 の 通 知

九 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 七 条 の

三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 同 法

第 七 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 風 俗

営 業 の 許 可 証 の 書 換 え

十 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 八 条 の

規 定 に よ る 風 俗 営 業 の 許 可 の 取

消 し の 通 知

十 一 行 政 手 続 法 第 十 五 条 第 一 項
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三 項 の 規 定 に よ る 同 法 第 三 条 第 要

一 項 の 風 俗 営 業 の 許 可 を し な い

場 合 の 通 知

三 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 五 条 第

要

四 項 の 規 定 に よ る 風 俗 営 業 の 許

可 証 の 再 交 付

四 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 七 条 第

五 項 の 規 定 に よ る 風 俗 営 業 の 許

可 証 の 書 換 え

五 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 七 条 第

六 項 の 規 定 に よ る 同 法 第 七 条 第

一 項 の 風 俗 営 業 の 相 続 を 承 認 し

な い 場 合 の 通 知

六 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 七 条 の

二 第 一 項 の 規 定 に よ る 風 俗 営 業

者 た る 法 人 の 合 併 の 承 認 を し な

い 場 合 の 通 知

七 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 七 条 の

二 第 三 項 に お い て 準 用 す る 同 法

第 七 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 風 俗

営 業 の 許 可 証 の 書 換 え

八 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 七 条 の

三 第 一 項 の 規 定 に よ る 風 俗 営 業

者 た る 法 人 の 分 割 の 承 認 を し な

い 場 合 の 通 知

九 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 七 条 の

三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 同 法

第 七 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 風 俗

営 業 の 許 可 証 の 書 換 え

十 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 八 条 の

規 定 に よ る 風 俗 営 業 の 許 可 の 取

消 し の 通 知

十 一 行 政 手 続 法 第 十 五 条 第 一 項
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又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 聴 聞 の

通 知 （ 同 法 第 十 三 条 第 一 項 第 一

号 イ （ 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 八

条 若 し く は 第 十 条 の 二 第 六 項

（ こ れ ら の 規 定 を 同 法 第 三 十 一

条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） 、 第 二 十 六 条 第 一

項 又 は 第 三 十 九 条 第 四 項 の 規 定

に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の

に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 四 十 一 条

第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限

る 。 ）

十 二 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 九 条 第 二 項 の 規

定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所 の

変 更 の 申 出 書 の 受 理 （ 行 政 手 続

法 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 イ （ 風

俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正

化 等 に 関 す る 法 律 第 八 条 若 し く

は 第 十 条 の 二 第 六 項 （ こ れ ら の

規 定 を 同 法 第 三 十 一 条 の 二 十 三

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） 、 第 二 十 六 条 第 一 項 又 は

第 三 十 九 条 第 四 項 の 規 定 に よ る

取 消 し の 処 分 に 係 る も の に 限

る 。 ） 又 は 同 法 第 四 十 一 条 第 一

項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

十 三 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 九 条 第 三 項 の 規

定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所 の

変 更 の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十 三

条 第 一 項 第 一 号 イ （ 風 俗 営 業 等

の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関

す る 法 律 第 八 条 若 し く は 第 十 条

の 二 第 六 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同

法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 二

十 六 条 第 一 項 又 は 第 三 十 九 条 第

四 項 の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分

に 係 る も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法

第 四 十 一 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る

も の に 限 る 。 ）

十 四 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 十 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 文 書 閲 覧 請 求 書 の 受 理

（ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第
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又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 聴 聞 の

通 知 （ 同 法 第 十 三 条 第 一 項 第 一

号 イ （ 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 八

条 若 し く は 第 十 条 の 二 第 六 項

（ こ れ ら の 規 定 を 同 法 第 三 十 一

条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） 、 第 二 十 六 条 第 一

項 又 は 第 三 十 九 条 第 四 項 の 規 定

に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の

に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 四 十 一 条

第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限

る 。 ）

十 二 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 九 条 第 二 項 の 規

定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所 の

変 更 の 申 出 書 の 受 理 （ 行 政 手 続

法 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 イ （ 風

俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正

化 等 に 関 す る 法 律 第 八 条 若 し く

は 第 十 条 の 二 第 六 項 （ こ れ ら の

規 定 を 同 法 第 三 十 一 条 の 二 十 三

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） 、 第 二 十 六 条 第 一 項 又 は

第 三 十 九 条 第 四 項 の 規 定 に よ る

取 消 し の 処 分 に 係 る も の に 限

る 。 ） 又 は 同 法 第 四 十 一 条 第 一

項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

十 三 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 九 条 第 三 項 の 規

定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所 の

変 更 の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十 三

条 第 一 項 第 一 号 イ （ 風 俗 営 業 等

の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関

す る 法 律 第 八 条 若 し く は 第 十 条

の 二 第 六 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同

法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 二

十 六 条 第 一 項 又 は 第 三 十 九 条 第

四 項 の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分

に 係 る も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法

第 四 十 一 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る

も の に 限 る 。 ）

十 四 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 十 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 文 書 閲 覧 請 求 書 の 受 理

（ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第
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一 号 イ （ 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び

業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第

八 条 若 し く は 第 十 条 の 二 第 六 項

（ こ れ ら の 規 定 を 同 法 第 三 十 一

条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） 、 第 二 十 六 条 第 一

項 又 は 第 三 十 九 条 第 四 項 の 規 定

に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の

に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 四 十 一 条

第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限

る 。 ）

十 五 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 十 条 第 二 項 の 規

定 に よ る 閲 覧 の 日 時 及 び 場 所 の

通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一

項 第 一 号 イ （ 風 俗 営 業 等 の 規 制

及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法

律 第 八 条 若 し く は 第 十 条 の 二 第

六 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 二 十 六 条

第 一 項 又 は 第 三 十 九 条 第 四 項 の

規 定 に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る

も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 四 十

一 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の に

限 る 。 ）

十 六 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 十 二 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 に お け る

審 理 の 公 開 の 通 知 及 び 公 示 （ 行

政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号

イ （ 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 八 条

若 し く は 第 十 条 の 二 第 六 項 （ こ

れ ら の 規 定 を 同 法 第 三 十 一 条 の

二 十 三 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） 、 第 二 十 六 条 第 一 項 又

は 第 三 十 九 条 第 四 項 の 規 定 に よ

る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の に 限

る 。 ） 又 は 同 法 第 四 十 一 条 第 一

項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

十 七 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 十 条

の 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 特 例 風

俗 営 業 者 の 認 定 証 の 交 付

十 八 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務
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一 号 イ （ 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び

業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第

八 条 若 し く は 第 十 条 の 二 第 六 項

（ こ れ ら の 規 定 を 同 法 第 三 十 一

条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） 、 第 二 十 六 条 第 一

項 又 は 第 三 十 九 条 第 四 項 の 規 定

に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の

に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 四 十 一 条

第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限

る 。 ）

十 五 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 十 条 第 二 項 の 規

定 に よ る 閲 覧 の 日 時 及 び 場 所 の

通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一

項 第 一 号 イ （ 風 俗 営 業 等 の 規 制

及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法

律 第 八 条 若 し く は 第 十 条 の 二 第

六 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 二 十 六 条

第 一 項 又 は 第 三 十 九 条 第 四 項 の

規 定 に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る

も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 四 十

一 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の に

限 る 。 ）

十 六 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 十 二 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 に お け る

審 理 の 公 開 の 通 知 及 び 公 示 （ 行

政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号

イ （ 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 八 条

若 し く は 第 十 条 の 二 第 六 項 （ こ

れ ら の 規 定 を 同 法 第 三 十 一 条 の

二 十 三 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） 、 第 二 十 六 条 第 一 項 又

は 第 三 十 九 条 第 四 項 の 規 定 に よ

る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の に 限

る 。 ） 又 は 同 法 第 四 十 一 条 第 一

項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

十 七 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 十 条

の 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 特 例 風

俗 営 業 者 の 認 定 証 の 交 付

十 八 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務
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の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 十 条

の 二 第 四 項 の 規 定 に よ る 特 例 風

俗 営 業 者 の 認 定 を し な い 旨 の 通

知
十 九 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 十 条

要

の 二 第 五 項 の 規 定 に よ る 特 例 風

俗 営 業 者 の 認 定 証 の 再 交 付

二 十 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 十 条

の 二 第 六 項 の 規 定 に よ る 特 例 風

俗 営 業 者 の 認 定 の 取 消 し の 通 知

二 十 一 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 二

要

十 五 条 の 規 定 に よ る 風 俗 営 業 者

に 対 す る 指 示

二 十 二 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 二

十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 風 俗

営 業 の 許 可 の 取 消 し の 通 知 又 は

営 業 の 停 止 命 令 の 通 知 及 び 同 条

第 二 項 の 規 定 に よ る 飲 食 店 営 業

の 停 止 命 令 の 通 知

二 十 三 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 二

十 九 条 の 規 定 に よ る 店 舗 型 性 風 要

俗 特 殊 営 業 を 営 む 者 に 対 す る 指

示
二 十 四 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 店 舗 型

性 風 俗 特 殊 営 業 の 停 止 命 令 の 通

知 、 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 店

舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 の 廃 止 命 令

の 通 知 及 び 同 条 第 三 項 の 規 定 に

よ る 浴 場 業 営 業 、 興 行 場 営 業 又

は 旅 館 業 の 停 止 命 令 の 通 知

二 十 五 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 四 第 一 項 及 び 第 三 十 一

要

条 の 六 第 二 項 第 一 号 の 規 定 に よ

る 無 店 舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 を 営

む 者 に 対 す る 指 示
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の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 十 条

の 二 第 四 項 の 規 定 に よ る 特 例 風

俗 営 業 者 の 認 定 を し な い 旨 の 通

知
十 九 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 十 条

要

の 二 第 五 項 の 規 定 に よ る 特 例 風

俗 営 業 者 の 認 定 証 の 再 交 付

二 十 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 十 条

の 二 第 六 項 の 規 定 に よ る 特 例 風

俗 営 業 者 の 認 定 の 取 消 し の 通 知

二 十 一 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 二

要

十 五 条 の 規 定 に よ る 風 俗 営 業 者

に 対 す る 指 示

二 十 二 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 二

十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 風 俗

営 業 の 許 可 の 取 消 し の 通 知 又 は

営 業 の 停 止 命 令 の 通 知 及 び 同 条

第 二 項 の 規 定 に よ る 飲 食 店 営 業

の 停 止 命 令 の 通 知

二 十 三 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 二

十 九 条 の 規 定 に よ る 店 舗 型 性 風 要

俗 特 殊 営 業 を 営 む 者 に 対 す る 指

示
二 十 四 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 店 舗 型

性 風 俗 特 殊 営 業 の 停 止 命 令 の 通

知 、 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 店

舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 の 廃 止 命 令

の 通 知 及 び 同 条 第 三 項 の 規 定 に

よ る 浴 場 業 営 業 、 興 行 場 営 業 又

は 旅 館 業 の 停 止 命 令 の 通 知

二 十 五 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 四 第 一 項 及 び 第 三 十 一

要

条 の 六 第 二 項 第 一 号 の 規 定 に よ

る 無 店 舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 を 営

む 者 に 対 す る 指 示
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二 十 六 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 五 及 び 第 三 十 一 条 の 六

第 二 項 第 二 号 の 規 定 に よ る 無 店

舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 を 営 ん で は

な ら な い 旨 の 命 令 の 通 知

二 十 七 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 六 第 一 項 （ 同 条 第 三 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 要

む 。 ） の 規 定 に よ る 無 店 舗 型 性

風 俗 特 殊 営 業 を 営 む 者 の 処 分 移

送 通 知 書 の 送 付

二 十 八 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 十 四 の 規 定 に よ る 店 舗 要

型 電 話 異 性 紹 介 営 業 を 営 む 者 に

対 す る 指 示

二 十 九 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 十 五 第 一 項 の 規 定 に よ

る 店 舗 型 電 話 異 性 紹 介 営 業 の 停

止 命 令 の 通 知 及 び 同 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 店 舗 型 電 話 異 性 紹 介

営 業 の 廃 止 命 令 の 通 知

三 十 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三 十

一 条 の 十 九 及 び 第 三 十 一 条 の 二

要

十 一 第 二 項 第 一 号 の 規 定 に よ る

無 店 舗 型 電 話 異 性 紹 介 営 業 を 営

む 者 に 対 す る 指 示

三 十 一 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 及 び 第 三 十 一 条 の

二 十 一 第 二 項 第 二 号 の 規 定 に よ

る 無 店 舗 型 電 話 異 性 紹 介 営 業 を

営 ん で は な ら な い 旨 の 命 令 の 通

知
三 十 二 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 一 第 一 項 （ 同 条 第

三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 要

む 。 ） の 規 定 に よ る 無 店 舗 型 電
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二 十 六 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 五 及 び 第 三 十 一 条 の 六

第 二 項 第 二 号 の 規 定 に よ る 無 店

舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 を 営 ん で は

な ら な い 旨 の 命 令 の 通 知

二 十 七 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 六 第 一 項 （ 同 条 第 三 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 要

む 。 ） の 規 定 に よ る 無 店 舗 型 性

風 俗 特 殊 営 業 を 営 む 者 の 処 分 移

送 通 知 書 の 送 付

二 十 八 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 十 四 の 規 定 に よ る 店 舗 要

型 電 話 異 性 紹 介 営 業 を 営 む 者 に

対 す る 指 示

二 十 九 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 十 五 第 一 項 の 規 定 に よ

る 店 舗 型 電 話 異 性 紹 介 営 業 の 停

止 命 令 の 通 知 及 び 同 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 店 舗 型 電 話 異 性 紹 介

営 業 の 廃 止 命 令 の 通 知

三 十 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三 十

一 条 の 十 九 及 び 第 三 十 一 条 の 二

要

十 一 第 二 項 第 一 号 の 規 定 に よ る

無 店 舗 型 電 話 異 性 紹 介 営 業 を 営

む 者 に 対 す る 指 示

三 十 一 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 及 び 第 三 十 一 条 の

二 十 一 第 二 項 第 二 号 の 規 定 に よ

る 無 店 舗 型 電 話 異 性 紹 介 営 業 を

営 ん で は な ら な い 旨 の 命 令 の 通

知
三 十 二 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 一 第 一 項 （ 同 条 第

三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 要

む 。 ） の 規 定 に よ る 無 店 舗 型 電
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話 異 性 紹 介 営 業 を 営 む 者 の 処 分

移 送 通 知 書 の 送 付

三 十 三 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 五 条 の 二 の 規 定 に よ る 特 定 性

風 俗 物 品 販 売 等 営 業 の 停 止 命 令

の 通 知

三 十 四 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 九 第 一 項 及 び 第 三 十 一

要

条 の 十 一 第 二 項 第 一 号 の 規 定 に

よ る 映 像 送 信 型 性 風 俗 特 殊 営 業

を 営 む 者 に 対 す る 指 示

三 十 五 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 十 一 第 一 項 （ 同 条 第 三

項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 要

む 。 ） の 規 定 に よ る 映 像 送 信 型

性 風 俗 特 殊 営 業 を 営 む 者 の 処 分

移 送 通 知 書 の 送 付

三 十 六 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ

る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 の 許 可 証

の 交 付

三 十 七 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ 要

る 同 法 第 三 条 第 一 項 の 特 定 遊 興

飲 食 店 営 業 の 許 可 を し な い 場 合

の 通 知

三 十 八 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

要

る 同 法 第 五 条 第 四 項 の 規 定 に よ

る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 の 許 可 証

の 再 交 付

三 十 九 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 七 条 第 五 項 の 規 定 に よ
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話 異 性 紹 介 営 業 を 営 む 者 の 処 分

移 送 通 知 書 の 送 付

三 十 三 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 五 条 の 二 の 規 定 に よ る 特 定 性

風 俗 物 品 販 売 等 営 業 の 停 止 命 令

の 通 知

三 十 四 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 九 第 一 項 及 び 第 三 十 一

要

条 の 十 一 第 二 項 第 一 号 の 規 定 に

よ る 映 像 送 信 型 性 風 俗 特 殊 営 業

を 営 む 者 に 対 す る 指 示

三 十 五 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 十 一 第 一 項 （ 同 条 第 三

項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 要

む 。 ） の 規 定 に よ る 映 像 送 信 型

性 風 俗 特 殊 営 業 を 営 む 者 の 処 分

移 送 通 知 書 の 送 付

三 十 六 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ

る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 の 許 可 証

の 交 付

三 十 七 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ 要

る 同 法 第 三 条 第 一 項 の 特 定 遊 興

飲 食 店 営 業 の 許 可 を し な い 場 合

の 通 知

三 十 八 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

要

る 同 法 第 五 条 第 四 項 の 規 定 に よ

る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 の 許 可 証

の 再 交 付

三 十 九 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 七 条 第 五 項 の 規 定 に よ
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る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 の 許 可 証

の 書 換 え

四 十 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三 十

一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る

同 法 第 七 条 第 六 項 の 規 定 に よ る

同 法 第 七 条 第 一 項 の 特 定 遊 興 飲

食 店 営 業 の 相 続 を 承 認 し な い 場

合 の 通 知

四 十 一 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定

に よ る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 者 た

る 法 人 の 合 併 の 承 認 を し な い 場

合 の 通 知

四 十 二 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 七 条 の 二 第 三 項 に お い

て 準 用 す る 同 法 第 七 条 第 五 項 の

規 定 に よ る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業

の 許 可 証 の 書 換 え

四 十 三 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 七 条 の 三 第 一 項 の 規 定

に よ る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 者 た

る 法 人 の 分 割 の 承 認 を し な い 場

合 の 通 知

四 十 四 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 七 条 の 三 第 三 項 に お い

て 準 用 す る 同 法 第 七 条 第 五 項 の

規 定 に よ る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業

の 許 可 証 の 書 換 え

四 十 五 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 八 条 の 規 定 に よ る 特 定

遊 興 飲 食 店 営 業 の 許 可 の 取 消 し

の 通 知
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る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 の 許 可 証

の 書 換 え

四 十 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三 十

一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る

同 法 第 七 条 第 六 項 の 規 定 に よ る

同 法 第 七 条 第 一 項 の 特 定 遊 興 飲

食 店 営 業 の 相 続 を 承 認 し な い 場

合 の 通 知

四 十 一 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定

に よ る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 者 た

る 法 人 の 合 併 の 承 認 を し な い 場

合 の 通 知

四 十 二 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 七 条 の 二 第 三 項 に お い

て 準 用 す る 同 法 第 七 条 第 五 項 の

規 定 に よ る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業

の 許 可 証 の 書 換 え

四 十 三 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 七 条 の 三 第 一 項 の 規 定

に よ る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 者 た

る 法 人 の 分 割 の 承 認 を し な い 場

合 の 通 知

四 十 四 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 七 条 の 三 第 三 項 に お い

て 準 用 す る 同 法 第 七 条 第 五 項 の

規 定 に よ る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業

の 許 可 証 の 書 換 え

四 十 五 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 八 条 の 規 定 に よ る 特 定

遊 興 飲 食 店 営 業 の 許 可 の 取 消 し

の 通 知
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四 十 六 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 十 条 の 二 第 三 項 の 規 定

に よ る 特 例 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業

の 認 定 証 の 交 付

四 十 七 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 十 条 の 二 第 四 項 の 規 定

に よ る 特 例 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業

者 の 認 定 を し な い 旨 の 通 知

四 十 八 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

要

る 同 法 第 十 条 の 二 第 五 項 の 規 定

に よ る 特 例 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業

の 認 定 証 の 再 交 付

四 十 九 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 十 条 の 二 第 六 項 の 規 定

に よ る 特 例 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業

者 の 認 定 の 取 消 し の 通 知

五 十 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三 十

要

一 条 の 二 十 四 の 規 定 に よ る 特 定

遊 興 飲 食 店 営 業 者 に 対 す る 指 示

五 十 一 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 五 第 一 項 の 規 定 に

よ る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 の 許 可

の 取 消 し の 通 知 又 は 営 業 の 停 止

命 令 の 通 知 及 び 同 条 第 二 項 の 規

定 に よ る 飲 食 店 営 業 の 停 止 命 令

の 通 知

五 十 二 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

要

十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 飲 食

店 営 業 者 に 対 す る 指 示

五 十 三 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 飲 食



（43）栃 木 県 公 報 号外第25号令和２（2020）年３月31日　火曜日

-
9
-

四 十 六 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 十 条 の 二 第 三 項 の 規 定

に よ る 特 例 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業

の 認 定 証 の 交 付

四 十 七 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 十 条 の 二 第 四 項 の 規 定

に よ る 特 例 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業

者 の 認 定 を し な い 旨 の 通 知

四 十 八 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

要

る 同 法 第 十 条 の 二 第 五 項 の 規 定

に よ る 特 例 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業

の 認 定 証 の 再 交 付

四 十 九 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 十 条 の 二 第 六 項 の 規 定

に よ る 特 例 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業

者 の 認 定 の 取 消 し の 通 知

五 十 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三 十

要

一 条 の 二 十 四 の 規 定 に よ る 特 定

遊 興 飲 食 店 営 業 者 に 対 す る 指 示

五 十 一 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 五 第 一 項 の 規 定 に

よ る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 の 許 可

の 取 消 し の 通 知 又 は 営 業 の 停 止

命 令 の 通 知 及 び 同 条 第 二 項 の 規

定 に よ る 飲 食 店 営 業 の 停 止 命 令

の 通 知

五 十 二 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

要

十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 飲 食

店 営 業 者 に 対 す る 指 示

五 十 三 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 飲 食

-
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店 営 業 の 停 止 命 令 の 通 知

五 十 四 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 五 条 の 規 定 に よ る 興 行 場 営 業

の 停 止 命 令 の 通 知

五 十 五 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 五 条 の 四 第 一 項 及 び 第 四 項 第 要

一 号 の 規 定 に よ る 接 客 業 務 受 託

営 業 を 営 む 者 に 対 す る 指 示

五 十 六 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 五 条 の 四 第 二 項 及 び 第 四 項 第

二 号 の 規 定 に よ る 接 客 業 務 受 託

営 業 を 営 ん で は な ら な い 旨 の 命

令 の 通 知

五 十 七 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 五 条 の 四 第 三 項 （ 同 条 第 五 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 要

む 。 ） の 規 定 に よ る 接 客 業 務 受

託 営 業 を 営 む 者 の 処 分 移 送 通 知

書 の 送 付

五 十 八 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

要

十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告

又 は 資 料 の 提 出 の 要 求

五 十 九 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

要

十 九 条 第 二 項 第 六 号 及 び 第 七 号

の 規 定 に よ る 調 査 の 委 託

六 十 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 四 十

一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 聴 聞 の

通 知 及 び 公 示

六 十 一 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 四

十 一 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る

国 家 公 安 委 員 会 に 対 す る 報 告

六 十 二 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 四
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店 営 業 の 停 止 命 令 の 通 知

五 十 四 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 五 条 の 規 定 に よ る 興 行 場 営 業

の 停 止 命 令 の 通 知

五 十 五 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 五 条 の 四 第 一 項 及 び 第 四 項 第 要

一 号 の 規 定 に よ る 接 客 業 務 受 託

営 業 を 営 む 者 に 対 す る 指 示

五 十 六 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 五 条 の 四 第 二 項 及 び 第 四 項 第

二 号 の 規 定 に よ る 接 客 業 務 受 託

営 業 を 営 ん で は な ら な い 旨 の 命

令 の 通 知

五 十 七 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 五 条 の 四 第 三 項 （ 同 条 第 五 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 要

む 。 ） の 規 定 に よ る 接 客 業 務 受

託 営 業 を 営 む 者 の 処 分 移 送 通 知

書 の 送 付

五 十 八 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

要

十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告

又 は 資 料 の 提 出 の 要 求

五 十 九 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

要

十 九 条 第 二 項 第 六 号 及 び 第 七 号

の 規 定 に よ る 調 査 の 委 託

六 十 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 四 十

一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 聴 聞 の

通 知 及 び 公 示

六 十 一 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 四

十 一 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る

国 家 公 安 委 員 会 に 対 す る 報 告

六 十 二 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 四
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十 一 条 の 三 第 二 項 の 規 定 に よ る

公 安 委 員 会 に 対 す る 通 報

六 十 三 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 四

十 二 条 の 規 定 に よ る 処 分 の 通 知

六 十 四 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行

規 則 第 三 十 四 条 第 三 項 の 規 定 に

よ る 受 講 証 明 書 の 交 付

六 十 五 質 屋 営 業 法 第 二 条 第 一 項

要

の 規 定 に よ る 質 屋 営 業 の 許 可

六 十 六 質 屋 営 業 法 第 三 条 第 三 項

の 規 定 に よ る 質 屋 営 業 の 許 可 を

し な い 旨 の 通 知

六 十 七 質 屋 営 業 法 第 四 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 営 業 所 の 移 転 又 は

要

管 理 者 の 新 設 若 し く は 変 更 の 許

可
六 十 八 質 屋 営 業 法 第 八 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 許 可 証 の 交 付

六 十 九 質 屋 営 業 法 第 二 十 五 条 の

規 定 に よ る 質 屋 の 許 可 の 取 消 し

の 通 知 又 は 質 屋 営 業 の 停 止 命 令

の 通 知

七 十 行 政 手 続 法 第 十 五 条 第 一 項

又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 聴 聞 の

通 知 （ 同 法 第 十 三 条 第 一 項 第 一

号 イ （ 質 屋 営 業 法 第 二 十 五 条 の

規 定 に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る

も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 二 十

六 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の に

限 る 。 ）

七 十 一 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 九 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所

の 変 更 の 申 出 書 の 受 理 （ 行 政 手

続 法 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 イ

（ 質 屋 営 業 法 第 二 十 五 条 の 規 定

に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の

に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 二 十 六 条

第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限
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十 一 条 の 三 第 二 項 の 規 定 に よ る

公 安 委 員 会 に 対 す る 通 報

六 十 三 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 四

十 二 条 の 規 定 に よ る 処 分 の 通 知

六 十 四 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行

規 則 第 三 十 四 条 第 三 項 の 規 定 に

よ る 受 講 証 明 書 の 交 付

六 十 五 質 屋 営 業 法 第 二 条 第 一 項

要

の 規 定 に よ る 質 屋 営 業 の 許 可

六 十 六 質 屋 営 業 法 第 三 条 第 三 項

の 規 定 に よ る 質 屋 営 業 の 許 可 を

し な い 旨 の 通 知

六 十 七 質 屋 営 業 法 第 四 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 営 業 所 の 移 転 又 は

要

管 理 者 の 新 設 若 し く は 変 更 の 許

可
六 十 八 質 屋 営 業 法 第 八 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 許 可 証 の 交 付

六 十 九 質 屋 営 業 法 第 二 十 五 条 の

規 定 に よ る 質 屋 の 許 可 の 取 消 し

の 通 知 又 は 質 屋 営 業 の 停 止 命 令

の 通 知

七 十 行 政 手 続 法 第 十 五 条 第 一 項

又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 聴 聞 の

通 知 （ 同 法 第 十 三 条 第 一 項 第 一

号 イ （ 質 屋 営 業 法 第 二 十 五 条 の

規 定 に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る

も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 二 十

六 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の に

限 る 。 ）

七 十 一 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 九 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所

の 変 更 の 申 出 書 の 受 理 （ 行 政 手

続 法 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 イ

（ 質 屋 営 業 法 第 二 十 五 条 の 規 定

に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の

に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 二 十 六 条

第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限

-
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る 。 ）

七 十 二 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 九 条 第 三 項 の

規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所

の 変 更 の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十

三 条 第 一 項 第 一 号 イ （ 質 屋 営 業

法 第 二 十 五 条 の 規 定 に よ る 取 消

し の 処 分 に 係 る も の に 限 る 。 ）

又 は 同 法 第 二 十 六 条 第 一 項 の 聴

聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

七 十 三 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 文 書 閲 覧 請 求 書 の 受

理 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項

第 一 号 イ （ 質 屋 営 業 法 第 二 十 五

条 の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分 に

係 る も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第

二 十 六 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も

の に 限 る 。 ）

七 十 四 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 閲 覧 の 日 時 及 び 場 所

の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第

一 項 第 一 号 イ （ 質 屋 営 業 法 第 二

十 五 条 の 規 定 に よ る 取 消 し の 処

分 に 係 る も の に 限 る 。 ） 又 は 同

法 第 二 十 六 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係

る も の に 限 る 。 ）

七 十 五 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 二 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 に お け

る 審 理 の 公 開 の 通 知 及 び 公 示

（ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第

一 号 イ （ 質 屋 営 業 法 第 二 十 五 条

の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分 に 係

る も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 二

十 六 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の

に 限 る 。 ）

七 十 六 質 屋 営 業 法 第 二 十 七 条 の

規 定 に よ る 他 の 公 安 委 員 会 へ の

通 知

七 十 七 質 屋 営 業 法 第 二 十 八 条 第

三 項 第 一 号 及 び 第 五 項 の 規 定 に

よ る 質 契 約 を 終 了 さ せ る 行 為 の
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七 十 二 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 九 条 第 三 項 の

規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所

の 変 更 の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十

三 条 第 一 項 第 一 号 イ （ 質 屋 営 業

法 第 二 十 五 条 の 規 定 に よ る 取 消

し の 処 分 に 係 る も の に 限 る 。 ）

又 は 同 法 第 二 十 六 条 第 一 項 の 聴

聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

七 十 三 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 文 書 閲 覧 請 求 書 の 受

理 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項

第 一 号 イ （ 質 屋 営 業 法 第 二 十 五

条 の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分 に

係 る も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第

二 十 六 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も

の に 限 る 。 ）

七 十 四 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 閲 覧 の 日 時 及 び 場 所

の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第

一 項 第 一 号 イ （ 質 屋 営 業 法 第 二

十 五 条 の 規 定 に よ る 取 消 し の 処

分 に 係 る も の に 限 る 。 ） 又 は 同

法 第 二 十 六 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係

る も の に 限 る 。 ）

七 十 五 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 二 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 に お け

る 審 理 の 公 開 の 通 知 及 び 公 示

（ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第

一 号 イ （ 質 屋 営 業 法 第 二 十 五 条

の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分 に 係

る も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 二

十 六 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の

に 限 る 。 ）

七 十 六 質 屋 営 業 法 第 二 十 七 条 の

規 定 に よ る 他 の 公 安 委 員 会 へ の

通 知

七 十 七 質 屋 営 業 法 第 二 十 八 条 第

三 項 第 一 号 及 び 第 五 項 の 規 定 に

よ る 質 契 約 を 終 了 さ せ る 行 為 の

-
1
3
-

承 認

七 十 八 古 物 営 業 法 第 三 条 の 規 定

要

に よ る 古 物 営 業 の 許 可

七 十 九 古 物 営 業 法 第 五 条 第 二 項

の 規 定 に よ る 許 可 証 の 交 付

八 十 古 物 営 業 法 第 五 条 第 三 項 の

規 定 に よ る 古 物 営 業 の 許 可 を し

な い 旨 の 通 知

八 十 一 古 物 営 業 法 第 六 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 古 物 営 業 の 許 可 の

取 消 し の 通 知

八 十 二 行 政 手 続 法 第 十 五 条 第 一

項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 聴 聞

の 通 知 （ 同 法 第 十 三 条 第 一 項 第

一 号 イ （ 古 物 営 業 法 第 六 条 第 一

項 又 は 第 二 十 四 条 の 規 定 に よ る

取 消 し の 処 分 に 係 る も の に 限

る 。 ） 又 は 同 法 第 二 十 五 条 第 一

項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

八 十 三 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 九 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所

の 変 更 の 申 出 書 の 受 理 （ 行 政 手

続 法 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 イ

（ 古 物 営 業 法 第 六 条 第 一 項 又 は

第 二 十 四 条 の 規 定 に よ る 取 消 し

の 処 分 に 係 る も の に 限 る 。 ） 又

は 同 法 第 二 十 五 条 第 一 項 の 聴 聞

に 係 る も の に 限 る 。 ）

八 十 四 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 九 条 第 三 項 の

規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所

の 変 更 の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十

三 条 第 一 項 第 一 号 イ （ 古 物 営 業

法 第 六 条 第 一 項 又 は 第 二 十 四 条

の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分 に 係

る も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 二

十 五 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の

に 限 る 。 ）

八 十 五 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 文 書 閲 覧 請 求 書 の 受
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承 認

七 十 八 古 物 営 業 法 第 三 条 の 規 定

要

に よ る 古 物 営 業 の 許 可

七 十 九 古 物 営 業 法 第 五 条 第 二 項

の 規 定 に よ る 許 可 証 の 交 付

八 十 古 物 営 業 法 第 五 条 第 三 項 の

規 定 に よ る 古 物 営 業 の 許 可 を し

な い 旨 の 通 知

八 十 一 古 物 営 業 法 第 六 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 古 物 営 業 の 許 可 の

取 消 し の 通 知

八 十 二 行 政 手 続 法 第 十 五 条 第 一

項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 聴 聞

の 通 知 （ 同 法 第 十 三 条 第 一 項 第

一 号 イ （ 古 物 営 業 法 第 六 条 第 一

項 又 は 第 二 十 四 条 の 規 定 に よ る

取 消 し の 処 分 に 係 る も の に 限

る 。 ） 又 は 同 法 第 二 十 五 条 第 一

項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

八 十 三 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 九 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所

の 変 更 の 申 出 書 の 受 理 （ 行 政 手

続 法 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 イ

（ 古 物 営 業 法 第 六 条 第 一 項 又 は

第 二 十 四 条 の 規 定 に よ る 取 消 し

の 処 分 に 係 る も の に 限 る 。 ） 又

は 同 法 第 二 十 五 条 第 一 項 の 聴 聞

に 係 る も の に 限 る 。 ）

八 十 四 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 九 条 第 三 項 の

規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所

の 変 更 の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十

三 条 第 一 項 第 一 号 イ （ 古 物 営 業

法 第 六 条 第 一 項 又 は 第 二 十 四 条

の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分 に 係

る も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 二

十 五 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の

に 限 る 。 ）

八 十 五 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 文 書 閲 覧 請 求 書 の 受

-
1
4
-

理 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項

第 一 号 イ （ 古 物 営 業 法 第 六 条 第

一 項 又 は 第 二 十 四 条 の 規 定 に よ

る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の に 限

る 。 ） 又 は 同 法 第 二 十 五 条 第 一

項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

八 十 六 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 閲 覧 の 日 時 及 び 場 所

の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第

一 項 第 一 号 イ （ 古 物 営 業 法 第 六

条 第 一 項 又 は 第 二 十 四 条 の 規 定

に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の

に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 二 十 五 条

第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限

る 。 ）

八 十 七 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 二 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 に お け

る 審 理 の 公 開 の 通 知 及 び 公 示

（ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第

一 号 イ （ 古 物 営 業 法 第 六 条 第 一

項 又 は 第 二 十 四 条 の 規 定 に よ る

取 消 し の 処 分 に 係 る も の に 限

る 。 ） 又 は 同 法 第 二 十 五 条 第 一

項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

八 十 八 古 物 営 業 法 第 七 条 第 二 項

後 段 の 規 定 に よ る 他 の 公 安 委 員

会 へ の 通 知

八 十 九 古 物 営 業 法 第 十 三 条 第 四

項 の 規 定 に よ る 管 理 者 の 解 任 の 要

勧 告

九 十 古 物 営 業 法 第 二 十 一 条 の 五

第 一 項 及 び 第 二 十 一 条 の 六 第 一

項 の 規 定 に よ る 古 物 競 り あ つ せ 要

ん 業 に 係 る 業 務 の 実 施 の 方 法 の

認 定

九 十 一 古 物 営 業 法 施 行 規 則 （ 平

成 七 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 十

号 ） 第 十 九 条 の 七 第 一 項 の 規 定

に よ る 古 物 営 業 法 第 二 十 一 条 の

五 第 一 項 の 認 定 を し た 旨 の 通 知

及 び 公 示
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理 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項

第 一 号 イ （ 古 物 営 業 法 第 六 条 第

一 項 又 は 第 二 十 四 条 の 規 定 に よ

る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の に 限

る 。 ） 又 は 同 法 第 二 十 五 条 第 一

項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

八 十 六 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 閲 覧 の 日 時 及 び 場 所

の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第

一 項 第 一 号 イ （ 古 物 営 業 法 第 六

条 第 一 項 又 は 第 二 十 四 条 の 規 定

に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の

に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 二 十 五 条

第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限

る 。 ）

八 十 七 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 二 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 に お け

る 審 理 の 公 開 の 通 知 及 び 公 示

（ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第

一 号 イ （ 古 物 営 業 法 第 六 条 第 一

項 又 は 第 二 十 四 条 の 規 定 に よ る

取 消 し の 処 分 に 係 る も の に 限

る 。 ） 又 は 同 法 第 二 十 五 条 第 一

項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

八 十 八 古 物 営 業 法 第 七 条 第 二 項

後 段 の 規 定 に よ る 他 の 公 安 委 員

会 へ の 通 知

八 十 九 古 物 営 業 法 第 十 三 条 第 四

項 の 規 定 に よ る 管 理 者 の 解 任 の 要

勧 告

九 十 古 物 営 業 法 第 二 十 一 条 の 五

第 一 項 及 び 第 二 十 一 条 の 六 第 一

項 の 規 定 に よ る 古 物 競 り あ つ せ 要

ん 業 に 係 る 業 務 の 実 施 の 方 法 の

認 定

九 十 一 古 物 営 業 法 施 行 規 則 （ 平

成 七 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 十

号 ） 第 十 九 条 の 七 第 一 項 の 規 定

に よ る 古 物 営 業 法 第 二 十 一 条 の

五 第 一 項 の 認 定 を し た 旨 の 通 知

及 び 公 示
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九 十 二 古 物 営 業 法 施 行 規 則 第 十

九 条 の 七 第 二 項 の 規 定 に よ る 古

物 営 業 法 第 二 十 一 条 の 五 第 一 項

の 認 定 を し な い 旨 の 通 知

九 十 三 古 物 営 業 法 施 行 規 則 第 十

九 条 の 十 第 一 項 の 規 定 に よ る 認

要

定 古 物 競 り あ つ せ ん 業 者 の 認 定

の 取 消 し

九 十 四 古 物 営 業 法 施 行 規 則 第 十

九 条 の 十 第 二 項 の 規 定 に よ る 認

定 古 物 競 り あ つ せ ん 業 者 の 認 定

を 取 り 消 し た 旨 の 公 示

九 十 五 古 物 営 業 法 施 行 規 則 第 十

九 条 の 十 二 に お い て 準 用 す る 同

規 則 第 十 九 条 の 七 第 一 項 の 規 定

に よ る 古 物 営 業 法 第 二 十 一 条 の

六 第 一 項 の 認 定 を し た 旨 の 通 知

及 び 公 示

九 十 六 古 物 営 業 法 施 行 規 則 第 十

九 条 の 十 二 に お い て 準 用 す る 同

規 則 第 十 九 条 の 七 第 二 項 の 規 定

に よ る 古 物 営 業 法 第 二 十 一 条 の

六 第 一 項 の 認 定 を し な い 旨 の 通

知
九 十 七 古 物 営 業 法 施 行 規 則 第 十

九 条 の 十 四 第 一 項 の 規 定 に よ る

要

認 定 外 国 古 物 競 り あ つ せ ん 業 者

の 認 定 の 取 消 し

九 十 八 古 物 営 業 法 施 行 規 則 第 十

九 条 の 十 四 第 二 項 に お い て 準 用

す る 同 規 則 第 十 九 条 の 十 第 二 項

の 規 定 に よ る 認 定 外 国 古 物 競 り

あ つ せ ん 業 者 の 認 定 を 取 り 消 し

た 旨 の 公 示

九 十 九 古 物 営 業 法 第 二 十 三 条 の

規 定 に よ る 業 務 の 適 正 な 実 施 を 要

確 保 す る た め の 指 示

百 古 物 営 業 法 第 二 十 四 条 の 規 定

に よ る 古 物 営 業 の 許 可 の 取 消 し

の 通 知 又 は 古 物 営 業 の 停 止 命 令

の 通 知
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九 十 二 古 物 営 業 法 施 行 規 則 第 十

九 条 の 七 第 二 項 の 規 定 に よ る 古

物 営 業 法 第 二 十 一 条 の 五 第 一 項

の 認 定 を し な い 旨 の 通 知

九 十 三 古 物 営 業 法 施 行 規 則 第 十

九 条 の 十 第 一 項 の 規 定 に よ る 認

要

定 古 物 競 り あ つ せ ん 業 者 の 認 定

の 取 消 し

九 十 四 古 物 営 業 法 施 行 規 則 第 十

九 条 の 十 第 二 項 の 規 定 に よ る 認

定 古 物 競 り あ つ せ ん 業 者 の 認 定

を 取 り 消 し た 旨 の 公 示

九 十 五 古 物 営 業 法 施 行 規 則 第 十

九 条 の 十 二 に お い て 準 用 す る 同

規 則 第 十 九 条 の 七 第 一 項 の 規 定

に よ る 古 物 営 業 法 第 二 十 一 条 の

六 第 一 項 の 認 定 を し た 旨 の 通 知

及 び 公 示

九 十 六 古 物 営 業 法 施 行 規 則 第 十

九 条 の 十 二 に お い て 準 用 す る 同

規 則 第 十 九 条 の 七 第 二 項 の 規 定

に よ る 古 物 営 業 法 第 二 十 一 条 の

六 第 一 項 の 認 定 を し な い 旨 の 通

知
九 十 七 古 物 営 業 法 施 行 規 則 第 十

九 条 の 十 四 第 一 項 の 規 定 に よ る

要

認 定 外 国 古 物 競 り あ つ せ ん 業 者

の 認 定 の 取 消 し

九 十 八 古 物 営 業 法 施 行 規 則 第 十

九 条 の 十 四 第 二 項 に お い て 準 用

す る 同 規 則 第 十 九 条 の 十 第 二 項

の 規 定 に よ る 認 定 外 国 古 物 競 り

あ つ せ ん 業 者 の 認 定 を 取 り 消 し

た 旨 の 公 示

九 十 九 古 物 営 業 法 第 二 十 三 条 の

規 定 に よ る 業 務 の 適 正 な 実 施 を 要

確 保 す る た め の 指 示

百 古 物 営 業 法 第 二 十 四 条 の 規 定

に よ る 古 物 営 業 の 許 可 の 取 消 し

の 通 知 又 は 古 物 営 業 の 停 止 命 令

の 通 知

-
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百 一 古 物 営 業 法 の 一 部 を 改 正 す

る 法 律 （ 平 成 三 十 年 法 律 第 二 十

要

一 号 ） 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定

に よ る 届 出 の 処 理

百 二 古 物 営 業 法 の 一 部 を 改 正 す

る 法 律 附 則 第 二 条 第 二 項 の 規 定

に よ る 他 の 公 安 委 員 会 へ の 通 知

百 三 警 備 業 法 第 五 条 第 五 項 の 規

要

定 に よ る 認 定 証 の 再 交 付

百 四 警 備 業 法 第 十 一 条 第 三 項 の

要

規 定 に よ る 認 定 証 の 書 換 え

百 五 警 備 業 法 第 七 条 第 一 項 か ら

第 三 項 ま で の 規 定 に よ る 認 定 証 要

の 更 新 及 び 不 更 新 の 通 知

百 六 警 備 業 法 第 八 条 の 規 定 に よ

る 警 備 業 の 認 定 の 取 消 し の 通 知

百 七 行 政 手 続 法 第 十 五 条 第 一 項

又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 聴 聞 の

通 知 （ 同 法 第 十 三 条 第 一 項 第 一

号 イ （ 警 備 業 法 第 八 条 の 規 定 に

よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の に

限 る 。 ） 若 し く は ロ （ 同 法 第 二

十 二 条 第 七 項 （ 同 法 第 二 十 三 条

第 五 項 及 び 第 四 十 二 条 第 三 項 に

お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

の 規 定 に よ る 返 納 の 命 令 に 係 る

も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 五 十

条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限

る 。 ）

百 八 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 九 条 第 二 項 の 規

定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所 の

変 更 の 申 出 書 の 受 理 （ 行 政 手 続

法 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 イ （ 警

備 業 法 第 八 条 の 規 定 に よ る 取 消

し の 処 分 に 係 る も の に 限 る 。 ）

若 し く は ロ （ 同 法 第 二 十 二 条 第

七 項 （ 同 法 第 二 十 三 条 第 五 項 及

び 第 四 十 二 条 第 三 項 に お い て 準

用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に

よ る 返 納 の 命 令 に 係 る も の に 限

る 。 ） 又 は 同 法 第 五 十 条 第 一 項

の 聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）
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百 一 古 物 営 業 法 の 一 部 を 改 正 す

る 法 律 （ 平 成 三 十 年 法 律 第 二 十

要

一 号 ） 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定

に よ る 届 出 の 処 理

百 二 古 物 営 業 法 の 一 部 を 改 正 す

る 法 律 附 則 第 二 条 第 二 項 の 規 定

に よ る 他 の 公 安 委 員 会 へ の 通 知

百 三 警 備 業 法 第 五 条 第 五 項 の 規

要

定 に よ る 認 定 証 の 再 交 付

百 四 警 備 業 法 第 十 一 条 第 三 項 の

要

規 定 に よ る 認 定 証 の 書 換 え

百 五 警 備 業 法 第 七 条 第 一 項 か ら

第 三 項 ま で の 規 定 に よ る 認 定 証 要

の 更 新 及 び 不 更 新 の 通 知

百 六 警 備 業 法 第 八 条 の 規 定 に よ

る 警 備 業 の 認 定 の 取 消 し の 通 知

百 七 行 政 手 続 法 第 十 五 条 第 一 項

又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 聴 聞 の

通 知 （ 同 法 第 十 三 条 第 一 項 第 一

号 イ （ 警 備 業 法 第 八 条 の 規 定 に

よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の に

限 る 。 ） 若 し く は ロ （ 同 法 第 二

十 二 条 第 七 項 （ 同 法 第 二 十 三 条

第 五 項 及 び 第 四 十 二 条 第 三 項 に

お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

の 規 定 に よ る 返 納 の 命 令 に 係 る

も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 五 十

条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限

る 。 ）

百 八 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 九 条 第 二 項 の 規

定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所 の

変 更 の 申 出 書 の 受 理 （ 行 政 手 続

法 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 イ （ 警

備 業 法 第 八 条 の 規 定 に よ る 取 消

し の 処 分 に 係 る も の に 限 る 。 ）

若 し く は ロ （ 同 法 第 二 十 二 条 第

七 項 （ 同 法 第 二 十 三 条 第 五 項 及

び 第 四 十 二 条 第 三 項 に お い て 準

用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に

よ る 返 納 の 命 令 に 係 る も の に 限

る 。 ） 又 は 同 法 第 五 十 条 第 一 項

の 聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

-
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百 九 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 九 条 第 三 項 の 規

定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所 の

変 更 の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十 三

条 第 一 項 第 一 号 イ （ 警 備 業 法 第

八 条 の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分

に 係 る も の に 限 る 。 ） 若 し く は

ロ （ 同 法 第 二 十 二 条 第 七 項 （ 同

法 第 二 十 三 条 第 五 項 及 び 第 四 十

二 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 返 納

の 命 令 に 係 る も の に 限 る 。 ） 又

は 同 法 第 五 十 条 第 一 項 の 聴 聞 に

係 る も の に 限 る 。 ）

百 十 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 十 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 文 書 閲 覧 請 求 書 の 受 理

（ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第

一 号 イ （ 警 備 業 法 第 八 条 の 規 定

に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の

に 限 る 。 ） 若 し く は ロ （ 同 法 第

二 十 二 条 第 七 項 （ 同 法 第 二 十 三

条 第 五 項 及 び 第 四 十 二 条 第 三 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ る 返 納 の 命 令

に 係 る も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法

第 五 十 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も

の に 限 る 。 ）

百 十 一 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 閲 覧 の 日 時 及 び 場 所

の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第

一 項 第 一 号 イ （ 警 備 業 法 第 八 条

の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分 に 係

る も の に 限 る 。 ） 若 し く は ロ

（ 同 法 第 二 十 二 条 第 七 項 （ 同 法

第 二 十 三 条 第 五 項 及 び 第 四 十 二

条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 返 納 の

命 令 に 係 る も の に 限 る 。 ） 又 は

同 法 第 五 十 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係

る も の に 限 る 。 ）

百 十 二 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 二 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 に お け

る 審 理 の 公 開 の 通 知 及 び 公 示
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百 九 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 九 条 第 三 項 の 規

定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所 の

変 更 の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十 三

条 第 一 項 第 一 号 イ （ 警 備 業 法 第

八 条 の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分

に 係 る も の に 限 る 。 ） 若 し く は

ロ （ 同 法 第 二 十 二 条 第 七 項 （ 同

法 第 二 十 三 条 第 五 項 及 び 第 四 十

二 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 返 納

の 命 令 に 係 る も の に 限 る 。 ） 又

は 同 法 第 五 十 条 第 一 項 の 聴 聞 に

係 る も の に 限 る 。 ）

百 十 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 十 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 文 書 閲 覧 請 求 書 の 受 理

（ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第

一 号 イ （ 警 備 業 法 第 八 条 の 規 定

に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の

に 限 る 。 ） 若 し く は ロ （ 同 法 第

二 十 二 条 第 七 項 （ 同 法 第 二 十 三

条 第 五 項 及 び 第 四 十 二 条 第 三 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ る 返 納 の 命 令

に 係 る も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法

第 五 十 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も

の に 限 る 。 ）

百 十 一 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 閲 覧 の 日 時 及 び 場 所

の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第

一 項 第 一 号 イ （ 警 備 業 法 第 八 条

の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分 に 係

る も の に 限 る 。 ） 若 し く は ロ

（ 同 法 第 二 十 二 条 第 七 項 （ 同 法

第 二 十 三 条 第 五 項 及 び 第 四 十 二

条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 返 納 の

命 令 に 係 る も の に 限 る 。 ） 又 は

同 法 第 五 十 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係

る も の に 限 る 。 ）

百 十 二 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 二 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 に お け

る 審 理 の 公 開 の 通 知 及 び 公 示

-
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（ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第

一 号 イ （ 警 備 業 法 第 八 条 の 規 定

に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の

に 限 る 。 ） 若 し く は ロ （ 同 法 第

二 十 二 条 第 七 項 （ 同 法 第 二 十 三

条 第 五 項 及 び 第 四 十 二 条 第 三 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ る 返 納 の 命 令

に 係 る も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法

第 五 十 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も

の に 限 る 。 ）

百 十 三 警 備 業 法 第 二 十 二 条 第 七

項 の 規 定 に よ る 警 備 員 指 導 教 育

責 任 者 資 格 者 証 の 返 納 命 令 の 通

知
百 十 四 警 備 業 法 第 二 十 三 条 第 五

項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 二 十

二 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 合 格 証

明 書 の 返 納 命 令 の 通 知

百 十 五 警 備 業 法 第 四 十 二 条 第 三

項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 二 十

二 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 機 械 警

備 業 務 管 理 者 資 格 者 証 の 返 納 命

令 の 通 知

百 十 六 警 備 業 法 第 四 十 八 条 の 規

要

定 に よ る 警 備 業 者 に 対 す る 指 示

百 十 七 警 備 業 法 第 四 十 九 条 第 一

項 の 規 定 に よ る 警 備 業 者 の 営 業

の 停 止 命 令 の 通 知

百 十 八 警 備 業 法 第 四 十 九 条 第 二

項 の 規 定 に よ る 警 備 業 者 の 営 業

の 廃 止 命 令 の 通 知

百 十 九 警 備 業 法 第 二 十 三 条 第 四

項 の 規 定 に よ る 合 格 証 明 書 の 交 要

付
百 二 十 警 備 業 法 第 二 十 三 条 第 五

項 の 規 定 に よ る 合 格 証 明 書 の 再 要

交 付 及 び 書 換 え

百 二 十 一 警 備 業 法 施 行 規 則 （ 昭

和 五 十 八 年 総 理 府 令 第 一 号 ） 第

三 十 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 警 要
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（ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第

一 号 イ （ 警 備 業 法 第 八 条 の 規 定

に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の

に 限 る 。 ） 若 し く は ロ （ 同 法 第

二 十 二 条 第 七 項 （ 同 法 第 二 十 三

条 第 五 項 及 び 第 四 十 二 条 第 三 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ る 返 納 の 命 令

に 係 る も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法

第 五 十 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も

の に 限 る 。 ）

百 十 三 警 備 業 法 第 二 十 二 条 第 七

項 の 規 定 に よ る 警 備 員 指 導 教 育

責 任 者 資 格 者 証 の 返 納 命 令 の 通

知
百 十 四 警 備 業 法 第 二 十 三 条 第 五

項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 二 十

二 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 合 格 証

明 書 の 返 納 命 令 の 通 知

百 十 五 警 備 業 法 第 四 十 二 条 第 三

項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 二 十

二 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 機 械 警

備 業 務 管 理 者 資 格 者 証 の 返 納 命

令 の 通 知

百 十 六 警 備 業 法 第 四 十 八 条 の 規

要

定 に よ る 警 備 業 者 に 対 す る 指 示

百 十 七 警 備 業 法 第 四 十 九 条 第 一

項 の 規 定 に よ る 警 備 業 者 の 営 業

の 停 止 命 令 の 通 知

百 十 八 警 備 業 法 第 四 十 九 条 第 二

項 の 規 定 に よ る 警 備 業 者 の 営 業

の 廃 止 命 令 の 通 知

百 十 九 警 備 業 法 第 二 十 三 条 第 四

項 の 規 定 に よ る 合 格 証 明 書 の 交 要

付
百 二 十 警 備 業 法 第 二 十 三 条 第 五

項 の 規 定 に よ る 合 格 証 明 書 の 再 要

交 付 及 び 書 換 え

百 二 十 一 警 備 業 法 施 行 規 則 （ 昭

和 五 十 八 年 総 理 府 令 第 一 号 ） 第

三 十 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 警 要

-
1
9
-

備 員 指 導 教 育 責 任 者 設 置 特 例 の

承 認

百 二 十 二 警 備 業 法 施 行 規 則 第 四

十 三 条 （ 同 令 第 六 十 三 条 に お い

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規

要

定 に よ る 警 備 員 指 導 教 育 責 任 者

資 格 者 証 及 び 機 械 警 備 業 務 管 理

者 資 格 者 証 の 再 交 付 及 び 書 換 え

百 二 十 三 警 備 員 指 導 教 育 責 任 者

及 び 機 械 警 備 業 務 管 理 者 に 係 る

講 習 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十

八 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 二 要

号 ） 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る

警 備 員 指 導 教 育 責 任 者 講 習 修 了

証 明 書 の 交 付

百 二 十 四 警 備 員 指 導 教 育 責 任 者

及 び 機 械 警 備 業 務 管 理 者 に 係 る

講 習 等 に 関 す る 規 則 第 十 二 条 第 要

一 項 の 規 定 に よ る 機 械 警 備 業 務

管 理 者 講 習 修 了 証 明 書 の 交 付

百 二 十 五 警 備 員 指 導 教 育 責 任 者

及 び 機 械 警 備 業 務 管 理 者 に 係 る

講 習 等 に 関 す る 規 則 第 七 条 第 二

項 （ 同 規 則 第 十 二 条 第 二 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 要

規 定 に よ る 警 備 員 指 導 教 育 責 任

者 講 習 修 了 証 明 書 及 び 機 械 警 備

業 務 管 理 者 講 習 修 了 証 明 書 の 再

交 付

百 二 十 六 行 政 手 続 法 第 十 五 条 第

一 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 聴

聞 の 通 知 （ ス ト ー カ ー 行 為 等 の

規 制 等 に 関 す る 法 律 第 五 条 第 二

項 （ 同 条 第 十 項 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） の 聴 聞 に 係 る

も の に 限 る 。 ）

百 二 十 七 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の

付 与 に 関 す る 規 則 第 九 条 第 二 項

の 規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場

所 の 変 更 の 申 出 書 の 受 理 （ ス

ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等 に 関 す

る 法 律 第 五 条 第 二 項 （ 同 条 第 十

項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 聴 聞 に 係 る も の に 限
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備 員 指 導 教 育 責 任 者 設 置 特 例 の

承 認

百 二 十 二 警 備 業 法 施 行 規 則 第 四

十 三 条 （ 同 令 第 六 十 三 条 に お い

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規

要

定 に よ る 警 備 員 指 導 教 育 責 任 者

資 格 者 証 及 び 機 械 警 備 業 務 管 理

者 資 格 者 証 の 再 交 付 及 び 書 換 え

百 二 十 三 警 備 員 指 導 教 育 責 任 者

及 び 機 械 警 備 業 務 管 理 者 に 係 る

講 習 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十

八 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 二 要

号 ） 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る

警 備 員 指 導 教 育 責 任 者 講 習 修 了

証 明 書 の 交 付

百 二 十 四 警 備 員 指 導 教 育 責 任 者

及 び 機 械 警 備 業 務 管 理 者 に 係 る

講 習 等 に 関 す る 規 則 第 十 二 条 第 要

一 項 の 規 定 に よ る 機 械 警 備 業 務

管 理 者 講 習 修 了 証 明 書 の 交 付

百 二 十 五 警 備 員 指 導 教 育 責 任 者

及 び 機 械 警 備 業 務 管 理 者 に 係 る

講 習 等 に 関 す る 規 則 第 七 条 第 二

項 （ 同 規 則 第 十 二 条 第 二 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 要

規 定 に よ る 警 備 員 指 導 教 育 責 任

者 講 習 修 了 証 明 書 及 び 機 械 警 備

業 務 管 理 者 講 習 修 了 証 明 書 の 再

交 付

百 二 十 六 行 政 手 続 法 第 十 五 条 第

一 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 聴

聞 の 通 知 （ ス ト ー カ ー 行 為 等 の

規 制 等 に 関 す る 法 律 第 五 条 第 二

項 （ 同 条 第 十 項 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） の 聴 聞 に 係 る

も の に 限 る 。 ）

百 二 十 七 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の

付 与 に 関 す る 規 則 第 九 条 第 二 項

の 規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場

所 の 変 更 の 申 出 書 の 受 理 （ ス

ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等 に 関 す

る 法 律 第 五 条 第 二 項 （ 同 条 第 十

項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 聴 聞 に 係 る も の に 限

-
2
0
-

る 。 ）

百 二 十 八 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の

付 与 に 関 す る 規 則 第 九 条 第 三 項

の 規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場

所 の 変 更 の 通 知 （ ス ト ー カ ー 行

為 等 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第 五

条 第 二 項 （ 同 条 第 十 項 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 聴 聞

に 係 る も の に 限 る 。 ）

百 二 十 九 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の

付 与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 文 書 閲 覧 請 求 書 の

受 理 （ ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制

等 に 関 す る 法 律 第 五 条 第 二 項

（ 同 条 第 十 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ） の 聴 聞 に 係 る も

の に 限 る 。 ）

百 三 十 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 閲 覧 の 日 時 及 び 場 所

の 通 知 （ ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規

制 等 に 関 す る 法 律 第 五 条 第 二 項

（ 同 条 第 十 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ） の 聴 聞 に 係 る も

の に 限 る 。 ）

百 三 十 一 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の

付 与 に 関 す る 規 則 第 十 二 条 第 一

項 の 規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 に お

け る 審 理 の 公 開 の 通 知 及 び 公 示

（ ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等 に

関 す る 法 律 第 五 条 第 二 項 （ 同 条

第 十 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） の 聴 聞 に 係 る も の に 限

る 。 ）

百 三 十 二 ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規

制 等 に 関 す る 法 律 第 五 条 第 四 項

に お い て 準 用 す る 行 政 手 続 法 第

十 五 条 第 一 項 又 は 第 三 項 の 規 定

に よ る 意 見 の 聴 取 の 通 知

百 三 十 三 ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規

制 等 に 関 す る 法 律 の 規 定 に 基 づ

く 意 見 の 聴 取 の 実 施 に 関 す る 規

則 第 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 意

見 の 聴 取 の 期 日 又 は 場 所 の 変 更
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る 。 ）

百 二 十 八 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の

付 与 に 関 す る 規 則 第 九 条 第 三 項

の 規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場

所 の 変 更 の 通 知 （ ス ト ー カ ー 行

為 等 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第 五

条 第 二 項 （ 同 条 第 十 項 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 聴 聞

に 係 る も の に 限 る 。 ）

百 二 十 九 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の

付 与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 文 書 閲 覧 請 求 書 の

受 理 （ ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制

等 に 関 す る 法 律 第 五 条 第 二 項

（ 同 条 第 十 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ） の 聴 聞 に 係 る も

の に 限 る 。 ）

百 三 十 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 閲 覧 の 日 時 及 び 場 所

の 通 知 （ ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規

制 等 に 関 す る 法 律 第 五 条 第 二 項

（ 同 条 第 十 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ） の 聴 聞 に 係 る も

の に 限 る 。 ）

百 三 十 一 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の

付 与 に 関 す る 規 則 第 十 二 条 第 一

項 の 規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 に お

け る 審 理 の 公 開 の 通 知 及 び 公 示

（ ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等 に

関 す る 法 律 第 五 条 第 二 項 （ 同 条

第 十 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） の 聴 聞 に 係 る も の に 限

る 。 ）

百 三 十 二 ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規

制 等 に 関 す る 法 律 第 五 条 第 四 項

に お い て 準 用 す る 行 政 手 続 法 第

十 五 条 第 一 項 又 は 第 三 項 の 規 定

に よ る 意 見 の 聴 取 の 通 知

百 三 十 三 ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規

制 等 に 関 す る 法 律 の 規 定 に 基 づ

く 意 見 の 聴 取 の 実 施 に 関 す る 規

則 第 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 意

見 の 聴 取 の 期 日 又 は 場 所 の 変 更

-
2
1
-

の 申 出 書 の 受 理

百 三 十 四 ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規

制 等 に 関 す る 法 律 の 規 定 に 基 づ

く 意 見 の 聴 取 の 実 施 に 関 す る 規

則 第 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 意

見 の 聴 取 の 期 日 又 は 場 所 の 変 更

の 通 知

百 三 十 五 ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規

制 等 に 関 す る 法 律 の 規 定 に 基 づ

く 意 見 の 聴 取 の 実 施 に 関 す る 規

則 第 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 文

書 閲 覧 請 求 書 の 受 理

百 三 十 六 ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規

制 等 に 関 す る 法 律 の 規 定 に 基 づ

く 意 見 の 聴 取 の 実 施 に 関 す る 規

則 第 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 閲

覧 の 日 時 及 び 場 所 の 通 知

百 三 十 七 ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規

制 等 に 関 す る 法 律 の 規 定 に 基 づ

く 意 見 の 聴 取 の 実 施 に 関 す る 規

則 第 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る

意 見 の 聴 取 の 期 日 に お け る 審 理

の 公 開 の 通 知 及 び 公 示

一 ～ 四 略 百 三 十 八 ～ 百 四 十 一 略

百 四 十 二 探 偵 業 の 業 務 の 適 正 化

に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律

第 六 十 号 ） 第 十 三 条 第 一 項 の 規 要

定 に よ る 報 告 若 し く は 資 料 の 提

出 の 要 求 又 は 立 入 検 査

百 四 十 三 探 偵 業 の 業 務 の 適 正 化

に 関 す る 法 律 第 十 四 条 の 規 定 に 要

よ る 探 偵 業 者 に 対 す る 指 示

百 四 十 四 探 偵 業 の 業 務 の 適 正 化

に 関 す る 法 律 第 十 五 条 第 一 項 の

要

規 定 に よ る 探 偵 業 者 の 営 業 の 停

止 命 令

百 四 十 五 探 偵 業 の 業 務 の 適 正 化

に 関 す る 法 律 第 十 五 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 探 偵 業 者 の 営 業 の 停

止 命 令 の 通 知
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の 申 出 書 の 受 理

百 三 十 四 ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規

制 等 に 関 す る 法 律 の 規 定 に 基 づ

く 意 見 の 聴 取 の 実 施 に 関 す る 規

則 第 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 意

見 の 聴 取 の 期 日 又 は 場 所 の 変 更

の 通 知

百 三 十 五 ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規

制 等 に 関 す る 法 律 の 規 定 に 基 づ

く 意 見 の 聴 取 の 実 施 に 関 す る 規

則 第 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 文

書 閲 覧 請 求 書 の 受 理

百 三 十 六 ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規

制 等 に 関 す る 法 律 の 規 定 に 基 づ

く 意 見 の 聴 取 の 実 施 に 関 す る 規

則 第 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 閲

覧 の 日 時 及 び 場 所 の 通 知

百 三 十 七 ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規

制 等 に 関 す る 法 律 の 規 定 に 基 づ

く 意 見 の 聴 取 の 実 施 に 関 す る 規

則 第 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る

意 見 の 聴 取 の 期 日 に お け る 審 理

の 公 開 の 通 知 及 び 公 示

一 ～ 四 略 百 三 十 八 ～ 百 四 十 一 略

百 四 十 二 探 偵 業 の 業 務 の 適 正 化

に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律

第 六 十 号 ） 第 十 三 条 第 一 項 の 規 要

定 に よ る 報 告 若 し く は 資 料 の 提

出 の 要 求 又 は 立 入 検 査

百 四 十 三 探 偵 業 の 業 務 の 適 正 化

に 関 す る 法 律 第 十 四 条 の 規 定 に 要

よ る 探 偵 業 者 に 対 す る 指 示

百 四 十 四 探 偵 業 の 業 務 の 適 正 化

に 関 す る 法 律 第 十 五 条 第 一 項 の

要

規 定 に よ る 探 偵 業 者 の 営 業 の 停

止 命 令

百 四 十 五 探 偵 業 の 業 務 の 適 正 化

に 関 す る 法 律 第 十 五 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 探 偵 業 者 の 営 業 の 停

止 命 令 の 通 知

-
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百 四 十 六 探 偵 業 の 業 務 の 適 正 化

に 関 す る 法 律 第 十 五 条 第 二 項 の

要

規 定 に よ る 探 偵 業 者 の 営 業 の 廃

止 命 令

百 四 十 七 探 偵 業 の 業 務 の 適 正 化

に 関 す る 法 律 第 十 五 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 探 偵 業 者 の 営 業 の 廃

止 命 令 の 通 知

百 四 十 八 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 四 条 第 一 項 第 一 号 （ 散 弾 銃

（ 現 に 同 号 の 規 定 に よ る 散 弾 銃

の 所 持 の 許 可 を 受 け て い な い 者

に 係 る も の に 限 る 。 ） 及 び ラ イ

要

フ ル 銃 を 除 く 。 ） 、 第 二 号 、 第

三 号 及 び 第 五 号 の 二 か ら 第 十 号

ま で 並 び に 第 四 条 の 二 の 規 定 に

よ る 銃 砲 刀 剣 類 の 所 持 許 可 申 請

の 処 理

百 四 十 九 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 同

条 第 一 項 第 一 号 （ 散 弾 銃 （ 現 に

同 号 の 規 定 に よ る 散 弾 銃 の 所 持

の 許 可 を 受 け て い な い 者 に 係 る

も の に 限 る 。 ） 及 び ラ イ フ ル 銃

を 除 く 。 ） 、 第 二 号 、 第 三 号 及

び 第 五 号 の 二 か ら 第 十 号 ま で の

許 可 の 条 件 の 付 与 又 は 条 件 の 変

更
百 五 十 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法

第 五 条 の 三 第 一 項 及 び 第 二 項 の

要

規 定 に よ る 猟 銃 等 講 習 会 の 開 催

及 び 講 習 修 了 証 明 書 の 交 付

百 五 十 一 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 五 条 の 五 第 一 項 及 び 第 二 項

要

の 規 定 に よ る 技 能 講 習 の 実 施 及

び 技 能 講 習 修 了 証 明 書 の 交 付

百 五 十 二 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 七 条 の 三 及 び 銃 砲 刀 剣 類 所

持 等 取 締 法 施 行 規 則 第 三 十 四 条 要

の 規 定 に よ る 猟 銃 又 は 空 気 銃 の

所 持 許 可 の 更 新 申 請 の 処 理

百 五 十 三 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 四 第 二 項 の 規 定 に よ
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百 四 十 六 探 偵 業 の 業 務 の 適 正 化

に 関 す る 法 律 第 十 五 条 第 二 項 の

要

規 定 に よ る 探 偵 業 者 の 営 業 の 廃

止 命 令

百 四 十 七 探 偵 業 の 業 務 の 適 正 化

に 関 す る 法 律 第 十 五 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 探 偵 業 者 の 営 業 の 廃

止 命 令 の 通 知

百 四 十 八 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 四 条 第 一 項 第 一 号 （ 散 弾 銃

（ 現 に 同 号 の 規 定 に よ る 散 弾 銃

の 所 持 の 許 可 を 受 け て い な い 者

に 係 る も の に 限 る 。 ） 及 び ラ イ

要

フ ル 銃 を 除 く 。 ） 、 第 二 号 、 第

三 号 及 び 第 五 号 の 二 か ら 第 十 号

ま で 並 び に 第 四 条 の 二 の 規 定 に

よ る 銃 砲 刀 剣 類 の 所 持 許 可 申 請

の 処 理

百 四 十 九 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 同

条 第 一 項 第 一 号 （ 散 弾 銃 （ 現 に

同 号 の 規 定 に よ る 散 弾 銃 の 所 持

の 許 可 を 受 け て い な い 者 に 係 る

も の に 限 る 。 ） 及 び ラ イ フ ル 銃

を 除 く 。 ） 、 第 二 号 、 第 三 号 及

び 第 五 号 の 二 か ら 第 十 号 ま で の

許 可 の 条 件 の 付 与 又 は 条 件 の 変

更
百 五 十 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法

第 五 条 の 三 第 一 項 及 び 第 二 項 の

要

規 定 に よ る 猟 銃 等 講 習 会 の 開 催

及 び 講 習 修 了 証 明 書 の 交 付

百 五 十 一 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 五 条 の 五 第 一 項 及 び 第 二 項

要

の 規 定 に よ る 技 能 講 習 の 実 施 及

び 技 能 講 習 修 了 証 明 書 の 交 付

百 五 十 二 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 七 条 の 三 及 び 銃 砲 刀 剣 類 所

持 等 取 締 法 施 行 規 則 第 三 十 四 条 要

の 規 定 に よ る 猟 銃 又 は 空 気 銃 の

所 持 許 可 の 更 新 申 請 の 処 理

百 五 十 三 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 四 第 二 項 の 規 定 に よ

-
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3
-

る 教 習 射 撃 指 導 員 の 選 任 又 は 解

任 届 出 の 処 理

百 五 十 四 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 十 第 二 項 の 規 定 に よ

る 練 習 資 格 認 定 申 請 の 処 理

百 五 十 五 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 十 三 第 一 項 の 規 定 に

要

よ る 年 少 射 撃 資 格 認 定 申 請 の 処

理
百 五 十 六 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 施 行 規 則 第 五 十 四 条 の 規 定 に

よ る 教 習 射 撃 場 指 定 申 請 書 等 記

載 事 項 変 更 届 出 の 処 理

百 五 十 七 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 六 第 二 項 及 び 銃 砲 刀

剣 類 所 持 等 取 締 法 施 行 規 則 第 五

十 八 条 の 規 定 に よ る 教 習 用 備 付

け 銃 の 届 出 の 処 理

百 五 十 八 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 六 第 三 項 の 規 定 に よ

る 教 習 用 備 付 け 銃 の 番 号 又 は 記

号 の 打 刻 命 令

百 五 十 九 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 九 第 二 項 に お い て 準

用 す る 同 法 第 九 条 の 四 第 二 項 の

規 定 に よ る 練 習 射 撃 指 導 員 の 選

任 又 は 解 任 届 出 の 処 理

百 六 十 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法

施 行 規 則 第 六 十 八 条 に お い て 準

用 す る 同 令 第 五 十 四 条 の 規 定 に

よ る 練 習 射 撃 場 指 定 申 請 書 の 記

載 事 項 変 更 届 出 の 処 理

百 六 十 一 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 十 一 第 二 項 に お い て

準 用 す る 同 法 第 九 条 の 六 第 二 項

及 び 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 施

行 規 則 第 七 十 二 条 に お い て 準 用

す る 同 令 第 五 十 八 条 の 規 定 に よ

る 練 習 用 備 付 け 銃 の 届 出 の 処 理

百 六 十 二 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 十 一 第 二 項 に お い て
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る 教 習 射 撃 指 導 員 の 選 任 又 は 解

任 届 出 の 処 理

百 五 十 四 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 十 第 二 項 の 規 定 に よ

る 練 習 資 格 認 定 申 請 の 処 理

百 五 十 五 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 十 三 第 一 項 の 規 定 に

要

よ る 年 少 射 撃 資 格 認 定 申 請 の 処

理
百 五 十 六 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 施 行 規 則 第 五 十 四 条 の 規 定 に

よ る 教 習 射 撃 場 指 定 申 請 書 等 記

載 事 項 変 更 届 出 の 処 理

百 五 十 七 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 六 第 二 項 及 び 銃 砲 刀

剣 類 所 持 等 取 締 法 施 行 規 則 第 五

十 八 条 の 規 定 に よ る 教 習 用 備 付

け 銃 の 届 出 の 処 理

百 五 十 八 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 六 第 三 項 の 規 定 に よ

る 教 習 用 備 付 け 銃 の 番 号 又 は 記

号 の 打 刻 命 令

百 五 十 九 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 九 第 二 項 に お い て 準

用 す る 同 法 第 九 条 の 四 第 二 項 の

規 定 に よ る 練 習 射 撃 指 導 員 の 選

任 又 は 解 任 届 出 の 処 理

百 六 十 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法

施 行 規 則 第 六 十 八 条 に お い て 準

用 す る 同 令 第 五 十 四 条 の 規 定 に

よ る 練 習 射 撃 場 指 定 申 請 書 の 記

載 事 項 変 更 届 出 の 処 理

百 六 十 一 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 十 一 第 二 項 に お い て

準 用 す る 同 法 第 九 条 の 六 第 二 項

及 び 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 施

行 規 則 第 七 十 二 条 に お い て 準 用

す る 同 令 第 五 十 八 条 の 規 定 に よ

る 練 習 用 備 付 け 銃 の 届 出 の 処 理

百 六 十 二 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 十 一 第 二 項 に お い て

-
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準 用 す る 同 法 第 九 条 の 六 第 三 項

の 規 定 に よ る 練 習 用 備 付 け 銃 の

番 号 又 は 記 号 の 打 刻 命 令

百 六 十 三 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 十 四 第 一 項 及 び 第 二

項 の 規 定 に よ る 年 少 射 撃 資 格 講 要

習 会 の 開 催 及 び 年 少 射 撃 資 格 講

習 修 了 証 明 書 の 交 付

百 六 十 四 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 十 条 の 九 の 規 定 に よ る 銃 砲

要

刀 剣 類 許 可 所 持 者 及 び 年 少 射 撃

資 格 者 に 対 す る 指 示

百 六 十 五 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 施 行 規 則 第 九 十 条 第 二 項 及 び

第 三 項 の 規 定 に よ る 猟 銃 等 保 管

業 届 出 書 の 記 載 事 項 変 更 届 出 の

処 理

百 六 十 六 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 十 一 条 第 一 項 か ら 第 六 項 ま

で の 規 定 に よ る 銃 砲 又 は 刀 剣 類

の 所 持 の 許 可 の 取 消 し の 通 知

百 六 十 七 行 政 手 続 法 第 十 五 条 第

一 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 聴

聞 の 通 知 （ 同 法 第 十 三 条 第 一 項

第 一 号 イ （ 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取

締 法 第 十 一 条 第 一 項 か ら 第 六 項

ま で の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分

に 係 る も の に 限 る 。 ） の 聴 聞 に

係 る も の に 限 る 。 ）

百 六 十 八 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の

付 与 に 関 す る 規 則 第 九 条 第 二 項

の 規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場

所 の 変 更 の 申 出 書 の 受 理 （ 行 政

手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 イ

（ 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 第 十

一 条 第 一 項 か ら 第 六 項 ま で の 規

定 に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る も

の に 限 る 。 ） の 聴 聞 に 係 る も の

に 限 る 。 ）

百 六 十 九 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の

付 与 に 関 す る 規 則 第 九 条 第 三 項

の 規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場

所 の 変 更 の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第
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準 用 す る 同 法 第 九 条 の 六 第 三 項

の 規 定 に よ る 練 習 用 備 付 け 銃 の

番 号 又 は 記 号 の 打 刻 命 令

百 六 十 三 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 十 四 第 一 項 及 び 第 二

項 の 規 定 に よ る 年 少 射 撃 資 格 講 要

習 会 の 開 催 及 び 年 少 射 撃 資 格 講

習 修 了 証 明 書 の 交 付

百 六 十 四 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 十 条 の 九 の 規 定 に よ る 銃 砲

要

刀 剣 類 許 可 所 持 者 及 び 年 少 射 撃

資 格 者 に 対 す る 指 示

百 六 十 五 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 施 行 規 則 第 九 十 条 第 二 項 及 び

第 三 項 の 規 定 に よ る 猟 銃 等 保 管

業 届 出 書 の 記 載 事 項 変 更 届 出 の

処 理

百 六 十 六 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 十 一 条 第 一 項 か ら 第 六 項 ま

で の 規 定 に よ る 銃 砲 又 は 刀 剣 類

の 所 持 の 許 可 の 取 消 し の 通 知

百 六 十 七 行 政 手 続 法 第 十 五 条 第

一 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 聴

聞 の 通 知 （ 同 法 第 十 三 条 第 一 項

第 一 号 イ （ 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取

締 法 第 十 一 条 第 一 項 か ら 第 六 項

ま で の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分

に 係 る も の に 限 る 。 ） の 聴 聞 に

係 る も の に 限 る 。 ）

百 六 十 八 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の

付 与 に 関 す る 規 則 第 九 条 第 二 項

の 規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場

所 の 変 更 の 申 出 書 の 受 理 （ 行 政

手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 イ

（ 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 第 十

一 条 第 一 項 か ら 第 六 項 ま で の 規

定 に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る も

の に 限 る 。 ） の 聴 聞 に 係 る も の

に 限 る 。 ）

百 六 十 九 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の

付 与 に 関 す る 規 則 第 九 条 第 三 項

の 規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場

所 の 変 更 の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第
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十 三 条 第 一 項 第 一 号 イ （ 銃 砲 刀

剣 類 所 持 等 取 締 法 第 十 一 条 第 一

項 か ら 第 六 項 ま で の 規 定 に よ る

取 消 し の 処 分 に 係 る も の に 限

る 。 ） の 聴 聞 に 係 る も の に 限

る 。 ）

百 七 十 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 文 書 閲 覧 請 求 書 の 受

理 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項

第 一 号 イ （ 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取

締 法 第 十 一 条 第 一 項 か ら 第 六 項

ま で の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分

に 係 る も の に 限 る 。 ） の 聴 聞 に

係 る も の に 限 る 。 ）

百 七 十 一 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の

付 与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 二 項

の 規 定 に よ る 閲 覧 の 日 時 及 び 場

所 の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条

第 一 項 第 一 号 イ （ 銃 砲 刀 剣 類 所

持 等 取 締 法 第 十 一 条 第 一 項 か ら

第 六 項 ま で の 規 定 に よ る 取 消 し

の 処 分 に 係 る も の に 限 る 。 ） の

聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

百 七 十 二 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の

付 与 に 関 す る 規 則 第 十 二 条 第 一

項 の 規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 に お

け る 審 理 の 公 開 の 通 知 及 び 公 示

（ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第

一 号 イ （ 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 十 一 条 第 一 項 か ら 第 六 項 ま

で の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分 に

係 る も の に 限 る 。 ） の 聴 聞 に 係

る も の に 限 る 。 ）

百 七 十 三 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 十 四 条 第 四 項 、 第 十 六 条 第

二 項 、 第 十 七 条 第 三 項 及 び 第 十

八 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 教

育 委 員 会 か ら の 通 知 の 処 理

百 七 十 四 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 二 十 一 条 の 三 第 二 項 の 規 定

要

に よ る 準 空 気 銃 を 所 持 す る 場 合

の 届 出 の 処 理

百 七 十 五 指 定 射 撃 場 の 指 定 に 関
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十 三 条 第 一 項 第 一 号 イ （ 銃 砲 刀

剣 類 所 持 等 取 締 法 第 十 一 条 第 一

項 か ら 第 六 項 ま で の 規 定 に よ る

取 消 し の 処 分 に 係 る も の に 限

る 。 ） の 聴 聞 に 係 る も の に 限

る 。 ）

百 七 十 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 文 書 閲 覧 請 求 書 の 受

理 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項

第 一 号 イ （ 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取

締 法 第 十 一 条 第 一 項 か ら 第 六 項

ま で の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分

に 係 る も の に 限 る 。 ） の 聴 聞 に

係 る も の に 限 る 。 ）

百 七 十 一 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の

付 与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 二 項

の 規 定 に よ る 閲 覧 の 日 時 及 び 場

所 の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条

第 一 項 第 一 号 イ （ 銃 砲 刀 剣 類 所

持 等 取 締 法 第 十 一 条 第 一 項 か ら

第 六 項 ま で の 規 定 に よ る 取 消 し

の 処 分 に 係 る も の に 限 る 。 ） の

聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

百 七 十 二 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の

付 与 に 関 す る 規 則 第 十 二 条 第 一

項 の 規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 に お

け る 審 理 の 公 開 の 通 知 及 び 公 示

（ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第

一 号 イ （ 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 十 一 条 第 一 項 か ら 第 六 項 ま

で の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分 に

係 る も の に 限 る 。 ） の 聴 聞 に 係

る も の に 限 る 。 ）

百 七 十 三 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 十 四 条 第 四 項 、 第 十 六 条 第

二 項 、 第 十 七 条 第 三 項 及 び 第 十

八 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 教

育 委 員 会 か ら の 通 知 の 処 理

百 七 十 四 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 二 十 一 条 の 三 第 二 項 の 規 定

要

に よ る 準 空 気 銃 を 所 持 す る 場 合

の 届 出 の 処 理

百 七 十 五 指 定 射 撃 場 の 指 定 に 関
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す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 三 十 七 年 総

理 府 令 第 四 十 六 号 ） 第 十 三 条 の

規 定 に よ る 指 定 射 撃 場 指 定 申 請

書 の 記 載 事 項 の 変 更 の 届 出 の 処

理
百 七 十 六 火 薬 類 取 締 法 第 五 十 二

条 第 二 項 の 規 定 に よ る 知 事 か ら

の 通 報 の 処 理

百 七 十 七 火 薬 類 取 締 法 施 行 令 第

三 条 の 規 定 に よ る 運 搬 証 明 書 の

返 納 の 処 理

百 七 十 八 火 薬 類 取 締 法 施 行 令 第

四 条 の 規 定 に よ る 届 出 及 び 指 示

の 内 容 の 通 知

百 七 十 九 核 原 料 物 質 、 核 燃 料 物

質 及 び 原 子 炉 の 規 制 に 関 す る 法

律 施 行 令 第 五 十 条 の 規 定 に よ る

運 搬 証 明 書 の 返 納 の 処 理

百 八 十 武 器 等 製 造 法 （ 昭 和 二 十

八 年 法 律 第 百 四 十 五 号 ） 第 二 十

八 条 の 規 定 に よ る 知 事 か ら の 通

報 の 処 理

百 八 十 一 高 圧 ガ ス 保 安 法 （ 昭 和

二 十 六 年 法 律 第 二 百 四 号 ） 第 七

十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 知 事

か ら の 通 報 の 処 理

百 八 十 二 液 化 石 油 ガ ス の 保 安 の

確 保 及 び 取 引 の 適 正 化 に 関 す る

法 律 （ 昭 和 四 十 二 年 法 律 第 百 六

十 五 号 ） 第 八 十 七 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 知 事 か ら の 通 報 の 処 理

百 八 十 三 消 防 法 （ 昭 和 二 十 三 年

法 律 第 百 八 十 六 号 ） 第 十 一 条 第

七 項 の 規 定 に よ る 市 町 村 長 等 か

ら の 通 報 の 処 理

百 八 十 四 化 学 兵 器 の 禁 止 及 び 特

定 物 質 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 施

行 令 第 三 条 の 四 の 規 定 に よ る 運

搬 証 明 書 の 返 納 の 処 理

百 八 十 五 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染
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す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 三 十 七 年 総

理 府 令 第 四 十 六 号 ） 第 十 三 条 の

規 定 に よ る 指 定 射 撃 場 指 定 申 請

書 の 記 載 事 項 の 変 更 の 届 出 の 処

理
百 七 十 六 火 薬 類 取 締 法 第 五 十 二

条 第 二 項 の 規 定 に よ る 知 事 か ら

の 通 報 の 処 理

百 七 十 七 火 薬 類 取 締 法 施 行 令 第

三 条 の 規 定 に よ る 運 搬 証 明 書 の

返 納 の 処 理

百 七 十 八 火 薬 類 取 締 法 施 行 令 第

四 条 の 規 定 に よ る 届 出 及 び 指 示

の 内 容 の 通 知

百 七 十 九 核 原 料 物 質 、 核 燃 料 物

質 及 び 原 子 炉 の 規 制 に 関 す る 法

律 施 行 令 第 五 十 条 の 規 定 に よ る

運 搬 証 明 書 の 返 納 の 処 理

百 八 十 武 器 等 製 造 法 （ 昭 和 二 十

八 年 法 律 第 百 四 十 五 号 ） 第 二 十

八 条 の 規 定 に よ る 知 事 か ら の 通

報 の 処 理

百 八 十 一 高 圧 ガ ス 保 安 法 （ 昭 和

二 十 六 年 法 律 第 二 百 四 号 ） 第 七

十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 知 事

か ら の 通 報 の 処 理

百 八 十 二 液 化 石 油 ガ ス の 保 安 の

確 保 及 び 取 引 の 適 正 化 に 関 す る

法 律 （ 昭 和 四 十 二 年 法 律 第 百 六

十 五 号 ） 第 八 十 七 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 知 事 か ら の 通 報 の 処 理

百 八 十 三 消 防 法 （ 昭 和 二 十 三 年

法 律 第 百 八 十 六 号 ） 第 十 一 条 第

七 項 の 規 定 に よ る 市 町 村 長 等 か

ら の 通 報 の 処 理

百 八 十 四 化 学 兵 器 の 禁 止 及 び 特

定 物 質 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 施

行 令 第 三 条 の 四 の 規 定 に よ る 運

搬 証 明 書 の 返 納 の 処 理

百 八 十 五 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染
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症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 す る

法 律 施 行 令 第 二 十 三 条 の 規 定 に

よ る 運 搬 証 明 書 の 返 納 の 処 理

百 八 十 六 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律

（ 平 成 十 五 年 法 律 第 八 十 三 号 ） 要

第 十 三 条 及 び 第 十 五 条 第 二 項 第

一 号 の 規 定 に よ る イ ン タ ー ネ ッ

ト 異 性 紹 介 事 業 者 に 対 す る 指 示

百 八 十 七 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

要

十 四 条 第 一 項 及 び 第 十 五 条 第 二

項 第 二 号 の 規 定 に よ る イ ン タ ー

ネ ッ ト 異 性 紹 介 事 業 の 停 止 命 令

百 八 十 八 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

十 四 条 第 一 項 及 び 第 十 五 条 第 二

項 第 二 号 の 規 定 に よ る イ ン タ ー

ネ ッ ト 異 性 紹 介 事 業 の 停 止 命 令

の 通 知

百 八 十 九 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

要

十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る イ ン

タ ー ネ ッ ト 異 性 紹 介 事 業 の 廃 止

命 令

百 九 十 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹 介

事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す る

行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第 十

四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る イ ン

タ ー ネ ッ ト 異 性 紹 介 事 業 の 廃 止

命 令 の 通 知

百 九 十 一 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

十 五 条 第 一 項 （ 同 条 第 三 項 に お

要

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の

規 定 に よ る イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性

紹 介 事 業 者 の 処 分 移 送 通 知 書 の

送 付
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症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 す る

法 律 施 行 令 第 二 十 三 条 の 規 定 に

よ る 運 搬 証 明 書 の 返 納 の 処 理

百 八 十 六 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律

（ 平 成 十 五 年 法 律 第 八 十 三 号 ） 要

第 十 三 条 及 び 第 十 五 条 第 二 項 第

一 号 の 規 定 に よ る イ ン タ ー ネ ッ

ト 異 性 紹 介 事 業 者 に 対 す る 指 示

百 八 十 七 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

要

十 四 条 第 一 項 及 び 第 十 五 条 第 二

項 第 二 号 の 規 定 に よ る イ ン タ ー

ネ ッ ト 異 性 紹 介 事 業 の 停 止 命 令

百 八 十 八 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

十 四 条 第 一 項 及 び 第 十 五 条 第 二

項 第 二 号 の 規 定 に よ る イ ン タ ー

ネ ッ ト 異 性 紹 介 事 業 の 停 止 命 令

の 通 知

百 八 十 九 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

要

十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る イ ン

タ ー ネ ッ ト 異 性 紹 介 事 業 の 廃 止

命 令

百 九 十 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹 介

事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す る

行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第 十

四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る イ ン

タ ー ネ ッ ト 異 性 紹 介 事 業 の 廃 止

命 令 の 通 知

百 九 十 一 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

十 五 条 第 一 項 （ 同 条 第 三 項 に お

要

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の

規 定 に よ る イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性

紹 介 事 業 者 の 処 分 移 送 通 知 書 の

送 付
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百 九 十 二 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第 要

十 六 条 の 規 定 に よ る 報 告 又 は 資

料 の 提 出 の 要 求

百 九 十 三 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 国 家

公 安 委 員 会 に 対 す る 報 告

百 九 十 四 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

十 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 公 安

委 員 会 に 対 す る 通 報

百 九 十 五 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

二 十 条 の 規 定 に よ る 登 録 誘 引 情

報 提 供 機 関 に 対 す る 情 報 の 提 供

別 表 第 十 一 （ 第 三 条 、 第 六 条 ） 人 身 安 全 少 年 課 長 専 別 表 第 十 一 （ 第 三 条 、 第 六 条 ） 少 年 課 長 専

決 事 項 決 事 項

事 務 内 容 及 び 根 拠 （ 関 係 ） 規 定

公 安 委 員 会

事 務 内 容 及 び 根 拠 （ 関 係 ） 規 定

公 安 委 員 会

へ の 報 告 へ の 報 告

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

四 行 政 手 続 法 第 十 五 条 第 一 項 又

は 第 三 項 の 規 定 に よ る 聴 聞 の 通

知 （ ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等

に 関 す る 法 律 第 五 条 第 二 項 （ 同

条 第 十 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） の 聴 聞 に 係 る も の に

限 る 。 ）

五 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与 に

関 す る 規 則 第 九 条 第 二 項 の 規 定

に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所 の 変

更 の 申 出 書 の 受 理 （ ス ト ー カ ー

行 為 等 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

五 条 第 二 項 （ 同 条 第 十 項 に お い

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 聴

聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）
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百 九 十 二 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第 要

十 六 条 の 規 定 に よ る 報 告 又 は 資

料 の 提 出 の 要 求

百 九 十 三 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 国 家

公 安 委 員 会 に 対 す る 報 告

百 九 十 四 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

十 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 公 安

委 員 会 に 対 す る 通 報

百 九 十 五 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

二 十 条 の 規 定 に よ る 登 録 誘 引 情

報 提 供 機 関 に 対 す る 情 報 の 提 供

別 表 第 十 一 （ 第 三 条 、 第 六 条 ） 人 身 安 全 少 年 課 長 専 別 表 第 十 一 （ 第 三 条 、 第 六 条 ） 少 年 課 長 専

決 事 項 決 事 項

事 務 内 容 及 び 根 拠 （ 関 係 ） 規 定

公 安 委 員 会

事 務 内 容 及 び 根 拠 （ 関 係 ） 規 定

公 安 委 員 会

へ の 報 告 へ の 報 告

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

四 行 政 手 続 法 第 十 五 条 第 一 項 又

は 第 三 項 の 規 定 に よ る 聴 聞 の 通

知 （ ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等

に 関 す る 法 律 第 五 条 第 二 項 （ 同

条 第 十 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） の 聴 聞 に 係 る も の に

限 る 。 ）

五 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与 に

関 す る 規 則 第 九 条 第 二 項 の 規 定

に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所 の 変

更 の 申 出 書 の 受 理 （ ス ト ー カ ー

行 為 等 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

五 条 第 二 項 （ 同 条 第 十 項 に お い

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 聴

聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）
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六 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与 に

関 す る 規 則 第 九 条 第 三 項 の 規 定

に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所 の 変

更 の 通 知 （ ス ト ー カ ー 行 為 等 の

規 制 等 に 関 す る 法 律 第 五 条 第 二

項 （ 同 条 第 十 項 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） の 聴 聞 に 係 る

も の に 限 る 。 ）

七 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与 に

関 す る 規 則 第 十 条 第 一 項 の 規 定

に よ る 文 書 閲 覧 請 求 書 の 受 理

（ ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等 に

関 す る 法 律 第 五 条 第 二 項 （ 同 条

第 十 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） の 聴 聞 に 係 る も の に 限

る 。 ）

八 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与 に

関 す る 規 則 第 十 条 第 二 項 の 規 定

に よ る 閲 覧 の 日 時 及 び 場 所 の 通

知 （ ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等

に 関 す る 法 律 第 五 条 第 二 項 （ 同

条 第 十 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） の 聴 聞 に 係 る も の に

限 る 。 ）

九 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与 に

関 す る 規 則 第 十 二 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 聴 聞 の 期 日 に お け る 審

理 の 公 開 の 通 知 及 び 公 示 （ ス

ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等 に 関 す

る 法 律 第 五 条 第 二 項 （ 同 条 第 十

項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 聴 聞 に 係 る も の に 限

る 。 ）

十 ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等 に

関 す る 法 律 第 五 条 第 四 項 に お い

て 準 用 す る 行 政 手 続 法 第 十 五 条

第 一 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る

意 見 の 聴 取 の 通 知

十 一 ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等

に 関 す る 法 律 の 規 定 に 基 づ く 意

見 の 聴 取 の 実 施 に 関 す る 規 則 第

八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 意 見 の

聴 取 の 期 日 又 は 場 所 の 変 更 の 申

出 書 の 受 理
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六 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与 に

関 す る 規 則 第 九 条 第 三 項 の 規 定

に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所 の 変

更 の 通 知 （ ス ト ー カ ー 行 為 等 の

規 制 等 に 関 す る 法 律 第 五 条 第 二

項 （ 同 条 第 十 項 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） の 聴 聞 に 係 る

も の に 限 る 。 ）

七 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与 に

関 す る 規 則 第 十 条 第 一 項 の 規 定

に よ る 文 書 閲 覧 請 求 書 の 受 理

（ ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等 に

関 す る 法 律 第 五 条 第 二 項 （ 同 条

第 十 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） の 聴 聞 に 係 る も の に 限

る 。 ）

八 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与 に

関 す る 規 則 第 十 条 第 二 項 の 規 定

に よ る 閲 覧 の 日 時 及 び 場 所 の 通

知 （ ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等

に 関 す る 法 律 第 五 条 第 二 項 （ 同

条 第 十 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） の 聴 聞 に 係 る も の に

限 る 。 ）

九 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与 に

関 す る 規 則 第 十 二 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 聴 聞 の 期 日 に お け る 審

理 の 公 開 の 通 知 及 び 公 示 （ ス

ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等 に 関 す

る 法 律 第 五 条 第 二 項 （ 同 条 第 十

項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 聴 聞 に 係 る も の に 限

る 。 ）

十 ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等 に

関 す る 法 律 第 五 条 第 四 項 に お い

て 準 用 す る 行 政 手 続 法 第 十 五 条

第 一 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る

意 見 の 聴 取 の 通 知

十 一 ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等

に 関 す る 法 律 の 規 定 に 基 づ く 意

見 の 聴 取 の 実 施 に 関 す る 規 則 第

八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 意 見 の

聴 取 の 期 日 又 は 場 所 の 変 更 の 申

出 書 の 受 理

-
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十 二 ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等

に 関 す る 法 律 の 規 定 に 基 づ く 意

見 の 聴 取 の 実 施 に 関 す る 規 則 第

八 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 意 見 の

聴 取 の 期 日 又 は 場 所 の 変 更 の 通

知
十 三 ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等

に 関 す る 法 律 の 規 定 に 基 づ く 意

見 の 聴 取 の 実 施 に 関 す る 規 則 第

九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 文 書 閲

覧 請 求 書 の 受 理

十 四 ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等

に 関 す る 法 律 の 規 定 に 基 づ く 意

見 の 聴 取 の 実 施 に 関 す る 規 則 第

九 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 閲 覧 の

日 時 及 び 場 所 の 通 知

十 五 ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等

に 関 す る 法 律 の 規 定 に 基 づ く 意

見 の 聴 取 の 実 施 に 関 す る 規 則 第

十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 意 見

の 聴 取 の 期 日 に お け る 審 理 の 公

開 の 通 知 及 び 公 示

別 表 第 十 二 （ 第 三 条 、 第 六 条 関 係 ） 生 活 環 境 課 長 専

決 事 項
事 務 内 容 及 び 根 拠 （ 関 係 ） 規 定

公 安 委 員 会

へ の 報 告

一 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 五 条 第

二 項 の 規 定 に よ る 風 俗 営 業 の 許

可 証 の 交 付

二 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 五 条 第

三 項 の 規 定 に よ る 同 法 第 三 条 第 要

一 項 の 風 俗 営 業 の 許 可 を し な い

場 合 の 通 知

三 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 五 条 第

要

四 項 の 規 定 に よ る 風 俗 営 業 の 許

可 証 の 再 交 付
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十 二 ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等

に 関 す る 法 律 の 規 定 に 基 づ く 意

見 の 聴 取 の 実 施 に 関 す る 規 則 第

八 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 意 見 の

聴 取 の 期 日 又 は 場 所 の 変 更 の 通

知
十 三 ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等

に 関 す る 法 律 の 規 定 に 基 づ く 意

見 の 聴 取 の 実 施 に 関 す る 規 則 第

九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 文 書 閲

覧 請 求 書 の 受 理

十 四 ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等

に 関 す る 法 律 の 規 定 に 基 づ く 意

見 の 聴 取 の 実 施 に 関 す る 規 則 第

九 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 閲 覧 の

日 時 及 び 場 所 の 通 知

十 五 ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等

に 関 す る 法 律 の 規 定 に 基 づ く 意

見 の 聴 取 の 実 施 に 関 す る 規 則 第

十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 意 見

の 聴 取 の 期 日 に お け る 審 理 の 公

開 の 通 知 及 び 公 示

別 表 第 十 二 （ 第 三 条 、 第 六 条 関 係 ） 生 活 環 境 課 長 専

決 事 項
事 務 内 容 及 び 根 拠 （ 関 係 ） 規 定

公 安 委 員 会

へ の 報 告

一 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 五 条 第

二 項 の 規 定 に よ る 風 俗 営 業 の 許

可 証 の 交 付

二 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 五 条 第

三 項 の 規 定 に よ る 同 法 第 三 条 第 要

一 項 の 風 俗 営 業 の 許 可 を し な い

場 合 の 通 知

三 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 五 条 第

要

四 項 の 規 定 に よ る 風 俗 営 業 の 許

可 証 の 再 交 付
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四 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 七 条 第

五 項 の 規 定 に よ る 風 俗 営 業 の 許

可 証 の 書 換 え

五 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 七 条 第

六 項 の 規 定 に よ る 同 法 第 七 条 第

一 項 の 風 俗 営 業 の 相 続 を 承 認 し

な い 場 合 の 通 知

六 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 七 条 の

二 第 一 項 の 規 定 に よ る 風 俗 営 業

者 た る 法 人 の 合 併 の 承 認 を し な

い 場 合 の 通 知

七 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 七 条 の

二 第 三 項 に お い て 準 用 す る 同 法

第 七 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 風 俗

営 業 の 許 可 証 の 書 換 え

八 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 七 条 の

三 第 一 項 の 規 定 に よ る 風 俗 営 業

者 た る 法 人 の 分 割 の 承 認 を し な

い 場 合 の 通 知

九 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 七 条 の

三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 同 法

第 七 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 風 俗

営 業 の 許 可 証 の 書 換 え

十 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 八 条 の

規 定 に よ る 風 俗 営 業 の 許 可 の 取

消 し の 通 知

十 一 行 政 手 続 法 第 十 五 条 第 一 項

又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 聴 聞 の

通 知 （ 同 法 第 十 三 条 第 一 項 第 一

号 イ （ 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 八

条 若 し く は 第 十 条 の 二 第 六 項

（ こ れ ら の 規 定 を 同 法 第 三 十 一

条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） 、 第 二 十 六 条 第 一

項 又 は 第 三 十 九 条 第 四 項 の 規 定
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四 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 七 条 第

五 項 の 規 定 に よ る 風 俗 営 業 の 許

可 証 の 書 換 え

五 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 七 条 第

六 項 の 規 定 に よ る 同 法 第 七 条 第

一 項 の 風 俗 営 業 の 相 続 を 承 認 し

な い 場 合 の 通 知

六 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 七 条 の

二 第 一 項 の 規 定 に よ る 風 俗 営 業

者 た る 法 人 の 合 併 の 承 認 を し な

い 場 合 の 通 知

七 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 七 条 の

二 第 三 項 に お い て 準 用 す る 同 法

第 七 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 風 俗

営 業 の 許 可 証 の 書 換 え

八 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 七 条 の

三 第 一 項 の 規 定 に よ る 風 俗 営 業

者 た る 法 人 の 分 割 の 承 認 を し な

い 場 合 の 通 知

九 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 七 条 の

三 第 三 項 に お い て 準 用 す る 同 法

第 七 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 風 俗

営 業 の 許 可 証 の 書 換 え

十 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の

適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 八 条 の

規 定 に よ る 風 俗 営 業 の 許 可 の 取

消 し の 通 知

十 一 行 政 手 続 法 第 十 五 条 第 一 項

又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 聴 聞 の

通 知 （ 同 法 第 十 三 条 第 一 項 第 一

号 イ （ 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 八

条 若 し く は 第 十 条 の 二 第 六 項

（ こ れ ら の 規 定 を 同 法 第 三 十 一

条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） 、 第 二 十 六 条 第 一

項 又 は 第 三 十 九 条 第 四 項 の 規 定
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に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の

に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 四 十 一 条

第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限

る 。 ）

十 二 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 九 条 第 二 項 の 規

定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所 の

変 更 の 申 出 書 の 受 理 （ 行 政 手 続

法 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 イ （ 風

俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正

化 等 に 関 す る 法 律 第 八 条 若 し く

は 第 十 条 の 二 第 六 項 （ こ れ ら の

規 定 を 同 法 第 三 十 一 条 の 二 十 三

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） 、 第 二 十 六 条 第 一 項 又 は

第 三 十 九 条 第 四 項 の 規 定 に よ る

取 消 し の 処 分 に 係 る も の に 限

る 。 ） 又 は 同 法 第 四 十 一 条 第 一

項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

十 三 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 九 条 第 三 項 の 規

定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所 の

変 更 の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十 三

条 第 一 項 第 一 号 イ （ 風 俗 営 業 等

の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関

す る 法 律 第 八 条 若 し く は 第 十 条

の 二 第 六 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同

法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 二

十 六 条 第 一 項 又 は 第 三 十 九 条 第

四 項 の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分

に 係 る も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法

第 四 十 一 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る

も の に 限 る 。 ）

十 四 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 十 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 文 書 閲 覧 請 求 書 の 受 理

（ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第

一 号 イ （ 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び

業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第

八 条 若 し く は 第 十 条 の 二 第 六 項

（ こ れ ら の 規 定 を 同 法 第 三 十 一

条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） 、 第 二 十 六 条 第 一

項 又 は 第 三 十 九 条 第 四 項 の 規 定

に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の

に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 四 十 一 条
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に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の

に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 四 十 一 条

第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限

る 。 ）

十 二 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 九 条 第 二 項 の 規

定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所 の

変 更 の 申 出 書 の 受 理 （ 行 政 手 続

法 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 イ （ 風

俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正

化 等 に 関 す る 法 律 第 八 条 若 し く

は 第 十 条 の 二 第 六 項 （ こ れ ら の

規 定 を 同 法 第 三 十 一 条 の 二 十 三

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） 、 第 二 十 六 条 第 一 項 又 は

第 三 十 九 条 第 四 項 の 規 定 に よ る

取 消 し の 処 分 に 係 る も の に 限

る 。 ） 又 は 同 法 第 四 十 一 条 第 一

項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

十 三 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 九 条 第 三 項 の 規

定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所 の

変 更 の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十 三

条 第 一 項 第 一 号 イ （ 風 俗 営 業 等

の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関

す る 法 律 第 八 条 若 し く は 第 十 条

の 二 第 六 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同

法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 二

十 六 条 第 一 項 又 は 第 三 十 九 条 第

四 項 の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分

に 係 る も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法

第 四 十 一 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る

も の に 限 る 。 ）

十 四 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 十 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 文 書 閲 覧 請 求 書 の 受 理

（ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第

一 号 イ （ 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び

業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第

八 条 若 し く は 第 十 条 の 二 第 六 項

（ こ れ ら の 規 定 を 同 法 第 三 十 一

条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） 、 第 二 十 六 条 第 一

項 又 は 第 三 十 九 条 第 四 項 の 規 定

に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の

に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 四 十 一 条
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第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限

る 。 ）

十 五 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 十 条 第 二 項 の 規

定 に よ る 閲 覧 の 日 時 及 び 場 所 の

通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一

項 第 一 号 イ （ 風 俗 営 業 等 の 規 制

及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法

律 第 八 条 若 し く は 第 十 条 の 二 第

六 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 二 十 六 条

第 一 項 又 は 第 三 十 九 条 第 四 項 の

規 定 に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る

も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 四 十

一 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の に

限 る 。 ）

十 六 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 十 二 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 に お け る

審 理 の 公 開 の 通 知 及 び 公 示 （ 行

政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号

イ （ 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 八 条

若 し く は 第 十 条 の 二 第 六 項 （ こ

れ ら の 規 定 を 同 法 第 三 十 一 条 の

二 十 三 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） 、 第 二 十 六 条 第 一 項 又

は 第 三 十 九 条 第 四 項 の 規 定 に よ

る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の に 限

る 。 ） 又 は 同 法 第 四 十 一 条 第 一

項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

十 七 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 十 条

の 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 特 例 風

俗 営 業 者 の 認 定 証 の 交 付

十 八 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 十 条

の 二 第 四 項 の 規 定 に よ る 特 例 風

俗 営 業 者 の 認 定 を し な い 旨 の 通

知
十 九 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 十 条

要

の 二 第 五 項 の 規 定 に よ る 特 例 風

俗 営 業 者 の 認 定 証 の 再 交 付
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第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限

る 。 ）

十 五 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 十 条 第 二 項 の 規

定 に よ る 閲 覧 の 日 時 及 び 場 所 の

通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一

項 第 一 号 イ （ 風 俗 営 業 等 の 規 制

及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法

律 第 八 条 若 し く は 第 十 条 の 二 第

六 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 二 十 六 条

第 一 項 又 は 第 三 十 九 条 第 四 項 の

規 定 に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る

も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 四 十

一 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の に

限 る 。 ）

十 六 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 十 二 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 に お け る

審 理 の 公 開 の 通 知 及 び 公 示 （ 行

政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号

イ （ 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 八 条

若 し く は 第 十 条 の 二 第 六 項 （ こ

れ ら の 規 定 を 同 法 第 三 十 一 条 の

二 十 三 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） 、 第 二 十 六 条 第 一 項 又

は 第 三 十 九 条 第 四 項 の 規 定 に よ

る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の に 限

る 。 ） 又 は 同 法 第 四 十 一 条 第 一

項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

十 七 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 十 条

の 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 特 例 風

俗 営 業 者 の 認 定 証 の 交 付

十 八 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 十 条

の 二 第 四 項 の 規 定 に よ る 特 例 風

俗 営 業 者 の 認 定 を し な い 旨 の 通

知
十 九 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 十 条

要

の 二 第 五 項 の 規 定 に よ る 特 例 風

俗 営 業 者 の 認 定 証 の 再 交 付

-
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二 十 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 十 条

の 二 第 六 項 の 規 定 に よ る 特 例 風

俗 営 業 者 の 認 定 の 取 消 し の 通 知

二 十 一 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 二

要

十 五 条 の 規 定 に よ る 風 俗 営 業 者

に 対 す る 指 示

二 十 二 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 二

十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 風 俗

営 業 の 許 可 の 取 消 し の 通 知 又 は

営 業 の 停 止 命 令 の 通 知 及 び 同 条

第 二 項 の 規 定 に よ る 飲 食 店 営 業

の 停 止 命 令 の 通 知

二 十 三 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 二

十 九 条 の 規 定 に よ る 店 舗 型 性 風 要

俗 特 殊 営 業 を 営 む 者 に 対 す る 指

示
二 十 四 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 店 舗 型

性 風 俗 特 殊 営 業 の 停 止 命 令 の 通

知 、 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 店

舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 の 廃 止 命 令

の 通 知 及 び 同 条 第 三 項 の 規 定 に

よ る 浴 場 業 営 業 、 興 行 場 営 業 又

は 旅 館 業 の 停 止 命 令 の 通 知

二 十 五 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 四 第 一 項 及 び 第 三 十 一

要

条 の 六 第 二 項 第 一 号 の 規 定 に よ

る 無 店 舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 を 営

む 者 に 対 す る 指 示

二 十 六 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 五 及 び 第 三 十 一 条 の 六

第 二 項 第 二 号 の 規 定 に よ る 無 店

舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 を 営 ん で は

な ら な い 旨 の 命 令 の 通 知

二 十 七 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業
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二 十 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 十 条

の 二 第 六 項 の 規 定 に よ る 特 例 風

俗 営 業 者 の 認 定 の 取 消 し の 通 知

二 十 一 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 二

要

十 五 条 の 規 定 に よ る 風 俗 営 業 者

に 対 す る 指 示

二 十 二 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 二

十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 風 俗

営 業 の 許 可 の 取 消 し の 通 知 又 は

営 業 の 停 止 命 令 の 通 知 及 び 同 条

第 二 項 の 規 定 に よ る 飲 食 店 営 業

の 停 止 命 令 の 通 知

二 十 三 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 二

十 九 条 の 規 定 に よ る 店 舗 型 性 風 要

俗 特 殊 営 業 を 営 む 者 に 対 す る 指

示
二 十 四 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 店 舗 型

性 風 俗 特 殊 営 業 の 停 止 命 令 の 通

知 、 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 店

舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 の 廃 止 命 令

の 通 知 及 び 同 条 第 三 項 の 規 定 に

よ る 浴 場 業 営 業 、 興 行 場 営 業 又

は 旅 館 業 の 停 止 命 令 の 通 知

二 十 五 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 四 第 一 項 及 び 第 三 十 一

要

条 の 六 第 二 項 第 一 号 の 規 定 に よ

る 無 店 舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 を 営

む 者 に 対 す る 指 示

二 十 六 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 五 及 び 第 三 十 一 条 の 六

第 二 項 第 二 号 の 規 定 に よ る 無 店

舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 を 営 ん で は

な ら な い 旨 の 命 令 の 通 知

二 十 七 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

-
3
5
-

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 六 第 一 項 （ 同 条 第 三 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 要

む 。 ） の 規 定 に よ る 無 店 舗 型 性

風 俗 特 殊 営 業 を 営 む 者 の 処 分 移

送 通 知 書 の 送 付

二 十 八 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 十 四 の 規 定 に よ る 店 舗 要

型 電 話 異 性 紹 介 営 業 を 営 む 者 に

対 す る 指 示

二 十 九 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 十 五 第 一 項 の 規 定 に よ

る 店 舗 型 電 話 異 性 紹 介 営 業 の 停

止 命 令 の 通 知 及 び 同 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 店 舗 型 電 話 異 性 紹 介

営 業 の 廃 止 命 令 の 通 知

三 十 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三 十

一 条 の 十 九 及 び 第 三 十 一 条 の 二

要

十 一 第 二 項 第 一 号 の 規 定 に よ る

無 店 舗 型 電 話 異 性 紹 介 営 業 を 営

む 者 に 対 す る 指 示

三 十 一 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 及 び 第 三 十 一 条 の

二 十 一 第 二 項 第 二 号 の 規 定 に よ

る 無 店 舗 型 電 話 異 性 紹 介 営 業 を

営 ん で は な ら な い 旨 の 命 令 の 通

知
三 十 二 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 一 第 一 項 （ 同 条 第

三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 要

む 。 ） の 規 定 に よ る 無 店 舗 型 電

話 異 性 紹 介 営 業 を 営 む 者 の 処 分

移 送 通 知 書 の 送 付

三 十 三 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 五 条 の 二 の 規 定 に よ る 特 定 性

風 俗 物 品 販 売 等 営 業 の 停 止 命 令

の 通 知
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務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 六 第 一 項 （ 同 条 第 三 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 要

む 。 ） の 規 定 に よ る 無 店 舗 型 性

風 俗 特 殊 営 業 を 営 む 者 の 処 分 移

送 通 知 書 の 送 付

二 十 八 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 十 四 の 規 定 に よ る 店 舗 要

型 電 話 異 性 紹 介 営 業 を 営 む 者 に

対 す る 指 示

二 十 九 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 十 五 第 一 項 の 規 定 に よ

る 店 舗 型 電 話 異 性 紹 介 営 業 の 停

止 命 令 の 通 知 及 び 同 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 店 舗 型 電 話 異 性 紹 介

営 業 の 廃 止 命 令 の 通 知

三 十 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三 十

一 条 の 十 九 及 び 第 三 十 一 条 の 二

要

十 一 第 二 項 第 一 号 の 規 定 に よ る

無 店 舗 型 電 話 異 性 紹 介 営 業 を 営

む 者 に 対 す る 指 示

三 十 一 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 及 び 第 三 十 一 条 の

二 十 一 第 二 項 第 二 号 の 規 定 に よ

る 無 店 舗 型 電 話 異 性 紹 介 営 業 を

営 ん で は な ら な い 旨 の 命 令 の 通

知
三 十 二 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 一 第 一 項 （ 同 条 第

三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 要

む 。 ） の 規 定 に よ る 無 店 舗 型 電

話 異 性 紹 介 営 業 を 営 む 者 の 処 分

移 送 通 知 書 の 送 付

三 十 三 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 五 条 の 二 の 規 定 に よ る 特 定 性

風 俗 物 品 販 売 等 営 業 の 停 止 命 令

の 通 知

-
3
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三 十 四 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 九 第 一 項 及 び 第 三 十 一

要

条 の 十 一 第 二 項 第 一 号 の 規 定 に

よ る 映 像 送 信 型 性 風 俗 特 殊 営 業

を 営 む 者 に 対 す る 指 示

三 十 五 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 十 一 第 一 項 （ 同 条 第 三

項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 要

む 。 ） の 規 定 に よ る 映 像 送 信 型

性 風 俗 特 殊 営 業 を 営 む 者 の 処 分

移 送 通 知 書 の 送 付

三 十 六 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ

る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 の 許 可 証

の 交 付

三 十 七 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ 要

る 同 法 第 三 条 第 一 項 の 特 定 遊 興

飲 食 店 営 業 の 許 可 を し な い 場 合

の 通 知

三 十 八 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

要

る 同 法 第 五 条 第 四 項 の 規 定 に よ

る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 の 許 可 証

の 再 交 付

三 十 九 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 七 条 第 五 項 の 規 定 に よ

る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 の 許 可 証

の 書 換 え

四 十 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三 十

一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る

同 法 第 七 条 第 六 項 の 規 定 に よ る

同 法 第 七 条 第 一 項 の 特 定 遊 興 飲

食 店 営 業 の 相 続 を 承 認 し な い 場
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三 十 四 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 九 第 一 項 及 び 第 三 十 一

要

条 の 十 一 第 二 項 第 一 号 の 規 定 に

よ る 映 像 送 信 型 性 風 俗 特 殊 営 業

を 営 む 者 に 対 す る 指 示

三 十 五 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 十 一 第 一 項 （ 同 条 第 三

項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 要

む 。 ） の 規 定 に よ る 映 像 送 信 型

性 風 俗 特 殊 営 業 を 営 む 者 の 処 分

移 送 通 知 書 の 送 付

三 十 六 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ

る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 の 許 可 証

の 交 付

三 十 七 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ 要

る 同 法 第 三 条 第 一 項 の 特 定 遊 興

飲 食 店 営 業 の 許 可 を し な い 場 合

の 通 知

三 十 八 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

要

る 同 法 第 五 条 第 四 項 の 規 定 に よ

る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 の 許 可 証

の 再 交 付

三 十 九 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 七 条 第 五 項 の 規 定 に よ

る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 の 許 可 証

の 書 換 え

四 十 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三 十

一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る

同 法 第 七 条 第 六 項 の 規 定 に よ る

同 法 第 七 条 第 一 項 の 特 定 遊 興 飲

食 店 営 業 の 相 続 を 承 認 し な い 場
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合 の 通 知

四 十 一 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定

に よ る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 者 た

る 法 人 の 合 併 の 承 認 を し な い 場

合 の 通 知

四 十 二 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 七 条 の 二 第 三 項 に お い

て 準 用 す る 同 法 第 七 条 第 五 項 の

規 定 に よ る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業

の 許 可 証 の 書 換 え

四 十 三 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 七 条 の 三 第 一 項 の 規 定

に よ る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 者 た

る 法 人 の 分 割 の 承 認 を し な い 場

合 の 通 知

四 十 四 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 七 条 の 三 第 三 項 に お い

て 準 用 す る 同 法 第 七 条 第 五 項 の

規 定 に よ る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業

の 許 可 証 の 書 換 え

四 十 五 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 八 条 の 規 定 に よ る 特 定

遊 興 飲 食 店 営 業 の 許 可 の 取 消 し

の 通 知

四 十 六 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 十 条 の 二 第 三 項 の 規 定

に よ る 特 例 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業

の 認 定 証 の 交 付

四 十 七 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三
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合 の 通 知

四 十 一 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定

に よ る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 者 た

る 法 人 の 合 併 の 承 認 を し な い 場

合 の 通 知

四 十 二 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 七 条 の 二 第 三 項 に お い

て 準 用 す る 同 法 第 七 条 第 五 項 の

規 定 に よ る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業

の 許 可 証 の 書 換 え

四 十 三 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 七 条 の 三 第 一 項 の 規 定

に よ る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 者 た

る 法 人 の 分 割 の 承 認 を し な い 場

合 の 通 知

四 十 四 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 七 条 の 三 第 三 項 に お い

て 準 用 す る 同 法 第 七 条 第 五 項 の

規 定 に よ る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業

の 許 可 証 の 書 換 え

四 十 五 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 八 条 の 規 定 に よ る 特 定

遊 興 飲 食 店 営 業 の 許 可 の 取 消 し

の 通 知

四 十 六 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 十 条 の 二 第 三 項 の 規 定

に よ る 特 例 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業

の 認 定 証 の 交 付

四 十 七 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三
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十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 十 条 の 二 第 四 項 の 規 定

に よ る 特 例 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業

者 の 認 定 を し な い 旨 の 通 知

四 十 八 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

要

る 同 法 第 十 条 の 二 第 五 項 の 規 定

に よ る 特 例 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業

の 認 定 証 の 再 交 付

四 十 九 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 十 条 の 二 第 六 項 の 規 定

に よ る 特 例 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業

者 の 認 定 の 取 消 し の 通 知

五 十 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三 十

要

一 条 の 二 十 四 の 規 定 に よ る 特 定

遊 興 飲 食 店 営 業 者 に 対 す る 指 示

五 十 一 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 五 第 一 項 の 規 定 に

よ る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 の 許 可

の 取 消 し の 通 知 又 は 営 業 の 停 止

命 令 の 通 知 及 び 同 条 第 二 項 の 規

定 に よ る 飲 食 店 営 業 の 停 止 命 令

の 通 知

五 十 二 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

要

十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 飲 食

店 営 業 者 に 対 す る 指 示

五 十 三 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 飲 食

店 営 業 の 停 止 命 令 の 通 知

五 十 四 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 五 条 の 規 定 に よ る 興 行 場 営 業

の 停 止 命 令 の 通 知

五 十 五 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三
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十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 十 条 の 二 第 四 項 の 規 定

に よ る 特 例 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業

者 の 認 定 を し な い 旨 の 通 知

四 十 八 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

要

る 同 法 第 十 条 の 二 第 五 項 の 規 定

に よ る 特 例 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業

の 認 定 証 の 再 交 付

四 十 九 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 十 条 の 二 第 六 項 の 規 定

に よ る 特 例 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業

者 の 認 定 の 取 消 し の 通 知

五 十 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三 十

要

一 条 の 二 十 四 の 規 定 に よ る 特 定

遊 興 飲 食 店 営 業 者 に 対 す る 指 示

五 十 一 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 一 条 の 二 十 五 第 一 項 の 規 定 に

よ る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 の 許 可

の 取 消 し の 通 知 又 は 営 業 の 停 止

命 令 の 通 知 及 び 同 条 第 二 項 の 規

定 に よ る 飲 食 店 営 業 の 停 止 命 令

の 通 知

五 十 二 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

要

十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 飲 食

店 営 業 者 に 対 す る 指 示

五 十 三 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 飲 食

店 営 業 の 停 止 命 令 の 通 知

五 十 四 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 五 条 の 規 定 に よ る 興 行 場 営 業

の 停 止 命 令 の 通 知

五 十 五 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三
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十 五 条 の 四 第 一 項 及 び 第 四 項 第 要

一 号 の 規 定 に よ る 接 客 業 務 受 託

営 業 を 営 む 者 に 対 す る 指 示

五 十 六 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 五 条 の 四 第 二 項 及 び 第 四 項 第

二 号 の 規 定 に よ る 接 客 業 務 受 託

営 業 を 営 ん で は な ら な い 旨 の 命

令 の 通 知

五 十 七 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 五 条 の 四 第 三 項 （ 同 条 第 五 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 要

む 。 ） の 規 定 に よ る 接 客 業 務 受

託 営 業 を 営 む 者 の 処 分 移 送 通 知

書 の 送 付

五 十 八 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

要

十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告

又 は 資 料 の 提 出 の 要 求

五 十 九 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

要

十 九 条 第 二 項 第 六 号 及 び 第 七 号

の 規 定 に よ る 調 査 の 委 託

六 十 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 四 十

一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 聴 聞 の

通 知 及 び 公 示

六 十 一 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 四

十 一 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る

国 家 公 安 委 員 会 に 対 す る 報 告

六 十 二 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 四

十 一 条 の 三 第 二 項 の 規 定 に よ る

公 安 委 員 会 に 対 す る 通 報

六 十 三 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 四

十 二 条 の 規 定 に よ る 処 分 の 通 知

六 十 四 質 屋 営 業 法 第 二 条 第 一 項

要

の 規 定 に よ る 質 屋 営 業 の 許 可
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十 五 条 の 四 第 一 項 及 び 第 四 項 第 要

一 号 の 規 定 に よ る 接 客 業 務 受 託

営 業 を 営 む 者 に 対 す る 指 示

五 十 六 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 五 条 の 四 第 二 項 及 び 第 四 項 第

二 号 の 規 定 に よ る 接 客 業 務 受 託

営 業 を 営 ん で は な ら な い 旨 の 命

令 の 通 知

五 十 七 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

十 五 条 の 四 第 三 項 （ 同 条 第 五 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 要

む 。 ） の 規 定 に よ る 接 客 業 務 受

託 営 業 を 営 む 者 の 処 分 移 送 通 知

書 の 送 付

五 十 八 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

要

十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告

又 は 資 料 の 提 出 の 要 求

五 十 九 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三

要

十 九 条 第 二 項 第 六 号 及 び 第 七 号

の 規 定 に よ る 調 査 の 委 託

六 十 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 四 十

一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 聴 聞 の

通 知 及 び 公 示

六 十 一 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 四

十 一 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る

国 家 公 安 委 員 会 に 対 す る 報 告

六 十 二 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 四

十 一 条 の 三 第 二 項 の 規 定 に よ る

公 安 委 員 会 に 対 す る 通 報

六 十 三 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 四

十 二 条 の 規 定 に よ る 処 分 の 通 知

六 十 四 質 屋 営 業 法 第 二 条 第 一 項

要

の 規 定 に よ る 質 屋 営 業 の 許 可
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六 十 五 質 屋 営 業 法 第 三 条 第 三 項

の 規 定 に よ る 質 屋 営 業 の 許 可 を

し な い 旨 の 通 知

六 十 六 質 屋 営 業 法 第 四 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 営 業 所 の 移 転 又 は

要

管 理 者 の 新 設 若 し く は 変 更 の 許

可
六 十 七 質 屋 営 業 法 第 八 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 許 可 証 の 交 付

六 十 八 質 屋 営 業 法 第 二 十 五 条 の

規 定 に よ る 質 屋 の 許 可 の 取 消 し

の 通 知 又 は 質 屋 営 業 の 停 止 命 令

の 通 知

六 十 九 行 政 手 続 法 第 十 五 条 第 一

項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 聴 聞

の 通 知 （ 同 法 第 十 三 条 第 一 項 第

一 号 イ （ 質 屋 営 業 法 第 二 十 五 条

の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分 に 係

る も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 二

十 六 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の

に 限 る 。 ）

七 十 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 九 条 第 二 項 の 規

定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所 の

変 更 の 申 出 書 の 受 理 （ 行 政 手 続

法 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 イ （ 質

屋 営 業 法 第 二 十 五 条 の 規 定 に よ

る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の に 限

る 。 ） 又 は 同 法 第 二 十 六 条 第 一

項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

七 十 一 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 九 条 第 三 項 の

規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所

の 変 更 の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十

三 条 第 一 項 第 一 号 イ （ 質 屋 営 業

法 第 二 十 五 条 の 規 定 に よ る 取 消

し の 処 分 に 係 る も の に 限 る 。 ）

又 は 同 法 第 二 十 六 条 第 一 項 の 聴

聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

七 十 二 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 文 書 閲 覧 請 求 書 の 受
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六 十 五 質 屋 営 業 法 第 三 条 第 三 項

の 規 定 に よ る 質 屋 営 業 の 許 可 を

し な い 旨 の 通 知

六 十 六 質 屋 営 業 法 第 四 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 営 業 所 の 移 転 又 は

要

管 理 者 の 新 設 若 し く は 変 更 の 許

可
六 十 七 質 屋 営 業 法 第 八 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 許 可 証 の 交 付

六 十 八 質 屋 営 業 法 第 二 十 五 条 の

規 定 に よ る 質 屋 の 許 可 の 取 消 し

の 通 知 又 は 質 屋 営 業 の 停 止 命 令

の 通 知

六 十 九 行 政 手 続 法 第 十 五 条 第 一

項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 聴 聞

の 通 知 （ 同 法 第 十 三 条 第 一 項 第

一 号 イ （ 質 屋 営 業 法 第 二 十 五 条

の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分 に 係

る も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 二

十 六 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の

に 限 る 。 ）

七 十 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 九 条 第 二 項 の 規

定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所 の

変 更 の 申 出 書 の 受 理 （ 行 政 手 続

法 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 イ （ 質

屋 営 業 法 第 二 十 五 条 の 規 定 に よ

る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の に 限

る 。 ） 又 は 同 法 第 二 十 六 条 第 一

項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

七 十 一 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 九 条 第 三 項 の

規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所

の 変 更 の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十

三 条 第 一 項 第 一 号 イ （ 質 屋 営 業

法 第 二 十 五 条 の 規 定 に よ る 取 消

し の 処 分 に 係 る も の に 限 る 。 ）

又 は 同 法 第 二 十 六 条 第 一 項 の 聴

聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

七 十 二 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 文 書 閲 覧 請 求 書 の 受
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理 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項

第 一 号 イ （ 質 屋 営 業 法 第 二 十 五

条 の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分 に

係 る も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第

二 十 六 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も

の に 限 る 。 ）

七 十 三 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 閲 覧 の 日 時 及 び 場 所

の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第

一 項 第 一 号 イ （ 質 屋 営 業 法 第 二

十 五 条 の 規 定 に よ る 取 消 し の 処

分 に 係 る も の に 限 る 。 ） 又 は 同

法 第 二 十 六 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係

る も の に 限 る 。 ）

七 十 四 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 二 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 に お け

る 審 理 の 公 開 の 通 知 及 び 公 示

（ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第

一 号 イ （ 質 屋 営 業 法 第 二 十 五 条

の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分 に 係

る も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 二

十 六 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の

に 限 る 。 ）

七 十 五 質 屋 営 業 法 第 二 十 七 条 の

規 定 に よ る 他 の 公 安 委 員 会 へ の

通 知

七 十 六 質 屋 営 業 法 第 二 十 八 条 第

三 項 第 一 号 及 び 第 五 項 の 規 定 に

よ る 質 契 約 を 終 了 さ せ る 行 為 の

承 認

七 十 七 古 物 営 業 法 第 三 条 の 規 定

要

に よ る 古 物 営 業 の 許 可

七 十 八 古 物 営 業 法 第 五 条 第 二 項

の 規 定 に よ る 許 可 証 の 交 付

七 十 九 古 物 営 業 法 第 五 条 第 三 項

の 規 定 に よ る 古 物 営 業 の 許 可 を

し な い 旨 の 通 知

八 十 古 物 営 業 法 第 六 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 古 物 営 業 の 許 可 の 取

消 し の 通 知
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理 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項

第 一 号 イ （ 質 屋 営 業 法 第 二 十 五

条 の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分 に

係 る も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第

二 十 六 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も

の に 限 る 。 ）

七 十 三 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 閲 覧 の 日 時 及 び 場 所

の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第

一 項 第 一 号 イ （ 質 屋 営 業 法 第 二

十 五 条 の 規 定 に よ る 取 消 し の 処

分 に 係 る も の に 限 る 。 ） 又 は 同

法 第 二 十 六 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係

る も の に 限 る 。 ）

七 十 四 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 二 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 に お け

る 審 理 の 公 開 の 通 知 及 び 公 示

（ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第

一 号 イ （ 質 屋 営 業 法 第 二 十 五 条

の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分 に 係

る も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 二

十 六 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の

に 限 る 。 ）

七 十 五 質 屋 営 業 法 第 二 十 七 条 の

規 定 に よ る 他 の 公 安 委 員 会 へ の

通 知

七 十 六 質 屋 営 業 法 第 二 十 八 条 第

三 項 第 一 号 及 び 第 五 項 の 規 定 に

よ る 質 契 約 を 終 了 さ せ る 行 為 の

承 認

七 十 七 古 物 営 業 法 第 三 条 の 規 定

要

に よ る 古 物 営 業 の 許 可

七 十 八 古 物 営 業 法 第 五 条 第 二 項

の 規 定 に よ る 許 可 証 の 交 付

七 十 九 古 物 営 業 法 第 五 条 第 三 項

の 規 定 に よ る 古 物 営 業 の 許 可 を

し な い 旨 の 通 知

八 十 古 物 営 業 法 第 六 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 古 物 営 業 の 許 可 の 取

消 し の 通 知
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八 十 一 行 政 手 続 法 第 十 五 条 第 一

項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 聴 聞

の 通 知 （ 同 法 第 十 三 条 第 一 項 第

一 号 イ （ 古 物 営 業 法 第 六 条 第 一

項 又 は 第 二 十 四 条 の 規 定 に よ る

取 消 し の 処 分 に 係 る も の に 限

る 。 ） 又 は 同 法 第 二 十 五 条 第 一

項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

八 十 二 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 九 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所

の 変 更 の 申 出 書 の 受 理 （ 行 政 手

続 法 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 イ

（ 古 物 営 業 法 第 六 条 第 一 項 又 は

第 二 十 四 条 の 規 定 に よ る 取 消 し

の 処 分 に 係 る も の に 限 る 。 ） 又

は 同 法 第 二 十 五 条 第 一 項 の 聴 聞

に 係 る も の に 限 る 。 ）

八 十 三 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 九 条 第 三 項 の

規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所

の 変 更 の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十

三 条 第 一 項 第 一 号 イ （ 古 物 営 業

法 第 六 条 第 一 項 又 は 第 二 十 四 条

の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分 に 係

る も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 二

十 五 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の

に 限 る 。 ）

八 十 四 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 文 書 閲 覧 請 求 書 の 受

理 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項

第 一 号 イ （ 古 物 営 業 法 第 六 条 第

一 項 又 は 第 二 十 四 条 の 規 定 に よ

る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の に 限

る 。 ） 又 は 同 法 第 二 十 五 条 第 一

項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

八 十 五 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 閲 覧 の 日 時 及 び 場 所

の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第

一 項 第 一 号 イ （ 古 物 営 業 法 第 六

条 第 一 項 又 は 第 二 十 四 条 の 規 定

に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の

に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 二 十 五 条



（76） 栃 木 県 公 報 号外第25号令和２（2020）年３月31日　火曜日

-
4
2
-

八 十 一 行 政 手 続 法 第 十 五 条 第 一

項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 聴 聞

の 通 知 （ 同 法 第 十 三 条 第 一 項 第

一 号 イ （ 古 物 営 業 法 第 六 条 第 一

項 又 は 第 二 十 四 条 の 規 定 に よ る

取 消 し の 処 分 に 係 る も の に 限

る 。 ） 又 は 同 法 第 二 十 五 条 第 一

項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

八 十 二 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 九 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所

の 変 更 の 申 出 書 の 受 理 （ 行 政 手

続 法 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 イ

（ 古 物 営 業 法 第 六 条 第 一 項 又 は

第 二 十 四 条 の 規 定 に よ る 取 消 し

の 処 分 に 係 る も の に 限 る 。 ） 又

は 同 法 第 二 十 五 条 第 一 項 の 聴 聞

に 係 る も の に 限 る 。 ）

八 十 三 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 九 条 第 三 項 の

規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所

の 変 更 の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十

三 条 第 一 項 第 一 号 イ （ 古 物 営 業

法 第 六 条 第 一 項 又 は 第 二 十 四 条

の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分 に 係

る も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 二

十 五 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の

に 限 る 。 ）

八 十 四 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 文 書 閲 覧 請 求 書 の 受

理 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項

第 一 号 イ （ 古 物 営 業 法 第 六 条 第

一 項 又 は 第 二 十 四 条 の 規 定 に よ

る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の に 限

る 。 ） 又 は 同 法 第 二 十 五 条 第 一

項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

八 十 五 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 閲 覧 の 日 時 及 び 場 所

の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第

一 項 第 一 号 イ （ 古 物 営 業 法 第 六

条 第 一 項 又 は 第 二 十 四 条 の 規 定

に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の

に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 二 十 五 条
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第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限

る 。 ）

八 十 六 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 二 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 に お け

る 審 理 の 公 開 の 通 知 及 び 公 示

（ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第

一 号 イ （ 古 物 営 業 法 第 六 条 第 一

項 又 は 第 二 十 四 条 の 規 定 に よ る

取 消 し の 処 分 に 係 る も の に 限

る 。 ） 又 は 同 法 第 二 十 五 条 第 一

項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

八 十 七 古 物 営 業 法 第 十 三 条 第 四

項 の 規 定 に よ る 管 理 者 の 解 任 の 要

勧 告

八 十 八 古 物 営 業 法 第 二 十 一 条 の

五 第 一 項 及 び 第 二 十 一 条 の 六 第

一 項 の 規 定 に よ る 古 物 競 り あ つ 要

せ ん 業 に 係 る 業 務 の 実 施 の 方 法

の 認 定

八 十 九 古 物 営 業 法 施 行 規 則 （ 平

成 七 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 十

号 ） 第 十 九 条 の 七 第 一 項 の 規 定

に よ る 古 物 営 業 法 第 二 十 一 条 の

五 第 一 項 の 認 定 を し た 旨 の 通 知

及 び 公 示

九 十 古 物 営 業 法 施 行 規 則 第 十 九

条 の 七 第 二 項 の 規 定 に よ る 古 物

営 業 法 第 二 十 一 条 の 五 第 一 項 の

認 定 を し な い 旨 の 通 知

九 十 一 古 物 営 業 法 施 行 規 則 第 十

九 条 の 十 第 一 項 の 規 定 に よ る 認

要

定 古 物 競 り あ つ せ ん 業 者 の 認 定

の 取 消 し

九 十 二 古 物 営 業 法 施 行 規 則 第 十

九 条 の 十 第 二 項 の 規 定 に よ る 認

定 古 物 競 り あ つ せ ん 業 者 の 認 定

を 取 り 消 し た 旨 の 公 示

九 十 三 古 物 営 業 法 施 行 規 則 第 十

九 条 の 十 二 に お い て 準 用 す る 同

規 則 第 十 九 条 の 七 第 一 項 の 規 定

に よ る 古 物 営 業 法 第 二 十 一 条 の
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第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限

る 。 ）

八 十 六 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 二 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 に お け

る 審 理 の 公 開 の 通 知 及 び 公 示

（ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第

一 号 イ （ 古 物 営 業 法 第 六 条 第 一

項 又 は 第 二 十 四 条 の 規 定 に よ る

取 消 し の 処 分 に 係 る も の に 限

る 。 ） 又 は 同 法 第 二 十 五 条 第 一

項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

八 十 七 古 物 営 業 法 第 十 三 条 第 四

項 の 規 定 に よ る 管 理 者 の 解 任 の 要

勧 告

八 十 八 古 物 営 業 法 第 二 十 一 条 の

五 第 一 項 及 び 第 二 十 一 条 の 六 第

一 項 の 規 定 に よ る 古 物 競 り あ つ 要

せ ん 業 に 係 る 業 務 の 実 施 の 方 法

の 認 定

八 十 九 古 物 営 業 法 施 行 規 則 （ 平

成 七 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 十

号 ） 第 十 九 条 の 七 第 一 項 の 規 定

に よ る 古 物 営 業 法 第 二 十 一 条 の

五 第 一 項 の 認 定 を し た 旨 の 通 知

及 び 公 示

九 十 古 物 営 業 法 施 行 規 則 第 十 九

条 の 七 第 二 項 の 規 定 に よ る 古 物

営 業 法 第 二 十 一 条 の 五 第 一 項 の

認 定 を し な い 旨 の 通 知

九 十 一 古 物 営 業 法 施 行 規 則 第 十

九 条 の 十 第 一 項 の 規 定 に よ る 認

要

定 古 物 競 り あ つ せ ん 業 者 の 認 定

の 取 消 し

九 十 二 古 物 営 業 法 施 行 規 則 第 十

九 条 の 十 第 二 項 の 規 定 に よ る 認

定 古 物 競 り あ つ せ ん 業 者 の 認 定

を 取 り 消 し た 旨 の 公 示

九 十 三 古 物 営 業 法 施 行 規 則 第 十

九 条 の 十 二 に お い て 準 用 す る 同

規 則 第 十 九 条 の 七 第 一 項 の 規 定

に よ る 古 物 営 業 法 第 二 十 一 条 の
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六 第 一 項 の 認 定 を し た 旨 の 通 知

及 び 公 示

九 十 四 古 物 営 業 法 施 行 規 則 第 十

九 条 の 十 二 に お い て 準 用 す る 同

規 則 第 十 九 条 の 七 第 二 項 の 規 定

に よ る 古 物 営 業 法 第 二 十 一 条 の

六 第 一 項 の 認 定 を し な い 旨 の 通

知
九 十 五 古 物 営 業 法 施 行 規 則 第 十

九 条 の 十 四 第 一 項 の 規 定 に よ る

要

認 定 外 国 古 物 競 り あ つ せ ん 業 者

の 認 定 の 取 消 し

九 十 六 古 物 営 業 法 施 行 規 則 第 十

九 条 の 十 四 第 二 項 に お い て 準 用

す る 同 規 則 第 十 九 条 の 十 第 二 項

の 規 定 に よ る 認 定 外 国 古 物 競 り

あ つ せ ん 業 者 の 認 定 を 取 り 消 し

た 旨 の 公 示

九 十 七 古 物 営 業 法 第 二 十 三 条 の

規 定 に よ る 業 務 の 適 正 な 実 施 を 要

確 保 す る た め の 指 示

九 十 八 古 物 営 業 法 第 二 十 四 条 の

規 定 に よ る 古 物 営 業 の 許 可 の 取

消 し の 通 知 又 は 古 物 営 業 の 停 止

命 令 の 通 知

九 十 九 警 備 業 法 第 五 条 第 五 項 の

要

規 定 に よ る 認 定 証 の 再 交 付

百 警 備 業 法 第 十 一 条 第 三 項 の 規

要

定 に よ る 認 定 証 の 書 換 え

百 一 警 備 業 法 第 七 条 第 一 項 か ら

第 三 項 ま で の 規 定 に よ る 認 定 証 要

の 更 新 及 び 不 更 新 の 通 知

百 二 警 備 業 法 第 八 条 の 規 定 に よ

る 警 備 業 の 認 定 の 取 消 し の 通 知

百 三 行 政 手 続 法 第 十 五 条 第 一 項

又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 聴 聞 の

通 知 （ 同 法 第 十 三 条 第 一 項 第 一

号 イ （ 警 備 業 法 第 八 条 の 規 定 に

よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の に

限 る 。 ） 若 し く は ロ （ 同 法 第 二
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六 第 一 項 の 認 定 を し た 旨 の 通 知

及 び 公 示

九 十 四 古 物 営 業 法 施 行 規 則 第 十

九 条 の 十 二 に お い て 準 用 す る 同

規 則 第 十 九 条 の 七 第 二 項 の 規 定

に よ る 古 物 営 業 法 第 二 十 一 条 の

六 第 一 項 の 認 定 を し な い 旨 の 通

知
九 十 五 古 物 営 業 法 施 行 規 則 第 十

九 条 の 十 四 第 一 項 の 規 定 に よ る

要

認 定 外 国 古 物 競 り あ つ せ ん 業 者

の 認 定 の 取 消 し

九 十 六 古 物 営 業 法 施 行 規 則 第 十

九 条 の 十 四 第 二 項 に お い て 準 用

す る 同 規 則 第 十 九 条 の 十 第 二 項

の 規 定 に よ る 認 定 外 国 古 物 競 り

あ つ せ ん 業 者 の 認 定 を 取 り 消 し

た 旨 の 公 示

九 十 七 古 物 営 業 法 第 二 十 三 条 の

規 定 に よ る 業 務 の 適 正 な 実 施 を 要

確 保 す る た め の 指 示

九 十 八 古 物 営 業 法 第 二 十 四 条 の

規 定 に よ る 古 物 営 業 の 許 可 の 取

消 し の 通 知 又 は 古 物 営 業 の 停 止

命 令 の 通 知

九 十 九 警 備 業 法 第 五 条 第 五 項 の

要

規 定 に よ る 認 定 証 の 再 交 付

百 警 備 業 法 第 十 一 条 第 三 項 の 規

要

定 に よ る 認 定 証 の 書 換 え

百 一 警 備 業 法 第 七 条 第 一 項 か ら

第 三 項 ま で の 規 定 に よ る 認 定 証 要

の 更 新 及 び 不 更 新 の 通 知

百 二 警 備 業 法 第 八 条 の 規 定 に よ

る 警 備 業 の 認 定 の 取 消 し の 通 知

百 三 行 政 手 続 法 第 十 五 条 第 一 項

又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 聴 聞 の

通 知 （ 同 法 第 十 三 条 第 一 項 第 一

号 イ （ 警 備 業 法 第 八 条 の 規 定 に

よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の に

限 る 。 ） 若 し く は ロ （ 同 法 第 二

-
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十 二 条 第 七 項 （ 同 法 第 二 十 三 条

第 五 項 及 び 第 四 十 二 条 第 三 項 に

お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

の 規 定 に よ る 返 納 の 命 令 に 係 る

も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 五 十

条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限

る 。 ）

百 四 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 九 条 第 二 項 の 規

定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所 の

変 更 の 申 出 書 の 受 理 （ 行 政 手 続

法 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 イ （ 警

備 業 法 第 八 条 の 規 定 に よ る 取 消

し の 処 分 に 係 る も の に 限 る 。 ）

若 し く は ロ （ 同 法 第 二 十 二 条 第

七 項 （ 同 法 第 二 十 三 条 第 五 項 及

び 第 四 十 二 条 第 三 項 に お い て 準

用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に

よ る 返 納 の 命 令 に 係 る も の に 限

る 。 ） 又 は 同 法 第 五 十 条 第 一 項

の 聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

百 五 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 九 条 第 三 項 の 規

定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所 の

変 更 の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十 三

条 第 一 項 第 一 号 イ （ 警 備 業 法 第

八 条 の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分

に 係 る も の に 限 る 。 ） 若 し く は

ロ （ 同 法 第 二 十 二 条 第 七 項 （ 同

法 第 二 十 三 条 第 五 項 及 び 第 四 十

二 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 返 納

の 命 令 に 係 る も の に 限 る 。 ） 又

は 同 法 第 五 十 条 第 一 項 の 聴 聞 に

係 る も の に 限 る 。 ）

百 六 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 十 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 文 書 閲 覧 請 求 書 の 受 理

（ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第

一 号 イ （ 警 備 業 法 第 八 条 の 規 定

に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の

に 限 る 。 ） 若 し く は ロ （ 同 法 第

二 十 二 条 第 七 項 （ 同 法 第 二 十 三

条 第 五 項 及 び 第 四 十 二 条 第 三 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ る 返 納 の 命 令

に 係 る も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法
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十 二 条 第 七 項 （ 同 法 第 二 十 三 条

第 五 項 及 び 第 四 十 二 条 第 三 項 に

お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

の 規 定 に よ る 返 納 の 命 令 に 係 る

も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 五 十

条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限

る 。 ）

百 四 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 九 条 第 二 項 の 規

定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所 の

変 更 の 申 出 書 の 受 理 （ 行 政 手 続

法 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 イ （ 警

備 業 法 第 八 条 の 規 定 に よ る 取 消

し の 処 分 に 係 る も の に 限 る 。 ）

若 し く は ロ （ 同 法 第 二 十 二 条 第

七 項 （ 同 法 第 二 十 三 条 第 五 項 及

び 第 四 十 二 条 第 三 項 に お い て 準

用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に

よ る 返 納 の 命 令 に 係 る も の に 限

る 。 ） 又 は 同 法 第 五 十 条 第 一 項

の 聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

百 五 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 九 条 第 三 項 の 規

定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場 所 の

変 更 の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十 三

条 第 一 項 第 一 号 イ （ 警 備 業 法 第

八 条 の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分

に 係 る も の に 限 る 。 ） 若 し く は

ロ （ 同 法 第 二 十 二 条 第 七 項 （ 同

法 第 二 十 三 条 第 五 項 及 び 第 四 十

二 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 返 納

の 命 令 に 係 る も の に 限 る 。 ） 又

は 同 法 第 五 十 条 第 一 項 の 聴 聞 に

係 る も の に 限 る 。 ）

百 六 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 十 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 文 書 閲 覧 請 求 書 の 受 理

（ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第

一 号 イ （ 警 備 業 法 第 八 条 の 規 定

に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の

に 限 る 。 ） 若 し く は ロ （ 同 法 第

二 十 二 条 第 七 項 （ 同 法 第 二 十 三

条 第 五 項 及 び 第 四 十 二 条 第 三 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ る 返 納 の 命 令

に 係 る も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法

-
4
6
-

第 五 十 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も

の に 限 る 。 ）

百 七 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 十 条 第 二 項 の 規

定 に よ る 閲 覧 の 日 時 及 び 場 所 の

通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一

項 第 一 号 イ （ 警 備 業 法 第 八 条 の

規 定 に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る

も の に 限 る 。 ） 若 し く は ロ （ 同

法 第 二 十 二 条 第 七 項 （ 同 法 第 二

十 三 条 第 五 項 及 び 第 四 十 二 条 第

三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ る 返 納 の 命 令

に 係 る も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法

第 五 十 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も

の に 限 る 。 ）

百 八 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 十 二 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 に お け る

審 理 の 公 開 の 通 知 及 び 公 示 （ 行

政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号

イ （ 警 備 業 法 第 八 条 の 規 定 に よ

る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の に 限

る 。 ） 若 し く は ロ （ 同 法 第 二 十

二 条 第 七 項 （ 同 法 第 二 十 三 条 第

五 項 及 び 第 四 十 二 条 第 三 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の

規 定 に よ る 返 納 の 命 令 に 係 る も

の に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 五 十 条

第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限

る 。 ）

百 九 警 備 業 法 第 二 十 二 条 第 七 項

の 規 定 に よ る 警 備 員 指 導 教 育 責

任 者 資 格 者 証 の 返 納 命 令 の 通 知

百 十 警 備 業 法 第 二 十 三 条 第 五 項

に お い て 準 用 す る 同 法 第 二 十 二

条 第 七 項 の 規 定 に よ る 合 格 証 明

書 の 返 納 命 令 の 通 知

百 十 一 警 備 業 法 第 四 十 二 条 第 三

項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 二 十

二 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 機 械 警

備 業 務 管 理 者 資 格 者 証 の 返 納 命

令 の 通 知

百 十 二 警 備 業 法 第 四 十 八 条 の 規
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第 五 十 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も

の に 限 る 。 ）

百 七 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 十 条 第 二 項 の 規

定 に よ る 閲 覧 の 日 時 及 び 場 所 の

通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一

項 第 一 号 イ （ 警 備 業 法 第 八 条 の

規 定 に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る

も の に 限 る 。 ） 若 し く は ロ （ 同

法 第 二 十 二 条 第 七 項 （ 同 法 第 二

十 三 条 第 五 項 及 び 第 四 十 二 条 第

三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ る 返 納 の 命 令

に 係 る も の に 限 る 。 ） 又 は 同 法

第 五 十 条 第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も

の に 限 る 。 ）

百 八 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与

に 関 す る 規 則 第 十 二 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 に お け る

審 理 の 公 開 の 通 知 及 び 公 示 （ 行

政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号

イ （ 警 備 業 法 第 八 条 の 規 定 に よ

る 取 消 し の 処 分 に 係 る も の に 限

る 。 ） 若 し く は ロ （ 同 法 第 二 十

二 条 第 七 項 （ 同 法 第 二 十 三 条 第

五 項 及 び 第 四 十 二 条 第 三 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の

規 定 に よ る 返 納 の 命 令 に 係 る も

の に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 五 十 条

第 一 項 の 聴 聞 に 係 る も の に 限

る 。 ）

百 九 警 備 業 法 第 二 十 二 条 第 七 項

の 規 定 に よ る 警 備 員 指 導 教 育 責

任 者 資 格 者 証 の 返 納 命 令 の 通 知

百 十 警 備 業 法 第 二 十 三 条 第 五 項

に お い て 準 用 す る 同 法 第 二 十 二

条 第 七 項 の 規 定 に よ る 合 格 証 明

書 の 返 納 命 令 の 通 知

百 十 一 警 備 業 法 第 四 十 二 条 第 三

項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 二 十

二 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 機 械 警

備 業 務 管 理 者 資 格 者 証 の 返 納 命

令 の 通 知

百 十 二 警 備 業 法 第 四 十 八 条 の 規
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要

定 に よ る 警 備 業 者 に 対 す る 指 示

百 十 三 警 備 業 法 第 四 十 九 条 第 一

項 の 規 定 に よ る 警 備 業 者 の 営 業

の 停 止 命 令 の 通 知

百 十 四 警 備 業 法 第 四 十 九 条 第 二

項 の 規 定 に よ る 警 備 業 者 の 営 業

の 廃 止 命 令 の 通 知

百 十 五 警 備 業 法 第 二 十 三 条 第 四

項 の 規 定 に よ る 合 格 証 明 書 の 交 要

付
百 十 六 警 備 業 法 第 二 十 三 条 第 五

項 の 規 定 に よ る 合 格 証 明 書 の 再 要

交 付 及 び 書 換 え

百 十 七 警 備 業 法 施 行 規 則 （ 昭 和

五 十 八 年 総 理 府 令 第 一 号 ） 第 三

十 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 警 備 要

員 指 導 教 育 責 任 者 設 置 特 例 の 承

認
百 十 八 警 備 業 法 施 行 規 則 第 四 十

三 条 （ 同 令 第 六 十 三 条 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定

要

に よ る 警 備 員 指 導 教 育 責 任 者 資

格 者 証 及 び 機 械 警 備 業 務 管 理 者

資 格 者 証 の 再 交 付 及 び 書 換 え

百 十 九 警 備 員 指 導 教 育 責 任 者 及

び 機 械 警 備 業 務 管 理 者 に 係 る 講

習 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 八

年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 二 号 ） 要

第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 警 備

員 指 導 教 育 責 任 者 講 習 修 了 証 明

書 の 交 付

百 二 十 警 備 員 指 導 教 育 責 任 者 及

び 機 械 警 備 業 務 管 理 者 に 係 る 講

習 等 に 関 す る 規 則 第 十 二 条 第 一 要

項 の 規 定 に よ る 機 械 警 備 業 務 管

理 者 講 習 修 了 証 明 書 の 交 付

百 二 十 一 警 備 員 指 導 教 育 責 任 者

及 び 機 械 警 備 業 務 管 理 者 に 係 る

講 習 等 に 関 す る 規 則 第 七 条 第 二

項 （ 同 規 則 第 十 二 条 第 二 項 に お
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要

定 に よ る 警 備 業 者 に 対 す る 指 示

百 十 三 警 備 業 法 第 四 十 九 条 第 一

項 の 規 定 に よ る 警 備 業 者 の 営 業

の 停 止 命 令 の 通 知

百 十 四 警 備 業 法 第 四 十 九 条 第 二

項 の 規 定 に よ る 警 備 業 者 の 営 業

の 廃 止 命 令 の 通 知

百 十 五 警 備 業 法 第 二 十 三 条 第 四

項 の 規 定 に よ る 合 格 証 明 書 の 交 要

付
百 十 六 警 備 業 法 第 二 十 三 条 第 五

項 の 規 定 に よ る 合 格 証 明 書 の 再 要

交 付 及 び 書 換 え

百 十 七 警 備 業 法 施 行 規 則 （ 昭 和

五 十 八 年 総 理 府 令 第 一 号 ） 第 三

十 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 警 備 要

員 指 導 教 育 責 任 者 設 置 特 例 の 承

認
百 十 八 警 備 業 法 施 行 規 則 第 四 十

三 条 （ 同 令 第 六 十 三 条 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定

要

に よ る 警 備 員 指 導 教 育 責 任 者 資

格 者 証 及 び 機 械 警 備 業 務 管 理 者

資 格 者 証 の 再 交 付 及 び 書 換 え

百 十 九 警 備 員 指 導 教 育 責 任 者 及

び 機 械 警 備 業 務 管 理 者 に 係 る 講

習 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 八

年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 二 号 ） 要

第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 警 備

員 指 導 教 育 責 任 者 講 習 修 了 証 明

書 の 交 付

百 二 十 警 備 員 指 導 教 育 責 任 者 及

び 機 械 警 備 業 務 管 理 者 に 係 る 講

習 等 に 関 す る 規 則 第 十 二 条 第 一 要

項 の 規 定 に よ る 機 械 警 備 業 務 管

理 者 講 習 修 了 証 明 書 の 交 付

百 二 十 一 警 備 員 指 導 教 育 責 任 者

及 び 機 械 警 備 業 務 管 理 者 に 係 る

講 習 等 に 関 す る 規 則 第 七 条 第 二

項 （ 同 規 則 第 十 二 条 第 二 項 に お
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い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 要

規 定 に よ る 警 備 員 指 導 教 育 責 任

者 講 習 修 了 証 明 書 及 び 機 械 警 備

業 務 管 理 者 講 習 修 了 証 明 書 の 再

交 付

百 二 十 二 探 偵 業 の 業 務 の 適 正 化

に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律

第 六 十 号 ） 第 十 三 条 第 一 項 の 規 要

定 に よ る 報 告 若 し く は 資 料 の 提

出 の 要 求 又 は 立 入 検 査

百 二 十 三 探 偵 業 の 業 務 の 適 正 化

に 関 す る 法 律 第 十 四 条 の 規 定 に 要

よ る 探 偵 業 者 に 対 す る 指 示

百 二 十 四 探 偵 業 の 業 務 の 適 正 化

に 関 す る 法 律 第 十 五 条 第 一 項 の

要

規 定 に よ る 探 偵 業 者 の 営 業 の 停

止 命 令

百 二 十 五 探 偵 業 の 業 務 の 適 正 化

に 関 す る 法 律 第 十 五 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 探 偵 業 者 の 営 業 の 停

止 命 令 の 通 知

百 二 十 六 探 偵 業 の 業 務 の 適 正 化

に 関 す る 法 律 第 十 五 条 第 二 項 の

要

規 定 に よ る 探 偵 業 者 の 営 業 の 廃

止 命 令

百 二 十 七 探 偵 業 の 業 務 の 適 正 化

に 関 す る 法 律 第 十 五 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 探 偵 業 者 の 営 業 の 廃

止 命 令 の 通 知

百 二 十 八 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 四 条 第 一 項 第 一 号 （ 散 弾 銃

（ 現 に 同 号 の 規 定 に よ る 散 弾 銃

の 所 持 の 許 可 を 受 け て い な い 者

に 係 る も の に 限 る 。 ） 及 び ラ イ

要

フ ル 銃 を 除 く 。 ） 、 第 二 号 、 第

三 号 及 び 第 五 号 の 二 か ら 第 十 号

ま で 並 び に 第 四 条 の 二 の 規 定 に

よ る 銃 砲 刀 剣 類 の 所 持 許 可 申 請

の 処 理

百 二 十 九 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 同

条 第 一 項 第 一 号 （ 散 弾 銃 （ 現 に
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い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 要

規 定 に よ る 警 備 員 指 導 教 育 責 任

者 講 習 修 了 証 明 書 及 び 機 械 警 備

業 務 管 理 者 講 習 修 了 証 明 書 の 再

交 付

百 二 十 二 探 偵 業 の 業 務 の 適 正 化

に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律

第 六 十 号 ） 第 十 三 条 第 一 項 の 規 要

定 に よ る 報 告 若 し く は 資 料 の 提

出 の 要 求 又 は 立 入 検 査

百 二 十 三 探 偵 業 の 業 務 の 適 正 化

に 関 す る 法 律 第 十 四 条 の 規 定 に 要

よ る 探 偵 業 者 に 対 す る 指 示

百 二 十 四 探 偵 業 の 業 務 の 適 正 化

に 関 す る 法 律 第 十 五 条 第 一 項 の

要

規 定 に よ る 探 偵 業 者 の 営 業 の 停

止 命 令

百 二 十 五 探 偵 業 の 業 務 の 適 正 化

に 関 す る 法 律 第 十 五 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 探 偵 業 者 の 営 業 の 停

止 命 令 の 通 知

百 二 十 六 探 偵 業 の 業 務 の 適 正 化

に 関 す る 法 律 第 十 五 条 第 二 項 の

要

規 定 に よ る 探 偵 業 者 の 営 業 の 廃

止 命 令

百 二 十 七 探 偵 業 の 業 務 の 適 正 化

に 関 す る 法 律 第 十 五 条 第 二 項 の

規 定 に よ る 探 偵 業 者 の 営 業 の 廃

止 命 令 の 通 知

百 二 十 八 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 四 条 第 一 項 第 一 号 （ 散 弾 銃

（ 現 に 同 号 の 規 定 に よ る 散 弾 銃

の 所 持 の 許 可 を 受 け て い な い 者

に 係 る も の に 限 る 。 ） 及 び ラ イ

要

フ ル 銃 を 除 く 。 ） 、 第 二 号 、 第

三 号 及 び 第 五 号 の 二 か ら 第 十 号

ま で 並 び に 第 四 条 の 二 の 規 定 に

よ る 銃 砲 刀 剣 類 の 所 持 許 可 申 請

の 処 理

百 二 十 九 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 同

条 第 一 項 第 一 号 （ 散 弾 銃 （ 現 に
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同 号 の 規 定 に よ る 散 弾 銃 の 所 持

の 許 可 を 受 け て い な い 者 に 係 る

も の に 限 る 。 ） 及 び ラ イ フ ル 銃

を 除 く 。 ） 、 第 二 号 、 第 三 号 及

び 第 五 号 の 二 か ら 第 十 号 ま で の

許 可 の 条 件 の 付 与 又 は 条 件 の 変

更
百 三 十 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法

第 五 条 の 三 第 一 項 及 び 第 二 項 の

要

規 定 に よ る 猟 銃 等 講 習 会 の 開 催

及 び 講 習 修 了 証 明 書 の 交 付

百 三 十 一 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 五 条 の 五 第 一 項 及 び 第 二 項

要

の 規 定 に よ る 技 能 講 習 の 実 施 及

び 技 能 講 習 修 了 証 明 書 の 交 付

百 三 十 二 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 七 条 の 三 及 び 銃 砲 刀 剣 類 所

持 等 取 締 法 施 行 規 則 第 三 十 四 条 要

の 規 定 に よ る 猟 銃 又 は 空 気 銃 の

所 持 許 可 の 更 新 申 請 の 処 理

百 三 十 三 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 四 第 二 項 の 規 定 に よ

る 教 習 射 撃 指 導 員 の 選 任 又 は 解

任 届 出 の 処 理

百 三 十 四 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 十 第 二 項 の 規 定 に よ

る 練 習 資 格 認 定 申 請 の 処 理

百 三 十 五 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 十 三 第 一 項 の 規 定 に

要

よ る 年 少 射 撃 資 格 認 定 申 請 の 処

理
百 三 十 六 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 施 行 規 則 第 五 十 四 条 の 規 定 に

よ る 教 習 射 撃 場 指 定 申 請 書 等 記

載 事 項 変 更 届 出 の 処 理

百 三 十 七 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 六 第 二 項 及 び 銃 砲 刀

剣 類 所 持 等 取 締 法 施 行 規 則 第 五

十 八 条 の 規 定 に よ る 教 習 用 備 付

け 銃 の 届 出 の 処 理

百 三 十 八 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締
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同 号 の 規 定 に よ る 散 弾 銃 の 所 持

の 許 可 を 受 け て い な い 者 に 係 る

も の に 限 る 。 ） 及 び ラ イ フ ル 銃

を 除 く 。 ） 、 第 二 号 、 第 三 号 及

び 第 五 号 の 二 か ら 第 十 号 ま で の

許 可 の 条 件 の 付 与 又 は 条 件 の 変

更
百 三 十 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法

第 五 条 の 三 第 一 項 及 び 第 二 項 の

要

規 定 に よ る 猟 銃 等 講 習 会 の 開 催

及 び 講 習 修 了 証 明 書 の 交 付

百 三 十 一 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 五 条 の 五 第 一 項 及 び 第 二 項

要

の 規 定 に よ る 技 能 講 習 の 実 施 及

び 技 能 講 習 修 了 証 明 書 の 交 付

百 三 十 二 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 七 条 の 三 及 び 銃 砲 刀 剣 類 所

持 等 取 締 法 施 行 規 則 第 三 十 四 条 要

の 規 定 に よ る 猟 銃 又 は 空 気 銃 の

所 持 許 可 の 更 新 申 請 の 処 理

百 三 十 三 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 四 第 二 項 の 規 定 に よ

る 教 習 射 撃 指 導 員 の 選 任 又 は 解

任 届 出 の 処 理

百 三 十 四 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 十 第 二 項 の 規 定 に よ

る 練 習 資 格 認 定 申 請 の 処 理

百 三 十 五 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 十 三 第 一 項 の 規 定 に

要

よ る 年 少 射 撃 資 格 認 定 申 請 の 処

理
百 三 十 六 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 施 行 規 則 第 五 十 四 条 の 規 定 に

よ る 教 習 射 撃 場 指 定 申 請 書 等 記

載 事 項 変 更 届 出 の 処 理

百 三 十 七 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 六 第 二 項 及 び 銃 砲 刀

剣 類 所 持 等 取 締 法 施 行 規 則 第 五

十 八 条 の 規 定 に よ る 教 習 用 備 付

け 銃 の 届 出 の 処 理

百 三 十 八 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締
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法 第 九 条 の 六 第 三 項 の 規 定 に よ

る 教 習 用 備 付 け 銃 の 番 号 又 は 記

号 の 打 刻 命 令

百 三 十 九 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 九 第 二 項 に お い て 準

用 す る 同 法 第 九 条 の 四 第 二 項 の

規 定 に よ る 練 習 射 撃 指 導 員 の 選

任 又 は 解 任 届 出 の 処 理

百 四 十 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法

施 行 規 則 第 六 十 八 条 に お い て 準

用 す る 同 令 第 五 十 四 条 の 規 定 に

よ る 練 習 射 撃 場 指 定 申 請 書 の 記

載 事 項 変 更 届 出 の 処 理

百 四 十 一 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 十 一 第 二 項 に お い て

準 用 す る 同 法 第 九 条 の 六 第 二 項

及 び 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 施

行 規 則 第 七 十 二 条 に お い て 準 用

す る 同 令 第 五 十 八 条 の 規 定 に よ

る 練 習 用 備 付 け 銃 の 届 出 の 処 理

百 四 十 二 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 十 一 第 二 項 に お い て

準 用 す る 同 法 第 九 条 の 六 第 三 項

の 規 定 に よ る 練 習 用 備 付 け 銃 の

番 号 又 は 記 号 の 打 刻 命 令

百 四 十 三 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 十 四 第 一 項 及 び 第 二

項 の 規 定 に よ る 年 少 射 撃 資 格 講 要

習 会 の 開 催 及 び 年 少 射 撃 資 格 講

習 修 了 証 明 書 の 交 付

百 四 十 四 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 十 条 の 九 の 規 定 に よ る 銃 砲

要

刀 剣 類 許 可 所 持 者 及 び 年 少 射 撃

資 格 者 に 対 す る 指 示

百 四 十 五 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 施 行 規 則 第 九 十 条 第 二 項 及 び

第 三 項 の 規 定 に よ る 猟 銃 等 保 管

業 届 出 書 の 記 載 事 項 変 更 届 出 の

処 理

百 四 十 六 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 十 一 条 第 一 項 か ら 第 六 項 ま

で の 規 定 に よ る 銃 砲 又 は 刀 剣 類
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法 第 九 条 の 六 第 三 項 の 規 定 に よ

る 教 習 用 備 付 け 銃 の 番 号 又 は 記

号 の 打 刻 命 令

百 三 十 九 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 九 第 二 項 に お い て 準

用 す る 同 法 第 九 条 の 四 第 二 項 の

規 定 に よ る 練 習 射 撃 指 導 員 の 選

任 又 は 解 任 届 出 の 処 理

百 四 十 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法

施 行 規 則 第 六 十 八 条 に お い て 準

用 す る 同 令 第 五 十 四 条 の 規 定 に

よ る 練 習 射 撃 場 指 定 申 請 書 の 記

載 事 項 変 更 届 出 の 処 理

百 四 十 一 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 十 一 第 二 項 に お い て

準 用 す る 同 法 第 九 条 の 六 第 二 項

及 び 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 施

行 規 則 第 七 十 二 条 に お い て 準 用

す る 同 令 第 五 十 八 条 の 規 定 に よ

る 練 習 用 備 付 け 銃 の 届 出 の 処 理

百 四 十 二 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 十 一 第 二 項 に お い て

準 用 す る 同 法 第 九 条 の 六 第 三 項

の 規 定 に よ る 練 習 用 備 付 け 銃 の

番 号 又 は 記 号 の 打 刻 命 令

百 四 十 三 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 九 条 の 十 四 第 一 項 及 び 第 二

項 の 規 定 に よ る 年 少 射 撃 資 格 講 要

習 会 の 開 催 及 び 年 少 射 撃 資 格 講

習 修 了 証 明 書 の 交 付

百 四 十 四 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 十 条 の 九 の 規 定 に よ る 銃 砲

要

刀 剣 類 許 可 所 持 者 及 び 年 少 射 撃

資 格 者 に 対 す る 指 示

百 四 十 五 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 施 行 規 則 第 九 十 条 第 二 項 及 び

第 三 項 の 規 定 に よ る 猟 銃 等 保 管

業 届 出 書 の 記 載 事 項 変 更 届 出 の

処 理

百 四 十 六 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 十 一 条 第 一 項 か ら 第 六 項 ま

で の 規 定 に よ る 銃 砲 又 は 刀 剣 類
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の 所 持 の 許 可 の 取 消 し の 通 知

百 四 十 七 行 政 手 続 法 第 十 五 条 第

一 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 聴

聞 の 通 知 （ 同 法 第 十 三 条 第 一 項

第 一 号 イ （ 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取

締 法 第 十 一 条 第 一 項 か ら 第 六 項

ま で の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分

に 係 る も の に 限 る 。 ） の 聴 聞 に

係 る も の に 限 る 。 ）

百 四 十 八 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の

付 与 に 関 す る 規 則 第 九 条 第 二 項

の 規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場

所 の 変 更 の 申 出 書 の 受 理 （ 行 政

手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 イ

（ 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 第 十

一 条 第 一 項 か ら 第 六 項 ま で の 規

定 に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る も

の に 限 る 。 ） の 聴 聞 に 係 る も の

に 限 る 。 ）

百 四 十 九 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の

付 与 に 関 す る 規 則 第 九 条 第 三 項

の 規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場

所 の 変 更 の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第

十 三 条 第 一 項 第 一 号 イ （ 銃 砲 刀

剣 類 所 持 等 取 締 法 第 十 一 条 第 一

項 か ら 第 六 項 ま で の 規 定 に よ る

取 消 し の 処 分 に 係 る も の に 限

る 。 ） の 聴 聞 に 係 る も の に 限

る 。 ）

百 五 十 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 文 書 閲 覧 請 求 書 の 受

理 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項

第 一 号 イ （ 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取

締 法 第 十 一 条 第 一 項 か ら 第 六 項

ま で の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分

に 係 る も の に 限 る 。 ） の 聴 聞 に

係 る も の に 限 る 。 ）

百 五 十 一 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の

付 与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 二 項

の 規 定 に よ る 閲 覧 の 日 時 及 び 場

所 の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条

第 一 項 第 一 号 イ （ 銃 砲 刀 剣 類 所

持 等 取 締 法 第 十 一 条 第 一 項 か ら

第 六 項 ま で の 規 定 に よ る 取 消 し
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の 所 持 の 許 可 の 取 消 し の 通 知

百 四 十 七 行 政 手 続 法 第 十 五 条 第

一 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 聴

聞 の 通 知 （ 同 法 第 十 三 条 第 一 項

第 一 号 イ （ 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取

締 法 第 十 一 条 第 一 項 か ら 第 六 項

ま で の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分

に 係 る も の に 限 る 。 ） の 聴 聞 に

係 る も の に 限 る 。 ）

百 四 十 八 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の

付 与 に 関 す る 規 則 第 九 条 第 二 項

の 規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場

所 の 変 更 の 申 出 書 の 受 理 （ 行 政

手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 イ

（ 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 第 十

一 条 第 一 項 か ら 第 六 項 ま で の 規

定 に よ る 取 消 し の 処 分 に 係 る も

の に 限 る 。 ） の 聴 聞 に 係 る も の

に 限 る 。 ）

百 四 十 九 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の

付 与 に 関 す る 規 則 第 九 条 第 三 項

の 規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 又 は 場

所 の 変 更 の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第

十 三 条 第 一 項 第 一 号 イ （ 銃 砲 刀

剣 類 所 持 等 取 締 法 第 十 一 条 第 一

項 か ら 第 六 項 ま で の 規 定 に よ る

取 消 し の 処 分 に 係 る も の に 限

る 。 ） の 聴 聞 に 係 る も の に 限

る 。 ）

百 五 十 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付

与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 文 書 閲 覧 請 求 書 の 受

理 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項

第 一 号 イ （ 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取

締 法 第 十 一 条 第 一 項 か ら 第 六 項

ま で の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分

に 係 る も の に 限 る 。 ） の 聴 聞 に

係 る も の に 限 る 。 ）

百 五 十 一 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の

付 与 に 関 す る 規 則 第 十 条 第 二 項

の 規 定 に よ る 閲 覧 の 日 時 及 び 場

所 の 通 知 （ 行 政 手 続 法 第 十 三 条

第 一 項 第 一 号 イ （ 銃 砲 刀 剣 類 所

持 等 取 締 法 第 十 一 条 第 一 項 か ら

第 六 項 ま で の 規 定 に よ る 取 消 し
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の 処 分 に 係 る も の に 限 る 。 ） の

聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

百 五 十 二 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の

付 与 に 関 す る 規 則 第 十 二 条 第 一

項 の 規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 に お

け る 審 理 の 公 開 の 通 知 及 び 公 示

（ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第

一 号 イ （ 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 十 一 条 第 一 項 か ら 第 六 項 ま

で の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分 に

係 る も の に 限 る 。 ） の 聴 聞 に 係

る も の に 限 る 。 ）

百 五 十 三 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 十 四 条 第 四 項 、 第 十 六 条 第

二 項 、 第 十 七 条 第 三 項 及 び 第 十

八 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 教

育 委 員 会 か ら の 通 知 の 処 理

百 五 十 四 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 二 十 一 条 の 三 第 二 項 の 規 定

要

に よ る 準 空 気 銃 を 所 持 す る 場 合

の 届 出 の 処 理

百 五 十 五 指 定 射 撃 場 の 指 定 に 関

す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 三 十 七 年 総

理 府 令 第 四 十 六 号 ） 第 十 三 条 の

規 定 に よ る 指 定 射 撃 場 指 定 申 請

書 の 記 載 事 項 の 変 更 の 届 出 の 処

理
百 五 十 六 火 薬 類 取 締 法 第 五 十 二

条 第 二 項 の 規 定 に よ る 知 事 か ら

の 通 報 の 処 理

百 五 十 七 火 薬 類 取 締 法 施 行 令 第

三 条 の 規 定 に よ る 運 搬 証 明 書 の

返 納 の 処 理

百 五 十 八 火 薬 類 取 締 法 施 行 令 第

四 条 の 規 定 に よ る 届 出 及 び 指 示

の 内 容 の 通 知

百 五 十 九 核 原 料 物 質 、 核 燃 料 物

質 及 び 原 子 炉 の 規 制 に 関 す る 法

律 施 行 令 第 五 十 条 の 規 定 に よ る

運 搬 証 明 書 の 返 納 の 処 理

百 六 十 武 器 等 製 造 法 （ 昭 和 二 十
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の 処 分 に 係 る も の に 限 る 。 ） の

聴 聞 に 係 る も の に 限 る 。 ）

百 五 十 二 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の

付 与 に 関 す る 規 則 第 十 二 条 第 一

項 の 規 定 に よ る 聴 聞 の 期 日 に お

け る 審 理 の 公 開 の 通 知 及 び 公 示

（ 行 政 手 続 法 第 十 三 条 第 一 項 第

一 号 イ （ 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 十 一 条 第 一 項 か ら 第 六 項 ま

で の 規 定 に よ る 取 消 し の 処 分 に

係 る も の に 限 る 。 ） の 聴 聞 に 係

る も の に 限 る 。 ）

百 五 十 三 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 十 四 条 第 四 項 、 第 十 六 条 第

二 項 、 第 十 七 条 第 三 項 及 び 第 十

八 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 教

育 委 員 会 か ら の 通 知 の 処 理

百 五 十 四 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締

法 第 二 十 一 条 の 三 第 二 項 の 規 定

要

に よ る 準 空 気 銃 を 所 持 す る 場 合

の 届 出 の 処 理

百 五 十 五 指 定 射 撃 場 の 指 定 に 関

す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 三 十 七 年 総

理 府 令 第 四 十 六 号 ） 第 十 三 条 の

規 定 に よ る 指 定 射 撃 場 指 定 申 請

書 の 記 載 事 項 の 変 更 の 届 出 の 処

理
百 五 十 六 火 薬 類 取 締 法 第 五 十 二

条 第 二 項 の 規 定 に よ る 知 事 か ら

の 通 報 の 処 理

百 五 十 七 火 薬 類 取 締 法 施 行 令 第

三 条 の 規 定 に よ る 運 搬 証 明 書 の

返 納 の 処 理

百 五 十 八 火 薬 類 取 締 法 施 行 令 第

四 条 の 規 定 に よ る 届 出 及 び 指 示

の 内 容 の 通 知

百 五 十 九 核 原 料 物 質 、 核 燃 料 物

質 及 び 原 子 炉 の 規 制 に 関 す る 法

律 施 行 令 第 五 十 条 の 規 定 に よ る

運 搬 証 明 書 の 返 納 の 処 理

百 六 十 武 器 等 製 造 法 （ 昭 和 二 十
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八 年 法 律 第 百 四 十 五 号 ） 第 二 十

八 条 の 規 定 に よ る 知 事 か ら の 通

報 の 処 理

百 六 十 一 高 圧 ガ ス 保 安 法 （ 昭 和

二 十 六 年 法 律 第 二 百 四 号 ） 第 七

十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 知 事

か ら の 通 報 の 処 理

百 六 十 二 液 化 石 油 ガ ス の 保 安 の

確 保 及 び 取 引 の 適 正 化 に 関 す る

法 律 （ 昭 和 四 十 二 年 法 律 第 百 六

十 五 号 ） 第 八 十 七 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 知 事 か ら の 通 報 の 処 理

百 六 十 三 消 防 法 （ 昭 和 二 十 三 年

法 律 第 百 八 十 六 号 ） 第 十 一 条 第

七 項 の 規 定 に よ る 市 町 村 長 等 か

ら の 通 報 の 処 理

百 六 十 四 化 学 兵 器 の 禁 止 及 び 特

定 物 質 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 施

行 令 第 三 条 の 四 の 規 定 に よ る 運

搬 証 明 書 の 返 納 の 処 理

百 六 十 五 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染

症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 す る

法 律 施 行 令 第 二 十 三 条 の 規 定 に

よ る 運 搬 証 明 書 の 返 納 の 処 理

百 六 十 六 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律

（ 平 成 十 五 年 法 律 第 八 十 三 号 ） 要

第 十 三 条 及 び 第 十 五 条 第 二 項 第

一 号 の 規 定 に よ る イ ン タ ー ネ ッ

ト 異 性 紹 介 事 業 者 に 対 す る 指 示

百 六 十 七 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

要

十 四 条 第 一 項 及 び 第 十 五 条 第 二

項 第 二 号 の 規 定 に よ る イ ン タ ー

ネ ッ ト 異 性 紹 介 事 業 の 停 止 命 令

百 六 十 八 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

十 四 条 第 一 項 及 び 第 十 五 条 第 二

項 第 二 号 の 規 定 に よ る イ ン タ ー
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八 年 法 律 第 百 四 十 五 号 ） 第 二 十

八 条 の 規 定 に よ る 知 事 か ら の 通

報 の 処 理

百 六 十 一 高 圧 ガ ス 保 安 法 （ 昭 和

二 十 六 年 法 律 第 二 百 四 号 ） 第 七

十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 知 事

か ら の 通 報 の 処 理

百 六 十 二 液 化 石 油 ガ ス の 保 安 の

確 保 及 び 取 引 の 適 正 化 に 関 す る

法 律 （ 昭 和 四 十 二 年 法 律 第 百 六

十 五 号 ） 第 八 十 七 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 知 事 か ら の 通 報 の 処 理

百 六 十 三 消 防 法 （ 昭 和 二 十 三 年

法 律 第 百 八 十 六 号 ） 第 十 一 条 第

七 項 の 規 定 に よ る 市 町 村 長 等 か

ら の 通 報 の 処 理

百 六 十 四 化 学 兵 器 の 禁 止 及 び 特

定 物 質 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 施

行 令 第 三 条 の 四 の 規 定 に よ る 運

搬 証 明 書 の 返 納 の 処 理

百 六 十 五 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染

症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 す る

法 律 施 行 令 第 二 十 三 条 の 規 定 に

よ る 運 搬 証 明 書 の 返 納 の 処 理

百 六 十 六 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律

（ 平 成 十 五 年 法 律 第 八 十 三 号 ） 要

第 十 三 条 及 び 第 十 五 条 第 二 項 第

一 号 の 規 定 に よ る イ ン タ ー ネ ッ

ト 異 性 紹 介 事 業 者 に 対 す る 指 示

百 六 十 七 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

要

十 四 条 第 一 項 及 び 第 十 五 条 第 二

項 第 二 号 の 規 定 に よ る イ ン タ ー

ネ ッ ト 異 性 紹 介 事 業 の 停 止 命 令

百 六 十 八 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

十 四 条 第 一 項 及 び 第 十 五 条 第 二

項 第 二 号 の 規 定 に よ る イ ン タ ー
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ネ ッ ト 異 性 紹 介 事 業 の 停 止 命 令

の 通 知

百 六 十 九 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

要

十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る イ ン

タ ー ネ ッ ト 異 性 紹 介 事 業 の 廃 止

命 令

百 七 十 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹 介

事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す る

行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第 十

四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る イ ン

タ ー ネ ッ ト 異 性 紹 介 事 業 の 廃 止

命 令 の 通 知

百 七 十 一 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

十 五 条 第 一 項 （ 同 条 第 三 項 に お

要

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の

規 定 に よ る イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性

紹 介 事 業 者 の 処 分 移 送 通 知 書 の

送 付

百 七 十 二 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第 要

十 六 条 の 規 定 に よ る 報 告 又 は 資

料 の 提 出 の 要 求

百 七 十 三 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 国 家

公 安 委 員 会 に 対 す る 報 告

百 七 十 四 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

十 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 公 安

委 員 会 に 対 す る 通 報

百 七 十 五 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

二 十 条 の 規 定 に よ る 登 録 誘 引 情

報 提 供 機 関 に 対 す る 情 報 の 提 供
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ネ ッ ト 異 性 紹 介 事 業 の 停 止 命 令

の 通 知

百 六 十 九 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

要

十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る イ ン

タ ー ネ ッ ト 異 性 紹 介 事 業 の 廃 止

命 令

百 七 十 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹 介

事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す る

行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第 十

四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る イ ン

タ ー ネ ッ ト 異 性 紹 介 事 業 の 廃 止

命 令 の 通 知

百 七 十 一 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

十 五 条 第 一 項 （ 同 条 第 三 項 に お

要

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の

規 定 に よ る イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性

紹 介 事 業 者 の 処 分 移 送 通 知 書 の

送 付

百 七 十 二 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第 要

十 六 条 の 規 定 に よ る 報 告 又 は 資

料 の 提 出 の 要 求

百 七 十 三 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 国 家

公 安 委 員 会 に 対 す る 報 告

百 七 十 四 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

十 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 公 安

委 員 会 に 対 す る 通 報

百 七 十 五 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹

介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す

る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第

二 十 条 の 規 定 に よ る 登 録 誘 引 情

報 提 供 機 関 に 対 す る 情 報 の 提 供

-
5
5
-

別 表 第 十 三 ～ 別 表 第 十 七 略 別 表 第 十 二 ～ 別 表 第 十 六 略

別 表 第 十 八 （ 第 四 条 、 第 六 条 関 係 ） 警 察 署 長 専 決 事 別 表 第 十 七 （ 第 四 条 、 第 六 条 関 係 ） 警 察 署 長 専 決 事

項 項

事 務 内 容 及 び 根 拠 （ 関 係 ） 規 定

公 安 委 員 会

事 務 内 容 及 び 根 拠 （ 関 係 ） 規 定

公 安 委 員 会

へ の 報 告 へ の 報 告

一 ～ 四 十 三 略 一 ～ 四 十 三 略

四 十 四 古 物 営 業 法 第 七 条 第 五 項 四 十 四 古 物 営 業 法 第 七 条 第 四 項

の 規 定 に よ る 許 可 証 の 書 換 え の 規 定 に よ る 許 可 証 の 書 換 え

四 十 五 ～ 百 八 十 一 略 四 十 五 ～ 百 八 十 一 略

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

-
1
-

○栃木県道路交通法施行細則の一部改正

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 六 号

栃 木 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 蓬 田 勝 美

栃 木 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 第 四 （ 第 十 条 の 二 関 係 ） 別 表 第 四 （ 第 十 条 の 二 関 係 ）

番 号 路 線 名 区 間 番 号 路 線 名 区 間

一 ～ 二 十 一 略 一 ～ 二 十 一 略

二 十 一 一 般 国 道 四 矢 板 市 中 字 上 菅 田 四 百 十

の 二 百 六 十 一 号 六 番 三 十 八 か ら 同 市 中 字

冨 士 山 五 百 九 十 二 番 五 ま

で

二 十 一 の 三 略 二 十 一 の 二 略

二 十 二 ～ 五 十 六 の 二 略 二 十 二 ～ 五 十 六 の 二 略

五 十 七 県 道 雀 宮 真 宇 都 宮 市 東 谷 町 四 百 九 十 五 十 七 県 道 雀 宮 真 宇 都 宮 市 東 谷 町 四 百 九 十

岡 線 六 番 九 か ら 真 岡 市 鬼 怒 ケ 岡 線 六 番 九 か ら 河 内 郡 上 三 川

丘 二 十 一 番 町 大 字 西 汗 千 六 百 六 十 二

ま で 番 ま で

五 十 七 の 二 ～ 五 十 九 略 五 十 七 の 二 ～ 五 十 九 略

五 十 九 県 道 丸 山 葉 足 利 市 葉 鹿 町 字 中 島 二 千

の 二 鹿 線 三 百 九 番 か ら 同 市 葉 鹿 南

町 二 十 七 番 二 ま で

六 十 ～ 七 十 七 の 七 略 六 十 ～ 七 十 七 の 七 略

七 十 七 市 道 （ 栃 木 栃 木 市 惣 社 町 千 五 百 十 番

の 八 市 ） 一 万 三 一 か ら 同 市 惣 社 町 千 四 百

千 三 百 十 号 三 十 九 番 一 ま で

線

七 十 七 の 九 ～ 七 十 七 の 十 二 略 七 十 七 の 八 ～ 七 十 七 の 十 一 略

七 十 七 市 道 （ 矢 板 矢 板 市 末 広 町 三 十 四 番 一

の 十 三 市 ） 末 広 町 か ら 同 市 末 広 町 十 一 番 六

五 号 線 ま で
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○栃木県道路交通法施行細則の一部改正

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 六 号

栃 木 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 蓬 田 勝 美

栃 木 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 第 四 （ 第 十 条 の 二 関 係 ） 別 表 第 四 （ 第 十 条 の 二 関 係 ）

番 号 路 線 名 区 間 番 号 路 線 名 区 間

一 ～ 二 十 一 略 一 ～ 二 十 一 略

二 十 一 一 般 国 道 四 矢 板 市 中 字 上 菅 田 四 百 十

の 二 百 六 十 一 号 六 番 三 十 八 か ら 同 市 中 字

冨 士 山 五 百 九 十 二 番 五 ま

で

二 十 一 の 三 略 二 十 一 の 二 略

二 十 二 ～ 五 十 六 の 二 略 二 十 二 ～ 五 十 六 の 二 略

五 十 七 県 道 雀 宮 真 宇 都 宮 市 東 谷 町 四 百 九 十 五 十 七 県 道 雀 宮 真 宇 都 宮 市 東 谷 町 四 百 九 十

岡 線 六 番 九 か ら 真 岡 市 鬼 怒 ケ 岡 線 六 番 九 か ら 河 内 郡 上 三 川

丘 二 十 一 番 町 大 字 西 汗 千 六 百 六 十 二

ま で 番 ま で

五 十 七 の 二 ～ 五 十 九 略 五 十 七 の 二 ～ 五 十 九 略

五 十 九 県 道 丸 山 葉 足 利 市 葉 鹿 町 字 中 島 二 千

の 二 鹿 線 三 百 九 番 か ら 同 市 葉 鹿 南

町 二 十 七 番 二 ま で

六 十 ～ 七 十 七 の 七 略 六 十 ～ 七 十 七 の 七 略

七 十 七 市 道 （ 栃 木 栃 木 市 惣 社 町 千 五 百 十 番

の 八 市 ） 一 万 三 一 か ら 同 市 惣 社 町 千 四 百

千 三 百 十 号 三 十 九 番 一 ま で

線

七 十 七 の 九 ～ 七 十 七 の 十 二 略 七 十 七 の 八 ～ 七 十 七 の 十 一 略

七 十 七 市 道 （ 矢 板 矢 板 市 末 広 町 三 十 四 番 一

の 十 三 市 ） 末 広 町 か ら 同 市 末 広 町 十 一 番 六

五 号 線 ま で

-
2
-

七 十 七 市 道 （ 矢 板 矢 板 市 末 広 町 十 一 番 六 か

の 十 四 市 ） 末 広 町 ら 同 市 末 広 町 十 三 番 一 ま

二 十 号 線 で

七 十 八 ～ 九 十 五 略 七 十 八 ～ 九 十 五 略

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

蓬
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○栃木県公安委員会公印規程の一部改正

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 程 第 一 号

栃 木 県 公 安 委 員 会 公 印 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 蓬 田 勝 美

栃 木 県 公 安 委 員 会 公 印 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程

栃 木 県 公 安 委 員 会 公 印 規 程 （ 昭 和 四 十 二 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 程 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 別 表

公 制 式 保 公 制 式 保

印 管 印 管

の 寸 法 使 用 区 分 責 の 寸 法 使 用 区 分 責

種 形 式 書 体 ミ リ 任 種 形 式 書 体 ミ リ 任

メ ー メ ー

類 ト ル 者 類 ト ル 者

略 略

略 略 略 略

警 備 員 等 の 合 警 備 員 等 の 合

格 証 明 書 、 風 格 証 明 書 、 風

俗 営 業 管 理 者 俗 営 業 管 理 者

証 、 特 定 遊 興 証 、 特 定 遊 興

飲 食 店 営 業 管 飲 食 店 営 業 管

理 者 証 、 風 俗 理 者 証 、 風 俗

生

営 業 等 の 立 入

生

営 業 等 の 立 入

活

証 及 び 猟 銃 安

活

証 及 び 猟 銃 安

安

全 指 導 委 員 証

環

全 指 導 委 員 証

全

の 証 印 用 並 び

境

の 証 印 用 並 び

企

に 風 俗 営 業 、

課

に 風 俗 営 業 、

画

銃 砲 の 所 持 、

長

銃 砲 の 所 持 、

課

三 県 安 会

刀 剣 類 の 所

三 県 安 会

刀 剣 類 の 所

長

号 木 員

て ん 方 持 、 火 薬 類 の

号 木 員

て ん 方 持 、 火 薬 類 の

印 栃 公 委

書 一 二 譲 渡 （ 受 ） 等

印 栃 公 委

書 一 二 譲 渡 （ 受 ） 等

の 許 可 証 、 承 の 許 可 証 、 承

認 書 及 び そ の 認 書 及 び そ の

他 の 証 明 書 類 他 の 証 明 書 類

の 訂 正 用 の 訂 正 用

人
身

安 少

少 年 指 導 委 員 全 少 年 指 導 委 員 年

証 の 証 印 用 少 証 の 証 印 用 課

年 長

-
2
-

七 十 七 市 道 （ 矢 板 矢 板 市 末 広 町 十 一 番 六 か

の 十 四 市 ） 末 広 町 ら 同 市 末 広 町 十 三 番 一 ま

二 十 号 線 で

七 十 八 ～ 九 十 五 略 七 十 八 ～ 九 十 五 略

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

蓬
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○栃木県公安委員会公印規程の一部改正

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 程 第 一 号

栃 木 県 公 安 委 員 会 公 印 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 蓬 田 勝 美

栃 木 県 公 安 委 員 会 公 印 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程

栃 木 県 公 安 委 員 会 公 印 規 程 （ 昭 和 四 十 二 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 程 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 別 表

公 制 式 保 公 制 式 保

印 管 印 管

の 寸 法 使 用 区 分 責 の 寸 法 使 用 区 分 責

種 形 式 書 体 ミ リ 任 種 形 式 書 体 ミ リ 任

メ ー メ ー

類 ト ル 者 類 ト ル 者

略 略

略 略 略 略

警 備 員 等 の 合 警 備 員 等 の 合

格 証 明 書 、 風 格 証 明 書 、 風

俗 営 業 管 理 者 俗 営 業 管 理 者

証 、 特 定 遊 興 証 、 特 定 遊 興

飲 食 店 営 業 管 飲 食 店 営 業 管

理 者 証 、 風 俗 理 者 証 、 風 俗

生

営 業 等 の 立 入

生

営 業 等 の 立 入

活

証 及 び 猟 銃 安

活

証 及 び 猟 銃 安

安

全 指 導 委 員 証

環

全 指 導 委 員 証

全

の 証 印 用 並 び

境

の 証 印 用 並 び

企

に 風 俗 営 業 、

課

に 風 俗 営 業 、

画

銃 砲 の 所 持 、

長

銃 砲 の 所 持 、

課

三 県 安 会

刀 剣 類 の 所

三 県 安 会

刀 剣 類 の 所

長

号 木 員

て ん 方 持 、 火 薬 類 の

号 木 員

て ん 方 持 、 火 薬 類 の

印 栃 公 委

書 一 二 譲 渡 （ 受 ） 等

印 栃 公 委

書 一 二 譲 渡 （ 受 ） 等

の 許 可 証 、 承 の 許 可 証 、 承

認 書 及 び そ の 認 書 及 び そ の

他 の 証 明 書 類 他 の 証 明 書 類

の 訂 正 用 の 訂 正 用

人
身

安 少

少 年 指 導 委 員 全 少 年 指 導 委 員 年

証 の 証 印 用 少 証 の 証 印 用 課

年 長

課
長

略 略 略 略

略 略

生

生 活

警 備 員 等 の 検 活 警 備 員 等 の 検 安

定 合 格 証 の 貼 環 定 合 格 証 の 貼 全

付 写 真 の 契 印 境 付 写 真 の 契 印 企

用 課 用 画

長 課

（

会

縦 （

会

縦

長

六

印

県 員 丸 ゴ

二 一

六

印

県 員 丸 ゴ

二 一

号

刻

木 委 ジ ツ

横

人 号

刻

木 委 ジ ツ

横

印 （栃 安 ク

二 八

身 印 （栃 安 ク

二 八

公

少 年 補 導 員 証

安 公

少 年 補 導 員 証

少

の 貼 付 写 真 の

全

の 貼 付 写 真 の

年

契 印 用

少

契 印 用

課

年 長

課
長

略 略 略 略

略 略

略 略 略 略

検 査 合 格 証 明 略 検 査 合 格 証 明 略

書 、 運 転 免 許 書 、 運 転 免 許

拒 否 処 分 通 知 拒 否 処 分 通 知

書 、 運 転 免 許 書 、 運 転 免 許

取 消 処 分 通 知 取 消 処 分 通 知

書 、 弁 明 通 知 書 、 弁 明 通 知

書 （ 運 転 免 許 書 （ 運 転 免 許

拒 否 処 分 又 は 拒 否 処 分 又 は

運 転 免 許 取 消 運 転 免 許 取 消

処 分 の 弁 処 分 の 弁

明 ） 、 適 性 検 明 ） 、 適 性 検

査 受 検 命 令 査 受 検 命 令

書 、 診 断 書 提 書 、 診 断 書 提

出 命 令 書 、 運 出 命 令 書 、 運

転 免 許 試 験 成 転 免 許 試 験 成

績 証 明 書 、 試 績 証 明 書 、 試

験 車 指 定 書 、 験 車 指 定 書 、

試 験 車 指 定 解 試 験 車 指 定 解

除 通 知 書 、 運 除 通 知 書 、 運
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転 免 許 試 験 受 転 免 許 試 験 受

験 停 止 処 分 通 験 停 止 処 分 通

知 書 、 指 定 書 知 書 、 指 定 書

（ 教 習 所 の 指 （ 教 習 所 の 指

定 ） 、 措 置 監 定 ） 、 措 置 監

督 命 令 書 、 指 督 命 令 書 、 指

定 取 消 通 知 書 定 取 消 通 知 書

（ 教 習 所 の 指 （ 教 習 所 の 指

定 取 消 ） 、 卒 定 取 消 ） 、 卒

業 証 明 書 ・ 修 業 証 明 書 ・ 修

了 証 明 書 発 行 了 証 明 書 発 行

禁 止 ・ 発 行 禁 禁 止 ・ 発 行 禁

止 延 長 処 分 通 止 延 長 処 分 通

知 書 、 再 試 験 知 書 、 再 試 験

通 知 書 、 試 験 通 知 書 、 試 験

移 送 通 知 書 、 移 送 通 知 書 、

適 性 検 査 結 果 適 性 検 査 結 果

通 知 書 、 回 答 通 知 書 、 回 答

書 （ 医 師 か ら 書 （ 医 師 か ら

の 運 転 免 許 の の 運 転 免 許 の

確 認 要 求 の 回 確 認 要 求 の 回

答 ） 、 臨 時 認 答 ） 、 臨 時 認

知 機 能 検 査 通 知 機 能 検 査 通

知 書 、 臨 時 高 知 書 、 臨 時 高

齢 者 講 習 通 知 齢 者 講 習 通 知

書 、 臨 時 適 性 書 、 臨 時 適 性

検 査 診 断 依 頼 検 査 診 断 依 頼

書 、 臨 時 適 性 書 、 臨 時 適 性

検 査 通 知 書 、 検 査 通 知 書 、

処 分 移 送 通 知 処 分 移 送 通 知

書 、 意 見 の 聴 書 、 意 見 の 聴

取 通 知 書 、 聴 取 通 知 書 、 聴

聞 通 知 書 、 運 聞 通 知 書 、 運

転 免 許 取 消 処 転 免 許 取 消 処

分 書 、 申 請 に 分 書 、 申 請 に

よ る 運 転 免 許 よ る 運 転 免 許

取 消 通 知 書 、 取 消 通 知 書 、

措 置 命 令 書 、 措 置 命 令 書 、

運 転 禁 止 処 分 運 転 禁 止 処 分

票 、 自 動 車 等 票 、 自 動 車 等

の 運 転 禁 止 処 の 運 転 禁 止 処

分 書 、 指 定 自 分 書 、 指 定 自

動 車 教 習 所 職 動 車 教 習 所 職

員 講 習 通 知 員 講 習 通 知

書 、 大 型 車 講 書 、 大 型 車 講

習 終 了 証 明 習 終 了 証 明

書 、 中 型 車 講 書 、 中 型 車 講

習 終 了 証 明 習 終 了 証 明

書 、 準 中 型 車 書 、 準 中 型 車

講 習 終 了 証 明 講 習 終 了 証 明

課
長

略 略 略 略

略 略

生

生 活

警 備 員 等 の 検 活 警 備 員 等 の 検 安

定 合 格 証 の 貼 環 定 合 格 証 の 貼 全

付 写 真 の 契 印 境 付 写 真 の 契 印 企

用 課 用 画

長 課

（

会

縦 （

会

縦

長

六

印

県 員 丸 ゴ

二 一

六

印

県 員 丸 ゴ

二 一

号

刻

木 委 ジ ツ

横

人 号

刻

木 委 ジ ツ

横

印 （栃 安 ク

二 八

身 印 （栃 安 ク

二 八

公

少 年 補 導 員 証

安 公

少 年 補 導 員 証

少

の 貼 付 写 真 の

全

の 貼 付 写 真 の

年

契 印 用

少

契 印 用

課

年 長

課
長

略 略 略 略

略 略

略 略 略 略

検 査 合 格 証 明 略 検 査 合 格 証 明 略

書 、 運 転 免 許 書 、 運 転 免 許

拒 否 処 分 通 知 拒 否 処 分 通 知

書 、 運 転 免 許 書 、 運 転 免 許

取 消 処 分 通 知 取 消 処 分 通 知

書 、 弁 明 通 知 書 、 弁 明 通 知

書 （ 運 転 免 許 書 （ 運 転 免 許

拒 否 処 分 又 は 拒 否 処 分 又 は

運 転 免 許 取 消 運 転 免 許 取 消

処 分 の 弁 処 分 の 弁

明 ） 、 適 性 検 明 ） 、 適 性 検

査 受 検 命 令 査 受 検 命 令

書 、 診 断 書 提 書 、 診 断 書 提

出 命 令 書 、 運 出 命 令 書 、 運

転 免 許 試 験 成 転 免 許 試 験 成

績 証 明 書 、 試 績 証 明 書 、 試

験 車 指 定 書 、 験 車 指 定 書 、

試 験 車 指 定 解 試 験 車 指 定 解

除 通 知 書 、 運 除 通 知 書 、 運
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転 免 許 試 験 受 転 免 許 試 験 受

験 停 止 処 分 通 験 停 止 処 分 通

知 書 、 指 定 書 知 書 、 指 定 書

（ 教 習 所 の 指 （ 教 習 所 の 指

定 ） 、 措 置 監 定 ） 、 措 置 監

督 命 令 書 、 指 督 命 令 書 、 指

定 取 消 通 知 書 定 取 消 通 知 書

（ 教 習 所 の 指 （ 教 習 所 の 指

定 取 消 ） 、 卒 定 取 消 ） 、 卒

業 証 明 書 ・ 修 業 証 明 書 ・ 修

了 証 明 書 発 行 了 証 明 書 発 行

禁 止 ・ 発 行 禁 禁 止 ・ 発 行 禁

止 延 長 処 分 通 止 延 長 処 分 通

知 書 、 再 試 験 知 書 、 再 試 験

通 知 書 、 試 験 通 知 書 、 試 験

移 送 通 知 書 、 移 送 通 知 書 、

適 性 検 査 結 果 適 性 検 査 結 果

通 知 書 、 回 答 通 知 書 、 回 答

書 （ 医 師 か ら 書 （ 医 師 か ら

の 運 転 免 許 の の 運 転 免 許 の

確 認 要 求 の 回 確 認 要 求 の 回

答 ） 、 臨 時 認 答 ） 、 臨 時 認

知 機 能 検 査 通 知 機 能 検 査 通

知 書 、 臨 時 高 知 書 、 臨 時 高

齢 者 講 習 通 知 齢 者 講 習 通 知

書 、 臨 時 適 性 書 、 臨 時 適 性

検 査 診 断 依 頼 検 査 診 断 依 頼

書 、 臨 時 適 性 書 、 臨 時 適 性

検 査 通 知 書 、 検 査 通 知 書 、

処 分 移 送 通 知 処 分 移 送 通 知

書 、 意 見 の 聴 書 、 意 見 の 聴

取 通 知 書 、 聴 取 通 知 書 、 聴

聞 通 知 書 、 運 聞 通 知 書 、 運

転 免 許 取 消 処 転 免 許 取 消 処

分 書 、 申 請 に 分 書 、 申 請 に

よ る 運 転 免 許 よ る 運 転 免 許

取 消 通 知 書 、 取 消 通 知 書 、

措 置 命 令 書 、 措 置 命 令 書 、

運 転 禁 止 処 分 運 転 禁 止 処 分

票 、 自 動 車 等 票 、 自 動 車 等

の 運 転 禁 止 処 の 運 転 禁 止 処

分 書 、 指 定 自 分 書 、 指 定 自

動 車 教 習 所 職 動 車 教 習 所 職

員 講 習 通 知 員 講 習 通 知

書 、 大 型 車 講 書 、 大 型 車 講

習 終 了 証 明 習 終 了 証 明

書 、 中 型 車 講 書 、 中 型 車 講

習 終 了 証 明 習 終 了 証 明

書 、 準 中 型 車 書 、 準 中 型 車

講 習 終 了 証 明 講 習 終 了 証 明

書 、 普 通 車 講 書 、 普 通 車 講

習 終 了 証 明 習 終 了 証 明

書 、 大 型 二 輪 書 、 大 型 二 輪

車 講 習 終 了 証 車 講 習 終 了 証

明 書 、 普 通 二 明 書 、 普 通 二

輪 車 講 習 終 了 輪 車 講 習 終 了

証 明 書 、 応 急 証 明 書 、 応 急

救 護 処 置 講 習 救 護 処 置 講 習

㈠ 終 了 証 明 ㈠ 終 了 証 明

十

書 、 応 急 救 護

十

書 、 応 急 救 護

四

県 委 印

て ん 方

処 置 講 習 ㈡ 終

四

県 委 印

て ん 方

処 置 講 習 ㈡ 終

号

木 安 会

書 二 四

了 証 明 書 、 原

号

木 安 会

書 二 四

了 証 明 書 、 原

印

栃 公 員 付 講 習 終 了 証

印

栃 公 員 付 講 習 終 了 証

明 書 、 取 消 処 明 書 、 取 消 処

分 者 講 習 終 了 分 者 講 習 終 了

証 明 書 、 大 型 証 明 書 、 大 型

旅 客 車 講 習 終 旅 客 車 講 習 終

了 証 明 書 、 中 了 証 明 書 、 中

型 旅 客 車 講 習 型 旅 客 車 講 習

終 了 証 明 書 、 終 了 証 明 書 、

普 通 旅 客 車 講 普 通 旅 客 車 講

習 終 了 証 明 習 終 了 証 明

書 、 講 習 修 了 書 、 講 習 修 了

証 （ 技 能 検 定 証 （ 技 能 検 定

員 、 教 習 指 導 員 、 教 習 指 導

員 及 び 副 管 理 員 及 び 副 管 理

者 法 定 講 者 法 定 講

習 ） 、 高 齢 者 習 ） 、 高 齢 者

講 習 終 了 証 明 講 習 終 了 証 明

書 、 運 転 適 性 書

指 導 に 関 す る

業 務 に つ い て

の 所 要 の 講 習

修 了 証 、 高 齢

者 講 習 に お け

る 指 導 に 必 要

な 技 能 及 び 知

識 に 関 す る 審

査 合 格 証 、 初 、 初

心 運 転 者 講 習 心 運 転 者 講 習

通 知 書 、 初 心 通 知 書 、 初 心

運 転 者 講 習 移 運 転 者 講 習 移

送 通 知 書 、 違 送 通 知 書 、 違

反 者 講 習 通 知 反 者 講 習 通 知

書 、 違 反 者 講 書 、 違 反 者 講

習 移 送 通 知 習 移 送 通 知

書 、 運 転 適 性 書 、 運 転 適 性

指 導 員 審 査 合 指 導 員 審 査 合

格 証 書 、 取 消 格 証 書 、 取 消

処 分 者 講 習 に 処 分 者 講 習 に
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係 る 実 務 実 習 係 る 実 務 実 習

通 知 書 、 取 消 通 知 書 、 取 消

処 分 者 講 習 に 処 分 者 講 習 に

係 る 実 務 実 習 係 る 実 務 実 習

結 果 通 知 書 、 結 果 通 知 書 、

運 転 免 許 取 得 運 転 免 許 取 得

者 教 育 認 定 者 教 育 認 定

書 、 運 転 免 許 書 、 運 転 免 許

取 得 者 教 育 認 取 得 者 教 育 認

定 取 消 通 知 定 取 消 通 知

書 、 指 定 書 書 、 指 定 書

（ 指 定 講 習 機 （ 指 定 講 習 機

関 の 指 定 ） 、 関 の 指 定 ） 、

指 定 取 消 通 知 指 定 取 消 通 知

書 （ 指 定 講 習 書 （ 指 定 講 習

機 関 の 指 定 取 機 関 の 指 定 取

消 ） 、 技 能 検 消 ） 、 技 能 検

定 員 審 査 合 格 定 員 審 査 合 格

証 明 書 、 技 能 証 明 書 、 技 能

検 定 員 資 格 者 検 定 員 資 格 者

証 、 技 能 検 定 証 、 技 能 検 定

員 資 格 者 証 返 員 資 格 者 証 返

納 命 令 書 、 教 納 命 令 書 、 教

習 指 導 員 審 査 習 指 導 員 審 査

合 格 証 明 書 、 合 格 証 明 書 、

教 習 指 導 員 資 教 習 指 導 員 資

格 者 証 、 教 習 格 者 証 、 教 習

指 導 員 資 格 者 指 導 員 資 格 者

証 返 納 命 令 証 返 納 命 令

書 、 チ ャ レ ン 書 、 チ ャ レ ン

ジ 講 習 受 講 結 ジ 講 習 受 講 結

果 確 認 書 、 特 果 確 認 書 、 特

定 任 意 講 習 終 定 任 意 講 習 終

了 証 明 書 、 特 了 証 明 書 、 特

定 任 意 高 齢 者 定 任 意 高 齢 者

講 習 終 了 証 明 講 習 終 了 証 明

書 、 認 知 機 能 書 、 認 知 機 能

検 査 員 講 習 終 検 査 員 講 習 終

了 証 、 認 知 機 了 証 、 認 知 機

能 検 査 員 審 査 能 検 査 員 審 査

合 格 証 及 び 認 合 格 証 及 び 認

知 機 能 検 査 結 知 機 能 検 査 結

果 通 知 書 の 証 果 通 知 書 の 証

印 用 印 用

附 則

こ の 規 程 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

書 、 普 通 車 講 書 、 普 通 車 講

習 終 了 証 明 習 終 了 証 明

書 、 大 型 二 輪 書 、 大 型 二 輪

車 講 習 終 了 証 車 講 習 終 了 証

明 書 、 普 通 二 明 書 、 普 通 二

輪 車 講 習 終 了 輪 車 講 習 終 了

証 明 書 、 応 急 証 明 書 、 応 急

救 護 処 置 講 習 救 護 処 置 講 習

㈠ 終 了 証 明 ㈠ 終 了 証 明

十

書 、 応 急 救 護

十

書 、 応 急 救 護

四

県 委 印

て ん 方

処 置 講 習 ㈡ 終

四

県 委 印

て ん 方

処 置 講 習 ㈡ 終

号

木 安 会

書 二 四

了 証 明 書 、 原

号

木 安 会

書 二 四

了 証 明 書 、 原

印

栃 公 員 付 講 習 終 了 証

印

栃 公 員 付 講 習 終 了 証

明 書 、 取 消 処 明 書 、 取 消 処

分 者 講 習 終 了 分 者 講 習 終 了

証 明 書 、 大 型 証 明 書 、 大 型

旅 客 車 講 習 終 旅 客 車 講 習 終

了 証 明 書 、 中 了 証 明 書 、 中

型 旅 客 車 講 習 型 旅 客 車 講 習

終 了 証 明 書 、 終 了 証 明 書 、

普 通 旅 客 車 講 普 通 旅 客 車 講

習 終 了 証 明 習 終 了 証 明

書 、 講 習 修 了 書 、 講 習 修 了

証 （ 技 能 検 定 証 （ 技 能 検 定

員 、 教 習 指 導 員 、 教 習 指 導

員 及 び 副 管 理 員 及 び 副 管 理

者 法 定 講 者 法 定 講

習 ） 、 高 齢 者 習 ） 、 高 齢 者

講 習 終 了 証 明 講 習 終 了 証 明

書 、 運 転 適 性 書

指 導 に 関 す る

業 務 に つ い て

の 所 要 の 講 習

修 了 証 、 高 齢

者 講 習 に お け

る 指 導 に 必 要

な 技 能 及 び 知

識 に 関 す る 審

査 合 格 証 、 初 、 初

心 運 転 者 講 習 心 運 転 者 講 習

通 知 書 、 初 心 通 知 書 、 初 心

運 転 者 講 習 移 運 転 者 講 習 移

送 通 知 書 、 違 送 通 知 書 、 違

反 者 講 習 通 知 反 者 講 習 通 知

書 、 違 反 者 講 書 、 違 反 者 講

習 移 送 通 知 習 移 送 通 知

書 、 運 転 適 性 書 、 運 転 適 性

指 導 員 審 査 合 指 導 員 審 査 合

格 証 書 、 取 消 格 証 書 、 取 消

処 分 者 講 習 に 処 分 者 講 習 に



（95）栃 木 県 公 報 号外第25号令和２（2020）年３月31日　火曜日

警 察 本 部

係 る 実 務 実 習 係 る 実 務 実 習

通 知 書 、 取 消 通 知 書 、 取 消

処 分 者 講 習 に 処 分 者 講 習 に

係 る 実 務 実 習 係 る 実 務 実 習

結 果 通 知 書 、 結 果 通 知 書 、

運 転 免 許 取 得 運 転 免 許 取 得

者 教 育 認 定 者 教 育 認 定

書 、 運 転 免 許 書 、 運 転 免 許

取 得 者 教 育 認 取 得 者 教 育 認

定 取 消 通 知 定 取 消 通 知

書 、 指 定 書 書 、 指 定 書

（ 指 定 講 習 機 （ 指 定 講 習 機

関 の 指 定 ） 、 関 の 指 定 ） 、

指 定 取 消 通 知 指 定 取 消 通 知

書 （ 指 定 講 習 書 （ 指 定 講 習

機 関 の 指 定 取 機 関 の 指 定 取

消 ） 、 技 能 検 消 ） 、 技 能 検

定 員 審 査 合 格 定 員 審 査 合 格

証 明 書 、 技 能 証 明 書 、 技 能

検 定 員 資 格 者 検 定 員 資 格 者

証 、 技 能 検 定 証 、 技 能 検 定

員 資 格 者 証 返 員 資 格 者 証 返

納 命 令 書 、 教 納 命 令 書 、 教

習 指 導 員 審 査 習 指 導 員 審 査

合 格 証 明 書 、 合 格 証 明 書 、

教 習 指 導 員 資 教 習 指 導 員 資

格 者 証 、 教 習 格 者 証 、 教 習

指 導 員 資 格 者 指 導 員 資 格 者

証 返 納 命 令 証 返 納 命 令

書 、 チ ャ レ ン 書 、 チ ャ レ ン

ジ 講 習 受 講 結 ジ 講 習 受 講 結

果 確 認 書 、 特 果 確 認 書 、 特

定 任 意 講 習 終 定 任 意 講 習 終

了 証 明 書 、 特 了 証 明 書 、 特

定 任 意 高 齢 者 定 任 意 高 齢 者

講 習 終 了 証 明 講 習 終 了 証 明

書 、 認 知 機 能 書 、 認 知 機 能

検 査 員 講 習 終 検 査 員 講 習 終

了 証 、 認 知 機 了 証 、 認 知 機

能 検 査 員 審 査 能 検 査 員 審 査

合 格 証 及 び 認 合 格 証 及 び 認

知 機 能 検 査 結 知 機 能 検 査 結

果 通 知 書 の 証 果 通 知 書 の 証

印 用 印 用

附 則

こ の 規 程 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

-
1

-

○栃木県警察事務決裁規程の一部改正

栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 甲 第 一 号

栃 木 県 警 察 事 務 決 裁 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 警 察 本 部 長 原 田 義 久

栃 木 県 警 察 事 務 決 裁 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 警 察 事 務 決 裁 規 程 （ 平 成 十 二 年 栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 甲 第 三 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 （ 第 三 条 関 係 ） 別 表 （ 第 三 条 関 係 ）

本 部 長 決 裁 事 項 ～ 総 務 課 長 専 決 事 項 略 本 部 長 決 裁 事 項 ～ 総 務 課 長 専 決 事 項 略

警 務 課 長 専 決 事 項 警 務 課 長 専 決 事 項

一 ～ 六 略 一 ～ 六 略

七 臨 時 的 任 用 職 員 の 任 用 、 退 七 非 常 勤 嘱 託 員 、 臨 時 的 任 用 職 員 等 の 任 用 及 び

職 等 に 関 す る こ と 。 解 職 に 関 す る こ と 。

八 会 計 年 度 任 用 職 員 の 採 用 、 退 職 等 に 関 す る こ

と 。

九 任 期 付 職 員 の 任 用 、 退 職 等 に 関 す る こ と 。 八 任 期 付 職 員 の 任 用 及 び 解 職 に 関 す る こ と 。

県 民 広 報 相 談 課 長 専 決 事 項 ～ 会 計 課 長 専 決 事 項 県 民 広 報 相 談 課 長 専 決 事 項 ～ 会 計 課 長 専 決 事 項

略 略

生 活 安 全 企 画 課 長 専 決 事 項 生 活 安 全 企 画 課 長 専 決 事 項

一 主 管 す る 犯 罪 の 取 締 り 、 手 配 及 び 通 報 に 関 す

る こ と 。

一 酩 酊 者 、 迷 い 子 、 そ の 他 応 急 の 救 護 二 酩 酊 者 、 家 出 人 、 迷 い 子 、 そ の 他 応 急 の 救 護

め い て い

を 要 す る 者 の 保 護 に 関 す る こ と 。 を 要 す る 者 の 保 護 に 関 す る こ と 。

三 ス ト ー カ ー 規 制 法 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ

く 警 告 の 申 出 の 受 理 に 関 す る こ と 。

四 ス ト ー カ ー 規 制 法 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ

く 援 助 の 申 出 の 受 理 及 び 援 助 の 実 施 に 関 す る こ

と 。

五 ス ト ー カ ー 規 制 法 第 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基

づ く 報 告 若 し く は 資 料 の 提 出 要 求 及 び 質 問 の 実

施 に 関 す る こ と 。

六 ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 施 行

規 則 （ 平 成 十 二 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 十 八

号 ） 第 八 条 の 規 定 に 基 づ く 通 知 に 関 す る こ と 。

人 身 安 全 少 年 課 長 専 決 事 項 少 年 課 長 専 決 事 項

一 略 一 略

二 ス ト ー カ ー 規 制 法 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ

く 警 告 の 申 出 の 受 理 に 関 す る こ と 。

三 ス ト ー カ ー 規 制 法 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ

く 援 助 の 申 出 の 受 理 及 び 援 助 の 実 施 に 関 す る こ

と 。

四 ス ト ー カ ー 規 制 法 第 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基

づ く 報 告 若 し く は 資 料 の 提 出 要 求 及 び 質 問 の 実

施 に 関 す る こ と 。

五 ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 施 行



（96） 栃 木 県 公 報 号外第25号令和２（2020）年３月31日　火曜日

-
2

-

規 則 （ 平 成 十 二 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 十 八

号 ） 第 八 条 の 規 定 に 基 づ く 通 知 に 関 す る こ と 。

六 略 二 略

生 活 環 境 課 長 専 決 事 項 ～ 警 備 第 二 課 長 専 決 事 項 生 活 環 境 課 長 専 決 事 項 ～ 警 備 第 二 課 長 専 決 事 項

略 略

国 体 ・ 障 ス ポ 対 策 課 長 専 決 事 項

一 主 管 す る 事 務 の 軽 易 な 企 画 及 び 調 整 に 関 す る

こ と 。

警 察 学 校 長 専 決 事 項 ～ 警 察 署 副 署 長 専 決 事 項 略 警 察 学 校 長 専 決 事 項 ～ 警 察 署 副 署 長 専 決 事 項 略

附 則

こ の 訓 令 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

-
1

-

○栃木県警察文書取扱規程の一部改正

栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 甲 第 二 号

栃 木 県 警 察 文 書 取 扱 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 警 察 本 部 長 原 田 義 久

栃 木 県 警 察 文 書 取 扱 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 警 察 文 書 取 扱 規 程 （ 平 成 十 二 年 栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 甲 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前
別表第３（第30条第31条関係） 別表第３（第30条第31条関係）、 、

１本部所属の記号 １本部所属の記号

本部所属名記号 本部所属名記号

略 略

略 略 略 略

生活安全部人身安全少年課栃人少生活安全部少年課栃少

略 略 略 略

略 略

略 略 略 略

警備部国体・障スポ対策課栃国対警備部

機動隊略 機動隊略

略 略

２・３略 ２・３略

附 則

こ の 訓 令 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

-
1

-

○栃木県警察事務決裁規程の一部改正

栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 甲 第 一 号

栃 木 県 警 察 事 務 決 裁 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 警 察 本 部 長 原 田 義 久

栃 木 県 警 察 事 務 決 裁 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 警 察 事 務 決 裁 規 程 （ 平 成 十 二 年 栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 甲 第 三 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 （ 第 三 条 関 係 ） 別 表 （ 第 三 条 関 係 ）

本 部 長 決 裁 事 項 ～ 総 務 課 長 専 決 事 項 略 本 部 長 決 裁 事 項 ～ 総 務 課 長 専 決 事 項 略

警 務 課 長 専 決 事 項 警 務 課 長 専 決 事 項

一 ～ 六 略 一 ～ 六 略

七 臨 時 的 任 用 職 員 の 任 用 、 退 七 非 常 勤 嘱 託 員 、 臨 時 的 任 用 職 員 等 の 任 用 及 び

職 等 に 関 す る こ と 。 解 職 に 関 す る こ と 。

八 会 計 年 度 任 用 職 員 の 採 用 、 退 職 等 に 関 す る こ

と 。

九 任 期 付 職 員 の 任 用 、 退 職 等 に 関 す る こ と 。 八 任 期 付 職 員 の 任 用 及 び 解 職 に 関 す る こ と 。

県 民 広 報 相 談 課 長 専 決 事 項 ～ 会 計 課 長 専 決 事 項 県 民 広 報 相 談 課 長 専 決 事 項 ～ 会 計 課 長 専 決 事 項

略 略

生 活 安 全 企 画 課 長 専 決 事 項 生 活 安 全 企 画 課 長 専 決 事 項

一 主 管 す る 犯 罪 の 取 締 り 、 手 配 及 び 通 報 に 関 す

る こ と 。

一 酩 酊 者 、 迷 い 子 、 そ の 他 応 急 の 救 護 二 酩 酊 者 、 家 出 人 、 迷 い 子 、 そ の 他 応 急 の 救 護

め い て い

を 要 す る 者 の 保 護 に 関 す る こ と 。 を 要 す る 者 の 保 護 に 関 す る こ と 。

三 ス ト ー カ ー 規 制 法 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ

く 警 告 の 申 出 の 受 理 に 関 す る こ と 。

四 ス ト ー カ ー 規 制 法 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ

く 援 助 の 申 出 の 受 理 及 び 援 助 の 実 施 に 関 す る こ

と 。

五 ス ト ー カ ー 規 制 法 第 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基

づ く 報 告 若 し く は 資 料 の 提 出 要 求 及 び 質 問 の 実

施 に 関 す る こ と 。

六 ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 施 行

規 則 （ 平 成 十 二 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 十 八

号 ） 第 八 条 の 規 定 に 基 づ く 通 知 に 関 す る こ と 。

人 身 安 全 少 年 課 長 専 決 事 項 少 年 課 長 専 決 事 項

一 略 一 略

二 ス ト ー カ ー 規 制 法 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ

く 警 告 の 申 出 の 受 理 に 関 す る こ と 。

三 ス ト ー カ ー 規 制 法 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ

く 援 助 の 申 出 の 受 理 及 び 援 助 の 実 施 に 関 す る こ

と 。

四 ス ト ー カ ー 規 制 法 第 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基

づ く 報 告 若 し く は 資 料 の 提 出 要 求 及 び 質 問 の 実

施 に 関 す る こ と 。

五 ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 施 行
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-
1

-

○栃木県警察文書取扱規程の一部改正

栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 甲 第 二 号

栃 木 県 警 察 文 書 取 扱 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 警 察 本 部 長 原 田 義 久

栃 木 県 警 察 文 書 取 扱 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 警 察 文 書 取 扱 規 程 （ 平 成 十 二 年 栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 甲 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別表第３（第30条第31条関係） 別表第３（第30条第31条関係）、 、

１本部所属の記号 １本部所属の記号

本部所属名記号 本部所属名記号

略 略

略 略 略 略

生活安全部人身安全少年課栃人少生活安全部少年課栃少

略 略 略 略

略 略

略 略 略 略

警備部国体・障スポ対策課栃国対警備部

機動隊略 機動隊略

略 略

２・３略 ２・３略

附 則

こ の 訓 令 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。


